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様式 １ 被害者実態調査（個票） 

 

被 害 者 実 態 調 査 （ 個 票 ） 
調 査 年 月 日 

 

調 査 員 氏 名 

年   月   日 

 

 集落名 

世 帯 主 名 住      所 年 齢 職   業 事 業 を 営 ん で い る と き 

 

 

電話（       ） 

七戸町大字 

 

字        番地   号 

 

 

 歳 

 事  業  内  容 従 業 員 数 

 
人 

被 害 状 況 家 族 氏 名 続柄 年齢 職業又は学校名 
世
帯
内
訳 

非保護 

世 帯 

身 障 

世 帯 

老 人 

世 帯 

母 子 

世 帯 

要保護 

世 帯 

その他 

の世帯 
人

的

被

害 

死 者 
行 方 

不 明 
重 傷 軽 傷 

    
      

    

人 人 人 人 
    

※
課
税
状
況 

非課税  均等割  所得額 
    

住 
 

家 
 

被 
 

害 

種類 住 家 非住家 

被
害
の
区
分
（
○
印
を
つ
け
る
） 

１ 全壊（焼） 
 
２ 半壊（焼） 
 
３ 流失 
 
４ 一部破損 
 
５ 床上浸水 
  １～４９cm 
 ５０～９９cm 
 １００cm以上 
 
６ 床下浸水 

１ 全壊（焼） 
 
２ 半壊（焼） 
 
３ 流失 
 
４ 一部破損 
 
５ 床上浸水 
 
 
 
 
６ 床下浸水 

    

    
備 考 

    

    

    

    

家
族
構
成 

男 女 計 小学生 中学生 老人 

人 人 人 人 人 人 

棟数 棟 棟 

所有  自家・借家・間借 

※印は記入する必要はありません。 
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様式 ２ 被害者名簿 

 被  害  者  名  簿 

                                               年  月  日  時  分 担当者 

番号 集 落 名 世 帯 主 名 住     所 人 員 

住     家 非  住  家 
その他 

損  傷 浸  水 損傷 浸  水 

全部 

一部 
所有 床上 床下 所有 

全部 

一部 
床上 床下  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

（注）全 部→全焼、全壊、流出   一 部→半焼、半壊、一部破損 

   所 有→自家、借家、間借   その他→人的被害、家畜の被害、その他 
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様式 ３ 災害速報・災害確定報告 

災 害 速 報 ・ 災 害 確 定 報 告 

市 町 村 名 七戸町 区     分 被  害 

報 告 番 号 
第     報 

（平成  年  月  日現在） 

被 災 世 帯 数 世帯  

被 災 者 数 人  

報告者氏名    

区     分 被  害    

人
的
被
害 

死 者 人  公 共 文 教 施 設 千円  

行 方 不 明 者 人  農 林 水 産 業 施 設 千円  

負傷者 
重 傷 人  公 共 土 木 施 設 千円  

軽 傷 人   千円  

住 
 

家 
 

被 
 

害 

全 壊 

棟  そ の 他 の 公 共 施 設 千円  

世帯  小 計 千円  

人  

そ 

の 

他 
農 産 被 害 千円  

半 壊 

棟  林 産 被 害 千円  

世帯  畜 産 被 害 千円  

人  水 産 被 害 千円  

一 部 破 損 

棟  商 工 被 害 千円  

世帯   千円  

人  そ の 他 千円  

床 上 浸 水 

棟  被 害 金 額 千円  

世帯  

災
害
対
策
本
部 

名 称  
人  

床 下 浸 水 

棟  

世帯  

人  設 置   月  日  時 

非
住
家 

公 共 建 物 棟  解 散   月  日  時 

そ の 他 棟  消 防 職 員 出 動 延 人 数   人  

そ 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

他 

田 
流 出 埋 没 ha  消 防 団 員 出 動 延 日 数   人  

冠 水 ha  災害救助法適用年月日    年  月  日 

畑 
流 出 埋 没 ha  その他 

冠 水 ha  

文 教 施 設 箇所  

病 院 箇所  

道 路 箇所  

橋 梁 箇所  

備 
 
 
 
 

考 

１ 災害発生場所 

 

２ 災害発生年月日 

 

３ 災害の種類状況 

 

４ 消防機関の活動状況 

 

５ その他 

河 川 箇所  

砂 防 箇所  

水 道 箇所  

清 掃 施 設 箇所  

崖 崩 れ 箇所  

鉄 道 不 通 箇所  

通 信 被 害 箇所  
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様式 ４ 災害状況調 

災   害   状   況   調 

災 害 発 生 年  月  日 

災害対策本部設置 年  月  日 

区     分 人  的  被  害 住     家     の     被     害 
非
住
家
の
被
害 

月 日 

時 分 

発(受) 

発(受)信者 

 

氏   名 

月 日 

時 分 

現 在 

死 
 

者 

行
方
不
明 

負 傷 者 

計 

棟     数 世  帯  数  及  び  人  員 

重 

傷 

軽 

傷 

小 

計 

全壊 

(焼) 

流出 

半壊 

(焼) 

 

一
部
破
損 

床
上
浸
水 

床
下
浸
水 

全壊(焼) 

流出 
半壊(焼) 一部破損 床上浸水 床下浸水 

世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 (棟) 
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様式 ５ 救助の実施状況 

救 助 の 実 施 状 況 

年  月  日現在 

区     分 避難所 
応急仮 

設住宅 
炊
出 

飲料水 被服、寝具等 医 療 及 び 助 産 救 出 
応急 

処理 
学用品 

埋
葬 

死 体 の 

検索処理 

障害物 

の除去 

月 日 

時 分 

発（受） 

発（受）者 

 

氏   名 

月 日 

時 分 

現 在 

箇

所

数 

収

容

人

員 

設

置

戸

数 

完

成

戸

数 

給
食
実
人
員 

対

象

人

員 

給
水
車
台
数 

世

帯

数 

被

服 

寝

具 

そ

の

他 

医 療 班 医療機関 分

娩

者

数 

救

出

人

員 

行

方

不

明 

対

象

数 

小

学

生 

中

学

生 
埋

葬

数 

処

理

数 

対
応
世
帯
数 

    

(

箇
所) 

(

人) 

(

戸) 

(

戸) 

(

人) 

(

人) 

(

台) 

(

世
帯) 

(

点) 

(

点) 

(

点) 

(

班) 

(

人) 

(

機
関) 

(

人) 

(

人) 

(

人) 

(
人) 

(

世
帯) 

(

人) 

(

人) 

(

体) 

(

体) 

(

世
帯) 
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様式 ６ 医療施設被害 

医  療  施  設  被  害 

年  月  日現在 

被 害 施 設 名 
被   害   の   程   度 被害金額 

(千円) 全 壊 半 壊 全 焼 半 焼 流 出 浸 水 その他 

 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡  
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様式 ７ 環境衛生施設被害 

環 境 衛 生 施 設 被 害 

月  日現在 

（金額単位：千円） 

区  分 

施 設 名 
被   害   内   容 被 害 額 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

計   

（注）被害内容には、各施設ごとに被害程度を記入すること。 
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様式 ８ 水道施設被害 

水 道 施 設 被 害 

月  日現在 

（金額単位：千円） 

区  分 

施 設 名 
被   害   内   容 被 害 額 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

計   

（注）被害内容には、上水道、簡易水道ごとに被害程度を記入すること。 
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様式 ９ 水稲被害（水害） 

水  稲  被  害 （ 水 害 ） 

月  日現在 

地 
 

区 
 

名 

作 付 

 

面 積 

 

(ha) 

被 害 面 積 
被 害 

減収量 

 

 

(t) 

単価 

 

 

 

(円) 

被害額 

 

 

 

(千円) 

埋没・決壊 土砂流入 冠         水 

浸水 

被害 

面積 

(ha) 

被害農家戸数 

計 

 

 

(ha) 

う ち 

被害率 

３０％ 

以 上 

(ha) 

被害

面積 

(ha) 

被害

量 

(t) 

被害

面積 

(ha) 

被害

量 

(t) 

被害

面積 

(ha) 

冠 期 間 （ha） 
被害量 

 

(t) 

 うち被害率 

30％以上の 

被 害 農 家 

(戸) 

１日 

未満 

１～ 

２日 

３～ 

４日 

５～ 

６日 

７日 

以上 

冠 

水 

中 

       （ ）  （ ）   （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）  （ ）    

◎  ◎     ◎  ◎  ◎       ◎    

 △   △ △ △  △  △  △ △ △ △ △ △ △ △   

                      

(注)１ 第１報（災害発生後直ちに報告）は◎印のみ報告する。第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告する。確定報告は、全ての欄に記入し報告すること。

（以下の報告についても同様） 

  ２ 冠水期間については、明確になった面積については期間区分し、その時点で冠水中の面積は「冠水中」として報告する。浸水については、水が引いたあとも

差し引かず、「浸水被害面積」として報告する。 

  ３ 被害面積等の上段（ ）には、被害率を記入する。 

  ４ 被害様相は次の区分による。 

  （１）埋没・決壊・・・・・土砂が畦畔の高さを超えて堆積したもの及び耕土が流失したもの 

  （２）土 砂 流 入・・・・・土砂の堆積が畦畔の高さまで達しないもの 

  （３）冠   水・・・・・稲が全部水中に没したもの 

  （４）浸   水・・・・・水が畦畔の高さを超えて、かつ冠水には至らないもの 
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様式 １０ 水稲被害（風害、干害、霜害等） 

水  稲  被  害 （ 風 害 、 干 害 、 霜 害 等 ） 

月  日現在 

地 

区 

名 

作
付
面
積 

被 害 面 積 被 害 

減収量 

 

 

単 価 

 

 

被害額 

 

 

被 害 程 度 別 面 積 内 訳 減  収  量 被害農家戸数 

 

うち被害 

率 3 0 ％ 

以 上 

30％ 

未満 

30～ 

49％ 

50～ 

69％ 

70％ 

以上 

30％ 

未満 

30～ 

49％ 

50～ 

69％ 

70％ 

以上 
 

うち30％ 

以 上 の 

被害農家 

 (ha) (ha) (ha) (t) (円) (千円) (ha) (ha) (ha) (ha) (t) (t) (t) (t) (戸) (戸) 

◎  ◎               

    △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  

                 

(注)１ 第１報（災害発生後直ちに報告）は◎印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

    また、確定報告は全ての欄に記入し報告すること。 
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様式 １１ りんご被害 

り  ん  ご  被  害 

月  日現在 

地
区
名 

栽 培 

面 積 

災害の 

種 類 
種   目 

被 害 

面 積 

被 害 程 度 別 面 積 内 訳 被 害 量 
被 害 

金 額 
備   考 30％ 

未満 

30～ 

49％ 

50～ 

69％ 

70％ 

以上 
減収 

品質低下 

落 果 樹上損傷 

(ha)   (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (t) (t) (t) (千円)  

  

1 水害 

 

(1) 園地浸水 

(2) 樹冠浸水 

(3) 土砂堆積埋没 

(4) 樹の流失 

(5) 倒伏 

         

＊ 1の(1)は樹冠下浸水をいう。従って

被害面積欄のみに記入すること 

＊ 1の(2)は樹冠の浸水割合によって

程度別を記入すること。 

＊ 1の(3)の被害程度は次の区分によ

り記入すること。 

 ・地表から50cm～30％以下 

 ・51cmから樹冠下～30～49％ 

 ・樹冠の半分～50～69％ 

 ・樹冠の半分以上～70％以上 

  

2 風害 

 

 

3 雹害 

4 雪害 

5 凍霜害 

(1) 落下、樹上損傷 

(2) 樹体損傷 

  (裂開折損含む) 
         

 △ ◎ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △  

合計              

被害 

戸数 
             

 

品種別被害割合                      （単位：％） 

地区名 区 分 つがる 陸奥 ｼﾞｮﾅ 北斗 王林 ふじ その他 

 

減  収        

落  果        

樹上損傷        

 (注) 

 １．減収量：各被害種目毎の被害程度別面積×（減収率×10ａ当たりの生産量） 

 ２．品質低下量：各被害種目毎の被害程度別面積×（品質低下率×10ａ当たりの生産量） 

 ３．減収額：減収量×１t当たりの単価 

 ４．品質低下額品質低下量×１t当たり損害単価 

 ５．樹体損傷額：樹体損傷本数×被害損傷率×１樹当たり樹体損傷額（果樹共済算定方式） 

 ６．第１報（災害発生後直ちに報告）は◎印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印 

  を含めて報告すること。 

   また、確定報告は全ての欄に記入し報告する。 
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様式 １２ 畑作、野菜、花き、一般果樹、桑樹被害 

畑 作 、 野 菜 、 花 き 、 一 般 果 樹 、 桑 樹 被 害 

月  日  時現在 

地区名 
作 物 

大分類 
作物小分類 

被 害 程 度 別 面 積 （ha） 被 害 減 収 量 （t） 単 価 

 

（円） 

被 害 額 

 

（千円） 

備  考 
計 

30％ 

未満 

30～ 

49％ 

50～ 

69％ 

70％ 

以上 
計 

30％ 

未満 

30～ 

49％ 

50～ 

69％ 

70％ 

以上 

◎ ◎ △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  

                

合 計                

（注）１ 作物大分類には、「麦類」「雑穀、いも、豆類」「野菜」「果樹」「工芸作物」「花き」等を記入。 

   ２ 作物小分類には、小麦、ばれいしょ、トマト、ぶどう、たばこ、切花類、桑等々を記入。 

   ３ 桑の被害額は、繭に換算して算出する。被害額は被害面積×10ａ当たり収繭量による。 

   ４ 備考欄には、別に定めるもの以外のものについては、被害減収量算定根拠と被害の態様を記入すること。 

   ５ 第１報（災害発生後直ちに報告）は丸印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告は全ての欄に記入し報告する。 
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様式 １３ 果樹類樹体被害（りんごを除く） 

果 樹 類 樹 体 被 害 （ り ん ご を 除 く ） 

月  日  時現在 

地 区 名 樹 種 名 
被 害 程 度 別 面 積 （ha） 単  価 被 害 額 

備     考 
30％未満 30～69％ 70％以上 計 （円） （千円） 

 ◎ △ △ △ ◎ △ △  

         

         

         

         

         

         

合 計         

（注）１ 被害額は、樹体損傷面積×被害損傷率×10ａ当たり樹体損傷額（農畜業用固定資産評価標準）－農林水産省－ 

   ２ 第１報（災害発生後直ちに報告）は丸印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告は全ての欄に記入し報告する。 
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様式 １４ 畜産関係被害（家畜・畜産物等） 

畜 産 関 係 被 害 （ 家 畜 ・ 畜 産 物 等 ） 

月  日  時現在 

  区分 

 

地区名 

   

備  考 被 害 数 量 

（頭羽数等） 

単 価 

（円） 

被 害 額 

（千円） 

被 害 数 量 

（頭羽数等） 

単 価 

（円） 

被 害 額 

（千円） 

被 害 数 量 

（頭羽数等） 

単 価 

（円） 

被 害 額 

（千円） 

 
（    ） 

◎ 

 

△ 

 

△ 

（    ） 

◎ 

 

△ 

 

△ 

（    ） 

◎ 

 

△ 

 

△ 
 

           

           

           

           

           

           

           

合 計           

（注）１ 区分欄には乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー、馬、めん羊、配合飼料、牧乾草、購入粗飼料、牛乳、卵等を記入。 

   ２ 被害数量欄の（ ）内には箇所数を記入し、備考欄には被害態様等を記入。 

   ３ 第１報（災害発生後直ちに報告）は丸印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告は全ての欄に記入し報告する。 
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様式 １５ 畜産関係被害（牧草・飼料作物等） 

畜 産 関 係 被 害 （ 牧 草 ・ 飼 料 作 物 等 ） 

月  日  時現在 

地区名 作物名 被害の態様 

被 害 程 度 別 面 積 （ha） 被 害 減 収 量 （t） 
単 価 

（円） 

被害額 

(千円) 
備  考 

計 
30％ 

未満 

30～ 

49％ 

50～ 

69％ 

70％ 

以上 
計 

30％ 

未満 

30～ 

49％ 

50～ 

69％ 

70％ 

以上 

 

◎ 内訳 ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  

                

                

                

                

                

                

                

合   計              

（注）１ 被害の態様の欄には、枯死、牧草腐敗、埋没、決壊、倒伏、冠水、流失等の被害の態様を記入し、この態様別に被害面積及び被害減収量を記入すること。 

   ２ 備考欄に箇所数等を記入すること。 

   ３ 牧草については、生育時期により生産量が異なるため、年間生産量に対する生育時期別割合は、次の数値を参考とすること。 

     牧草の年間収量に占める生育時期別割合  １番草 ５０％  ２番草 ３０％  ３番草 ２０％ 

   ４ 第１報（災害発生後直ちに報告）は丸印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告は全ての欄に記入し報告する。 
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様式 １６ 農業関係共同利用施設被害（農業協同組合及び農業協同組合連合会所有のもの） 

農 業 関 係 共 同 利 用 施 設 被 害（農業協同組合及び農業協同組合連合会所有のもの） 

地区名         

月  日  時現在（単位：千円） 

種類名 被害施設名 
全  壊 大  破 中  破 小  破 計 

備  考 
件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 

 

◎ 

 

（ ） 
        ◎ △  

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

合     計            

（注）１ 種類名には「経済関係」「畜産関係」「園芸関係」「自然牧野」「一般施設」等の別を記入する。 

   ２ 被害施設名欄の下段（ ）内には所有者名を記入する。 

   ３ 件数等には件数・種類・台数・㎡数等を記入する。 

   ４ 「全壊」「大破」「中破」「小破」の区分については、「農業関係被害の算定基準等について」を参照。 

   ５ 「件数等」には被害面積も記入する。 

   ６ 第１報（災害発生後直ちに報告）は◎印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告はすべての欄に記入し報告すること。 



 

 

19 

様式 １７ 農業関係共同利用施設被害（その他所有のもの） 

農 業 関 係 共 同 利 用 施 設 被 害（その他所有のもの） 

地区名         

月  日  時現在（単位：千円） 

種類名 被害施設名 
全  壊 大  破 中  破 小  破 計 

備  考 
件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 

 

◎ 

 

（ ） 
        ◎ △  

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

合     計            

（注）１ 種類名には「経済関係」「畜産関係」「園芸関係」「自然牧野」「一般施設」等の別を記入する。 

   ２ 被害施設名欄の下段（ ）内には所有者名を記入する。 

   ３ 件数等には件数・種類・台数・㎡数等を記入する。 

   ４ 「全壊」「大破」「中破」「小破」の区分については、「農業関係被害の算定基準等について」を参照。 

   ５ 「件数等」には被害面積も記入する。 

   ６ 第１報（災害発生後直ちに報告）は◎印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告はすべての欄に記入し報告すること。 
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様式 １８ 農業関係非共同利用施設被害 

農 業 関 係 非 共 同 利 用 施 設 被 害 

地区名         

月  日  時現在（単位：千円） 

種類名 被害施設名 
全  壊 大  破 中  破 小  破 計 

備  考 
件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 件数等 被害額 

 

◎ 

 

（ ） 
        ◎ △  

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

 

（ ） 
           

合     計            

（注）１ 種類名には「経済関係」「畜産関係」「園芸関係」「自然牧野」「一般施設」等の別を記入する。 

   ２ 被害施設名欄の下段（ ）内には所有者名を記入する。 

   ３ 件数等には件数・種類・台数・㎡数等を記入する。 

   ４ 「全壊」「大破」「中破」「小破」の区分については、「農業関係被害の算定基準等について」を参照。 

   ５ 「件数等」には被害面積も記入する。 

   ６ 第１報（災害発生後直ちに報告）は◎印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告はすべての欄に記入し報告すること。 
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様式 １９ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の在庫品被害 

農業協同組合及び農業協同組合連合会の在庫品被害 

地区名         

月  日  時現在（単位：千円） 

種     類 数  量 単  位 単 価（円） 被害額（千円） 備   考 

生 

産 

資 

材 

（     ）      

（     ）      

（     ）      

計      

そ 

の 

他 

（     ）      

（     ）      

（     ）      

計      

合     計      

（注）１ 在庫品とは、農業協同組合及び農業協同組合連合会の所有または管理するものをいう。 

   ２ 「種類」の欄（ ）内には農協等名を記入する。 

   ３ 備考欄には、被害の実態等を記入する。 

   ４ 第１報（災害発生後直ちに報告）は◎印のみ報告し、第２報以降は、把握でき次第△印を含めて報告すること。 

     また、確定報告はすべての欄に記入し報告すること。 
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様式 ２０ 農地・農業用施設関係被害 

農 地 ・ 農 業 用 施 設 関 係 被 害 

 

                                          平成  年  月  日  時  現在 

                        「平成  年  月  日の        による災害」 

         農地の上段（ ）書きは畑被災分で内数  施設の上段（ ）は延長                     （単位：千円・ha） 

市町村名 
被  害 

報 告 額 

左      の      内     訳 

備 考 

農   地 農   業   用   施   設 

箇所 面積 金 額 

頭 首 工 水  路 た め 池 揚 水 機 橋  梁 道  路 農 地 保 全 施 設 小 計 

箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額 

                      

                      

                      

計                      
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様式 ２１ 林業関係被害（林産関係） 

林 業 関 係 被 害 （ 林 産 関 係 ） 

〔速報・概況・確定報告〕 

〔災害名：      〕 

月  日  時現在（単位：千円） 

区  分 林  産  施  設  等 林   産   物   等 
計 

市 町 村 名 林産施設 苗畑施設 小  計 林 産 物 種  苗 林産物間接被害 小  計 

 地 区 名 
被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

合  計                 

（注）１ 「被害数量」には、被害の箇所数、面積等を記入する。 

   ２ 「林産施設」被害とは、木材倉庫、貯木場、木材加工施設、わさび、しいたけ等育成・加工施設等の全壊・半壊をいう。 

   ３ 「苗畑施設」被害とは、畑地流失、畑地埋没、灌水施設破損、堆肥舎倒壊等をいう。 

   ４ 「林産物」被害とは、立木・素材・製材等の木材被害、薪炭原木・木材等の薪炭被害、しいたけ、わさび等の特用林産物被害と利用伐期令級未満の造林被

害を言う。 

   ５「林産物間接被害」とは、道路に決壊、橋梁の破損、その他により運搬が不能となった滞貨した林産物等（木材、薪炭、特用林産物）をいう。 
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様式 ２２ 林業関係被害（治山関係） 

林 業 関 係 被 害 （ 治 山 関 係 ） 

〔速報・概況・確定報告〕 

〔災害名：      〕 

月  日  時現在（単位：千円） 

区  分 林     地 施     設     等 
林 野 火 災 

被 害 額 

合  計 

市 町 村 名 崩 壊 地 地 す べ り 治 山 施 設 地 す べ り 小  計 林  道 

 地 区 名 
被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

箇 所 

被 害 

金 額 

被 害 

件 数 

被 害 

面 積 

被 害 

金 額 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

合  計 

箇所 

 

ha 

 

箇所 

 

ha 

 

箇所 

(M) 

ha 

 

箇所 

(M) 

ha 

 

箇所 

(M) 

ha 

 

路線 

箇所 

M 

 

件 ha 
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様式 ２３ 水産業関係被害 

水 産 業 関 係 被 害 

月  日  時現在（金額単位：千円） 

地  区  名  計 

水 
 

産 
 

業 
 

関 
 

係 
 

施 
 

設 
 

被 
 

害 

共 同 利 用 

施 設 

施 設 名   

数 量   

金 額   

非  共  同 

利 用 施 設 

施 設 名   

数 量   

金 額   

地 方 公 共 

団 体 施 設 

施 設 名   

数 量   

金 額   

漁 
 
 
 
 

船 

規   模 無動力 
動   力  

５トン未満 ５トン以上  

滅 

失 

隻 数   

金 額   

大 

破 

隻 数   

金 額   

中 

破 

隻 数   

金 額   

小 

破 

隻 数   

金 額   

計 
隻 数   

金 額   

漁 具 ・ 

資 材 

種 類   

数 量   

金 額   

養 殖 

施 設 

種 類   

数 量   

金 額   

漁 場 

堆積物の種類   

数 量   

金 額   

(A) 

施 設 等 被 害 計 
  

(B) 

水 産 物 被 害 

種 類   

数 量   

金 額   

(C) 

組合在庫品被害 

種 類   

数 量   

金 額   

(C)=(B)+(C) 

水 産 物 等 被 害 合 計 
  

(A)+(D) 

水 産 業 関 係 被 害 計 
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様式 ２４ 商工業、観光業施設被害 

商 工 業 、 観 光 業 施 設 被 害 

月  日  時現在 

（金額単位：千円） 

名 称 ／ 区 分 被   害   内   容 被 害 金 額 

   

   

   

   

   

   

   

   

合   計   

（注）被害内容には、鉱山、商店、事務所ごとにかつその被害程度を記入すること。 
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様式 ２５ 土木施設被害（国、県、町別） 

土 木 施 設 被 害 （ 国 、 県 、 町 別 ） 

月  日  時現在 

（金額単位：千円） 

区 分 被害箇所数 被 害 金 額 主たる被害箇所及び内容 

河 川    

砂 防    

道 路    

橋 梁    

下水道    

    

    

    

合 計    

（注）被害内容には、鉱山、商店、事務所ごとにかつその被害程度を記入すること。 
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様式 ２６ 建築物被害 

建  築  物  被  害 

（  年  月分） 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

    年   月   日 

 

                    七戸町 長       印 

 

 建築基準法第１５条第２項の規程により、災害による建築物の滅失を報告します。 

 

受付年月日番号 

※ 

１ 災害市町村名  

２ 災害種別  火災、風水害、地震その他 ３ 火災件数  

 ４ 被害区分  全焼・全壊・全流出   半焼・半壊・半流出 

８ 

建 築 物 の 

損害見積額 

 

（万円） 

   ５ 建築物の数 

     住宅の戸数 

       面積の 

７       合計 

建築   ６ 

物の用途  構造 

建築物 

の 数 床面積 

の合計 

（㎡） 

建築物 

の 数 床面積 

の合計 

（㎡） 

建築物 

の 数 床面積 

の合計 

（㎡） 住宅の 

戸 数 

住宅の 

戸 数 

住宅の 

戸 数 

住 居 

木 造 

棟 
 

棟 

 

棟 

  

戸 戸 戸 

その他 

棟 

 

棟 

 

棟 

戸 戸 戸 

鉱 工 業 

 棟  棟  棟  

 

 棟  棟  棟  

商 業 

 棟  棟  棟  

 

 棟  棟  棟  

文教公務 

 棟  棟  棟  

 

 棟  棟  棟  

そ の 他 

 棟  棟  棟  

  棟  棟  棟  

 棟  棟  棟  

（注）イ ※欄は記入しないこと。 

   ロ ２、４欄は該当文字を○印にて囲むこと。 

   ハ この書は災害種別ごとに作成のこと。 
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様式 ２７ 文教関係被害 

文  教  関  係  被  害 

 月  日  時現在 

（金額単位：千円） 

区  分 

 

 

 

 

 

地 区 名 

児童、生徒（教職員、 

事 務 職 員 ） 被 害 
教

科

書

被

害 

学   校   施   設 社 会 教 育 施 設 被

害

合

計

金

額 

死

亡 

行

方

不

明 

重

傷 

軽

傷 

計 

保 育 所 小 学 校 中 学 校 高 校 
各種専修 

学 校 

社会教育 

施 設 

社会体育 

施 設 
文 化 財 

所

数 

金

額 

校

数 

金

額 

校

数 

金

額 

校

数 

金

額 

校

数 

金

額 

施

設

数 

金

額 

施

設

数 

金

額 

施

設

数 

金

額 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

計                        
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様式 ２８ 福祉施設被害 

福 祉 施 設 被 害 

月  日  時現在 

（金額単位：千円） 

福祉施設種別 被災施設名 設置主体 建物延面積 被災の程度の内容 被災金額 

      

      

      

      

      

      

計      
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様式 ２９ その他の公共施設被害 

そ の 他 の 公 共 施 設 被 害 

月  日  時現在 

（金額単位：千円） 

区   分 

 

施 設 名 

被  害  内  容 被 害 金 額 

   

   

   

   

   

   

   

   

計   
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様式 ３０ 災害発生報告書 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

災 害 発 生 報 告 書 

 

 

    年  月  日  時  分ころ発生した災害状況について、下記のとおり報

告します。 

 

 

記 

 

 

１ 災害発生の場所 

 

２ 災害発生の日時 

 

３ 原     因 

 

４ 被害状況調（別紙１によるほか、被害地域及び付近の平面図並びに被害別による損

害見積額「住家、家財、被服、寝具、その他生活必需品に区分」を添付すること。 

 

５ 応急対策及びとった処置 

 

６ 復旧対策 

 

７ 世帯別被害等調査表（別紙２） 
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別紙１（様式 ３０） 

被  害  状  況  調 

（  年  月  日  時現在） 

人 

的 

被 

害 

死        者  

行  方  不  明  

負 
 

傷 

重     傷  

軽     傷  

小     計  

計  

住 
 
 
 

家 
 
 
 

の 
 
 
 

被 
 
 
 

害 

棟 
 
 

数 

全 壊 、 全 焼 及 び 流 失  

半 壊 及 び 半 焼  

一 部 破 損  

床 上 浸 水  

床 下 浸 水  

世 

帯 

数 
及 
び 

人 

員 

全 壊 、 全 焼 及 び 流 失 
世 帯  

人 員  

半 壊 及 び 半 焼 
世 帯  

人 員  

一 部 破 損 
世 帯  

人 員  

床 上 浸 水 
世 帯  

人 員  

床 下 浸 水 
世 帯  

人 員  

非  住  家  の  被  害  

国 有 林 材 

 

減 額 譲 渡 

 

措     置 

木 材 所 要 数 量 平方メートル 

申 請 数 量 平方メートル 

譲 渡 数 量 平方メートル 

（注）１ 棟（むね）とは、一つの建築物をいうものであること。 

     なお、主屋に主屋よりも延べ面積の小さい附属建築物が付着している場合は１棟とし、渡り廊

下の場合等、二つ以上の主屋に付着しているものは折半して、それぞれを主屋の付属物とみな

すものである。 

   ２ 国有林材の減額譲渡措置欄は、災害に係る応急仮設住宅設置にあたり、その減額措置を受けた

場合のみ記載すること。 
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別紙２（様式 ３０） 

世 帯 別 被 害 等 調 査 票 

調査責任者氏名           

（平成  年  月  日現在） 

被 

災 

世 

帯 

主 

氏 

名 

被  害  状  況 附       帯       調       査 

人 的 被 害 

（人） 

住 家 の 被 害 

（戸） 
世  帯  構  成 

児 童 

生徒数 

応

急

仮

設

住

宅 

住

宅

応

急

処

理 

課税状況 他施策活用事業 
親

戚

等

の

援

助 

備 
 
 
 
 
 
 

考 

死

亡 

行

方

不

明 

重

傷 

軽

傷 

全

壊

（

焼

）

流

失 

半

壊

（

焼

） 

床

上

浸

水 

床

下

浸

水 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 小
学
校
児
童
（
人
） 

中
学
校
生
徒
（
人
） 

非 
 

課 
 

税 

均 
 

等 
 

割 
所 

 

得 
 

割 

世

帯

更

正

資

金 

住

宅

金

融

公

庫 

自
作
農
維
持
資
金
等 

そ

の

他 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
以
上 

                                

                                

                                

                                

                                

計                                
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様式 ３１ 災害決定報について 

（その１） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

災 害 決 定 報 に つ い て 

 

 

    年  月  日  時  分ころ発生した災害状況について、その被害状況を

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 災害発生の日時及び場所 

  （１）   年   月   日   時   分 

  （２） 場 所 

 

２ 災害の原因及び被害の状況 

 

３ 被害状況調 

（１） 人的被害及び住家の被害 

人 的 被 害 ( 人 ） 住   家   の   被   害 

非
住
家
の
被
害
（
棟
） 

死 
 
 
 
 

者 

行 

方 

不 

明 

負 傷 

計 

棟 数 (棟） 世 帯 数 及 び 人 員 

重 
 
 
 

傷 

軽 
 
 
 

傷 

小 
 
 
 

計 

 

全
壊(

焼
）
流
失  

 

半

壊

（

焼

）

  

 

一

部

破

損

  

 

床

上

浸

水

  

 

床

下

浸

水

  

全壊・ 

全焼・ 

流失  

半壊・ 

半焼  

一部 

破損 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

世 

帯 

人 

員 

世 

帯 

人 

員 

世 

帯 

人 

員 

世 

帯 

人 

員 

世 

帯 

人 

員 
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様式 ３１（その２） 

（２） 世帯構成員別被害状況 

世帯構成員別 

 

 

区   分 

一

人

世

帯 

二

人

世

帯 

三

人

世

帯 

四

人

世

帯 

五

人

世

帯 

六

人

世

帯 

七

人

世

帯 

八

人

世

帯 

九

人

世

帯 

十

人

世

帯 

  計 

小
学
校
児
童 

中
学
校
生
徒 

世 

帯 

数 

全壊（焼）流失                

半 壊 （ 焼 ）                

床 上 浸 水                

人 
 

員 

全壊（焼）流失                

半 壊 （ 焼 ）                

床 上 浸 水                

 

４ すでにとった措置及びとろうとする措置 

 

 

５ 救助の種類別実施状況 

（１） 避難所設置状況 

     月  日  時  分から  月  日  時  分まで  日間次の  カ

所に避難所を設置し、延   人を収容し  月  日  時  分をもって閉鎖

した。 

避 難 場 所 名 月  日 月  日 月  日 計 

     

     

     

計     

 

（２） 炊き出し実施状況 

   月  日より公民館ほか   カ所で延   食の炊き出しを実施した 

  

 実施場所   カ所 

 

   月  日                 月  日 

     朝  食                 朝  食 

     昼  食   計   食         昼  食   計   食 

     夜  食                 夜  食 

 

      延     人              延     人 

 



  

 37 

様式 ３１（その３） 

６ 救助費概算額 

区     分 人 員 数 単  価 金  額 備  考 

１ 救  助  費  円 円  

(1) 収容施設給与費 延 人    

 避難所設置費 戸    

 仮設住宅設置費     

(2) 炊き出しその他による     

 食品の給与費     

 炊き出し費 延 人    

 その他食品給与費 延 人    

(3) 飲料水給与費     

(4) 被服寝具その他生活     

 必需品給与費     

 全壊（焼）流失分 世帯    

 半壊（焼）床上浸水分 世帯    

(5) 医療費及び助産     

 医療費 延 人    

 助産費 延 人    

(6) 被災者の救出費 人    

(7) 住宅の応急修理費 世帯    

(8) 生業資金貸与費 世帯    

(9) 学用品給与費     

 イ 教科書代     

   小学生 人    

   中学生 人    

 ロ その他学用品代     

   小学生 人    

   中学生 人    

(10) 埋葬費     

 大人 体    

 小人 体    

(11) 死体捜索費 体    

(12) 死体処理費 体    

 一時保存料     

 検案料     

(13) 障害物除去費     

(14) 輸送費     

(15) 人夫費     

(16) 実費弁償費     

２ 事  務  費     

合      計     

 

７ その他必要事項 
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様式 ３２ 災害救助費市町村交付金申請書 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

災 害 救 助 費 市 町 村 交 付 金 申 請 書 

 

 

 このことについて、次により市町村交付金を交付されたく関係書類を添えて申請いた

しますので、よろしくお取り計らい願います。 

 

 

記 

 

 

１ 申 請 金 額   ￥            円 

 

２ 申 請 の 内 容             年   月   日発生した      災害 

 

３ 添 付 書 類 

 

  （１） 請 求 書 

 

  （２） 災害救助費総額内訳書 

 

  （３） 事項別内訳書 
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別紙１（様式 ３２） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

請    求    書 

 

 

 

￥              円 

 

 

 ただし、   年   月   日発生した     災害に係る災害救助の実施に

要した費用として、別紙のとおり関係書類を添えて請求いたします。 
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別紙２（様式 ３２） 

災 害 救 助 費 総 額 内 訳 書 

救 助 の 種 類 実 支 出 額 
算 定 基 準 に 

よ る 算 定 額 

事 務 費 

実 支 出 額 

事 務 費 

算 定 基 準 額 

算 定 基 準 額 

合 計 
備   考 

避 難 所 設 置 費       

応 急 仮 設 

住 宅 設 置 費 
      

炊 出 し 費       

飲 料 水 供 給 費       

輸 送 費       

事 務 費       

救 済 用 物 資       

       

合  計       
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様式 ３３ 事務費内訳書 

事 務 費 内 訳 書 

費    目 金    額 備       考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

計   

（注）１ 項目は、予算費目によるものとする。 

   ２ 旅費、時間外勤務手当及び通信費は、別紙明細書を添付すること。 

   ３ 別紙明細書備考欄には、それぞれ救助種目名を記載しておくこと。 



  

 42 

別紙１（様式 ３３） 

旅  費  明  細  書 

七戸町 

旅 行 者 氏 名 旅 行 期 間 用 務 地 金  額 備   考 

   
円 
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別紙２（様式 ３３） 

時 間 外 勤 務 手 当 

七戸町 

勤 務 月 日 従 事 者 氏 名 金  額 備   考 

  
円 
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別紙３（様式 ３３） 

通  信  費  明  細 

七戸町 

通 信 月 日 通   話   先 金  額 備   考 

  
円 
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様式 ３４ 救助実施記録日計表 

班名             

救 助 実 施 記 録 日 計 表 

 救

助

の

種

類 

避 炊 水 救出 

責任者（町職員）           印 

 

地 区 の 代 表           印 

修理 学 死捜 死処 

障    

    

 

 No.          月   日   時   分 

 

 

員 数 （ 世 帯 ） 

 

 

 

品目（数量金額） 

 

 

 

受 入 先 

 

 

 

払 出 先 

 

 

 

場 所 

 

 

 

方 法 

 

 

 

記 事 
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様式 ３５ 救助の種目別物資受払状況 

救 助 の 種 目 別 物 資 受 払 状 況 

救 助 の 種 目 別 年 月 日 品 目 単 位 摘 要 受 払 残 備 考 

避 難 所 用         

炊出しその他による 

食 品 給 与 用 
        

給水用機械器具燃料         

浄 水 用 薬 品 資 材         

被 服 寝 具 等         

医 薬 品 衛 生 材 料         

被 災 者 救 出 用 

機 械 器 具 燃 料 
        

燃 料 及 び 消 耗 品         

（注）１ 「摘要」欄に、購入または受入先及び払出先を記入する。 

   ２ 「備考」欄に、購入単価及び購入金額を記入すること。 

   ３ 各救助の種目別に受、払、残の計及び金額を明らかにすること。 

     なお、物資等において、県より受入分及び町調達分がある場合にはそれぞれの別に受、払、残

の計及び金額を明らかにすること。 

   ４ 救護班による場合には、救護班ごとに救護業務従事期間中における品目ごとの使用状況を記入

する。 

     なお、「備考」欄に払い高数量（使用数量）に対する金額を記入すること。 
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様式 ３６ 避難所設置及び収容状況 

避 難 所 設 置 及 び 収 容 状 況 

避難所の 

名  称 
種 別 開 設 期 間 実人数 延人数 

物品使用状況 
実支給額 備考 

品 名 数 量 

 

既存建物 
 月  日～ 

月  日 

人 人 
  

円 
 

野外仮設        

天  幕        

 

既存建物        

野外仮設        

天  幕        

 

既存建物        

野外仮設        

天  幕        

 

既存建物        

野外仮設        

天  幕        

 

既存建物        

野外仮設        

天  幕        

計 

既存建物        

野外仮設        

天  幕        

（注）１ 「種別」欄は、既存建物、野外仮設、天幕の別に記入すること。 

   ２ 物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること。 

   ３ 他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考」欄に記入すること。 
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様式 ３７ 避難勧告、指示発令報告書 

避 難 勧 告 、 指 示 発 令 報 告 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                      七戸町長       印 

 

 

 災害対策基本法第６０条の規定に基づき、次のとおり避難勧告（指示）の発令をし

たので報告する。 

 

 

１ 災害等の規模及び状況 

 

２ 避難を勧告又は指示した日時 

 

３ 勧告又は指示した地域 

 

４ 対象世帯数及び人員 

 

５ 避難所開設予定箇所数 

 

６ その他 
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様式 ３８ 避難勧告、指示解除報告書 

避 難 勧 告 、 指 示 解 除 報 告 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                      七戸町長       印 

 

 

 災害対策基本法第６０条の規定に基づき、発令した避難勧告（指示）を次のとおり

解除したので報告する。 

 

 

１ 避難勧告（指示）を解除した日時 
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様式 ３９ 避難所開設報告書 

避 難 所 開 設 報 告 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

                      七戸町長       印 

 

 

  災害に伴う避難所の開設状況について、次のとおり報告する。 

 

 

避 難 所 開 設 の 日 時  

 

場 所 及 び 箇 所 数  

収 容 世 帯 数 及 び 人 員  

開 設 期 間 の 見 込 み  

そ の 他  
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様式 ４０ 避難所閉鎖報告書 

避 難 所 閉 鎖 報 告 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

                      七戸町長       印 

 

 

  災害に伴う避難所を次のとおり閉鎖したので報告する。 

 

 

避難所の閉鎖した日時  

 

場 所 及 び 箇 所 数  

収 容 世 帯 数 及 び 人 員  

開 設 期 間  

そ の 他  
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様式 ４１ 避難所日誌 

避 難 所 日 誌 避 難 所 名  

月  日 記       事 責 任 者 認 印 
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様式 ４２ 避難所収容者名簿 

避 難 所 収 容 者 名 簿 避 難 所 名  

氏  名 性別 年齢 住   所 
収 容 期 間 計 

自 月 日 至 月 日 日間 
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様式 ４３ 避難所従事者勤務状況 

避 難 所 従 事 者 勤 務 状 況 避 難 所 名  

職 名 氏    名 所  属 
到   着 退   出 

月 日 時 分 月 日 時 分 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



  

 

55
 

様式 ４４ 被災者救出状況記録簿 

被 災 者 救 出 状 況 記 録 簿 

七戸町 

年 月 日 
救 出 

人 員 

救   出   用   機   械   器   具 

実支出額 備  考 借   上   料 修   繕   費 

燃 料 費 
数 量 

所有者（管理者） 

氏      名 
金   額 

修 繕 

月 日 
修 繕 費 修繕の概要 
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様式 ４５ 炊き出し給与状況（総括） 

炊 き 出 し 給 与 状 況 （ 総 括 ） 

七戸町 

炊 出 し 場 

の  名  称 

月   日 月   日 月   日 
合  計 実 支 出 額 備   考 

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 

             

             

             

             

             

             

（注）「備考」欄は、給食内容を記入すること。 
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様式 ４６ 炊き出し給与簿 

炊 き 出 し 給 与 簿 炊き出し場 実施責任者 

給 食 年 月 日 給 食 区 分 給 食 数 給 食 先 給 食 内 容 備   考 

      

      

      

      

      

（注）１ 「給食先」欄は、炊き出し配給先（例：○○避難所）を記入すること。 

   ２ 「計」欄は、給食区分に記入すること。 
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様式 ４７ 給食者名簿 

給 食 者 名 簿 避難所 責任者 

給食年月日 給食区分 
給  食  対  象  者 

給食数 備考 
世 帯 主 氏 名 世帯員数 住   所 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計       
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様式 ４８ 飲料水の供給簿 

飲 料 水 の 供 給 簿 

供給 

月日 

対象 

人員 

給 水 用 機 械 器 具 

支 出 

済 額 

備 

考 名 称 

借   上 修   繕 燃 

料 

費 数量 所有者 金額 
修繕 

月日 
修繕費 

故障の 

概 要 

     

円 

 

円 

 

円 円 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計            

（注）１ 給水用機械器具は借上費の有償、無償の別を問わず作成するものとし、有償による場合のみ「金

額」欄に額を記入すること。 

   ２ 「故障の概要」欄には、修理の原因及び主な修理箇所を記入すること。 
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様式 ４９ 世帯構成員別被害状況 

世 帯 構 成 員 別 被 害 状 況 

年  月  日現在 

世帯構成員別 

 

 

区   分 

１ 人 

世 帯 

２ 人 

世 帯 

３ 人 

世 帯 

４ 人 

世 帯 

５ 人 

世 帯 

６ 人 

世 帯 

７ 人 

世 帯 

８ 人 

世 帯 

９ 人 

世 帯 

1 0 人 

世 帯 
  計 

小

学

生 

中

学

生 

世 
 

帯 
 

数 

全壊（焼）流失                

半 壊 （ 焼 ）                

床 上 浸 水                

人 
 
 
 
 

員 

全壊（焼）流失                

半 壊 （ 焼 ）                

床 上 浸 水                
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様式 ５０ 物資の給与状況 

物  資  の  給  与  状  況 

住 家 被 害 

程 度 区 分 

世 帯 主 

氏   名 

基礎となった 

世帯構成人員 
給 与 月 日 

物 資 給 与 の 品 名 

実 支 出 額 備 考 
布 団 毛 布     

   月  日         

計 

全 壊 世 帯 

  

        

半 壊 世 帯         

 

 災害救助物資として上記のとおり給与したことに相違ありません。 

 

     年   月  日 

                                                給与責任者氏名              印 

 

（注）１ 住家被害程度に、全壊（焼）・流失又は半壊、床上浸水の別を記入すること。 

   ２ 「物資給与の品名」欄に数量を記入すること。 
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様式 ５１ 災害救助法による応急仮設住宅設置給与（住宅の応急修理）申請書                 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

災害救助法による応急仮設住宅設置 

給与（住宅の応急修理）申請書                 
 

 

    年  月  日の火災（水害）により全壊（全焼）（流失）（半壊）（半焼）

した被災者のうち別紙の者は、みずからの資力では住宅を得ることができない者（自ら

の資力では住宅の応急修理をすることができない者）でありますから関係資料を添えて

申請します。 

 

 

 

 

（注）関係資料は別紙様式（調書）によること。 
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別紙１（様式 ５１） 

応 急 仮 設 住 宅 設 置 供 与 を 必 要 と す る 者 の 調 書 

設置供与を必要と 

す る 世 帯 主 氏 名 
年 齢 職 業 

世 帯 

人 員 

被 災 前 の 資 金 状 況 

収 入 状 況 
設 置 供 与 を 必 要 と 

す る 理 由 
立 退 先 の 状 況 

宅 地 田 畑 
山 林 

原 野 
家 屋 
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別紙２（様式 ５１） 

応 急 仮 設 住 宅 敷 地 予 定 調 書 

設置供与を必要と 

する世帯主氏名 

敷   地   予   定   地 そ の 他 

参 考事 項 地 番 地 目 面 積 土地所有者氏名 抵当権設定有無 
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別紙３（様式５１） 

住宅の応急修理を必要とする者の調書 

住宅の応急修理を 

必要とする世帯主 

氏 名 及 び 住 所 

年 齢 職 業 
世帯 

人員 

修理を必要 

とする箇所 

被 災 前 の 資 金 状 況 その他 

参 考 

事 項 宅地 田畑 
山林 

原野 
家屋 
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様式 ５２ 着工届 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

着  工  届 
 

 

１ 工 事 名   災害救助法による応急仮設住宅建築工事 

 

 

２ 建 築 戸 数          棟   戸建   棟 

                         計   棟   戸  

            棟   戸建   棟 

 

 

３ 着工年月日 

 

 

 上記のとおり着工したからお届けします。 

 

 

 

（注）１ 着工後５日以内に届出すること。 

   ２ 住宅の応急修理も上記に準じて届出すること。 
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様式 ５３ 竣工届 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

竣  工  届 
 

 

１ 工 事 名   災害救助法による応急仮設住宅建築工事 

 

２ 建 築 戸 数          棟   戸建   棟 

                         計   棟   戸  

            棟   戸建   棟 

 

３ 工 事 場 所      

 

４ 竣工年月日 

 

５ 工 事 費 

 

 

 上記のとおり竣工したからお届けします。 

 

 

 

（注）１ 竣工後５日以内に届出すること。 

   ２ 住宅の応急修理も上記に準じて届出すること。 
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様式 ５４ 引渡書 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

引  渡  書 
 

 

１ 工    事    名   災害救助法による応急仮設住宅建築工事 

 

 

２ 設置工事場所及び戸数 

 

 

３ 構 造 及 び 面 積           

 

 

４ 竣 工 年 月 日           

 

 

５ 引 渡 年 月 日           

 

 

 上記のとおりでありますから、引き渡しいたします。 
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様式 ５５ 請求書 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

請  求  書 
 

 

 

￥               円 

 

 

 ただし、応急仮設住宅設置の概算分として上記のとおり請求します。 

 

 

 

 

（注）上記請求書は、「応急仮設住宅設置及び応急修理のため概算交付を必要とする場

合に用いるものであること。 
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様式 ５６ 精算書 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                       七戸町長       印 

 

 

精  算  書 
 

科   目 実支出済額 県費受入額 差引過不足分 摘  要 

応 急 仮 設 住 宅 

 

（住宅の応急修理） 

   

工事費 

円 

 

 

事務費 

円 

 

 

 上記のとおり精算します。 

 

 

 

 

（注）精算書には、請負による見積書（写）、工事請負契約書（写）並びに設計書及び

設計図のほか別紙１及び２（入札を行った場合）の書類を添付すること。 
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別紙１（様式 ５６） 

工 事 費 及 び 事 務 費 内 訳 書 

七戸町 

科   目 経     費 算  定  基  礎 

工 事 費 円  

基 礎 工 事   

木  工  事   

屋 根 工 事   

建 具 工 事   

手 間 工 事   

諸  経  費   

   

事 務 費   

設  計  料   

旅     費   

通  信  費   

消 耗 品 費   

   

計   
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別紙２（様式 ５６） 

年   月   日執行 入札執行者  立 会 人  

開  札  一  覧  表 

工事名 災害救助法による応急仮設住宅工事 施工地域 七戸町大字     字        番地 

予定価格  一金            円也 

保  証  金 入 札 者 氏 名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 備    考 
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様式 ５７ 応急仮設住宅台帳 

応 急 仮 設 住 宅 台 帳 

七戸町 

応急仮設 

住宅番号 
世 帯 主 氏 名 家族数 所  在  地 

構 造 

区 分 
面 積 

敷 地 

区 分 

着 工 

月 日 

竣 工 

月 日 

入 居 

月 日 
実支出額 備  考 

            

            

            

            

            

計 世 帯            

（注）１ 「応急仮設住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置場所を明らかにした簡単な図面を作成し、添付すること。 

   ２ 「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めての人員数を記入すること。 

   ３ 「所在地」欄は、応急仮設住宅を建築したところの住所を記入すること。 

   ４ 「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅の別を記入すること。 

   ５ 「敷地区分」欄は、公私有地別とし、有償無償の別をも明らかにすること。 

   ６ 「備考」欄には、入居後における経過を明らかにしておくこと。 
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様式 ５８ 住宅応急修理記録簿 

住 宅 応 急 修 理 記 録 簿 

七戸町 

世 帯 主 氏 名 修 理 箇 所 概 要 完 了 月 日 実 支 出 額 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

計   世帯     

（注）別添として見取図を添付すること。 
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様式 ５９ 救護班活動状況 

救 護 班 活 動 状 況 

救 護 班 

班長：医師 氏名          印 

月 日 場   所 患者数 措置の概要 死体検案数 修 繕 費 備 考 

  

人 

 

人 円 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計       

（注）「備考」欄に班の編成、活動期間を記入すること。 
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様式 ６０ 病院、診療所医療実施状況 

病 院 、 診 療 所 医 療 実 施 状 況 

七戸町 

診 療 機 関 名 患 者 氏 名 診 療 期 間 病  名 
診 療 区 分 診 療 報 酬 点 数 

金   額 備  考 
入 院 通 院 入 院 通 院 

  
月  日から 

月  日まで 
   

点 点 円 

 

          

          

          

          

          

          

          

（注）「診療区分」欄は、該当欄に○印を記入すること。 
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様式 ６１ 傷病者名簿 

傷  病  者  名  簿 

七戸町 

医療救護班名                 医師名 

（避難所名）救護所開設場所 
救護月日 

年   月   日 

番 号 患 者 氏 名 住    所 性別 年齢 傷 病 名 処 置 等 
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様式 ６２ 助産台帳 

助  産  台  帳 

七戸町 

分べん者氏名 分べん日時 助産機関名 分べん機関 金  額 備 考 

    

円 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      
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様式 ６３ 障害物除去の状況 

障 害 物 除 去 の 状 況 

七戸町 

住 宅 被 害 

程 度 区 分 
氏   名 

除 去 に 

要した機関 
実 支 出 額 

除去を要する 

状 況 の 概 要 
備 考 

   

円 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計 

半壊（焼） 世帯 

 

   

床上浸水 世帯    
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様式 ６４ 障害物除去関係物資受払状況 

障 害 物 除 去 関 係 物 資 受 払 状 況 

七戸町 

年 月 日 品  名 単 位 摘   要 受 払 残 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

（注）１ 「摘要」欄に購入又は受入先及び払出し先を記入すること。 

   ２ 「備考」らに購入単価及び購入金額を記入すること。 
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様式 ６５ 奉仕団の協力要請書 

奉 仕 団 の 協 力 要 請 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

               殿 

 

 

                      七戸町長       印 

 

 

 

災害の救助活動に次によりご協力を要請します。 
 

 

 

要 請 の 理 由  

 

作 業 の 場 所  

作 業 内 容  

所 要 人 数  

従 事 機 関  

集 合 場 所  
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様式 ６６ 奉仕団の活動状況記録簿 

奉 仕 団 の 活 動 状 況 記 録 簿 

奉 仕 団 名 称  報 告 班 名  

月 日 奉 仕 期 間 奉 仕 者 氏 名 作  業  内  容 備  考 
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様式 ６７ 人夫あっせん要請書 

人 夫 あ っ せ ん 要 請 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 公共職業安定所長 殿 

 

 

                      七戸町長       印 

 

 

 災害の救助活動の従事者を次によりあっせん方をお願いします。 

 

要 請 の 理 由  

 

従 事 場 所  

作 業 内 容  

所 要 人 員  

従 事 期 間  

集 合 場 所  
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様式 ６８ 人夫雇上台帳 

人  夫  雇  上  台  帳 

救助種目名                                                             七戸町 

住  所 氏  名 年 齢 日 額 
月    分 基 本 賃 金 割 増 賃 金 

計 備考 
日 日 日 日 日 日 日 日 数 金 額 時 間 金 額 

    
       

      
       

    
       

      
       

    
       

      
       

    
       

      
       

    
       

      
       

    
       

      
       

計 人   人 人 人 人 人 人 人       

（注）１ 本題長は、救助種目ごとに作成すること。 

   ２ 各日別就労状況は、１日就労したものは「１」と表示し、時間外勤務に従事させた場合は、その時間数を下欄に記入しておくこと。 
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様式 ６９ 死体の検索状況記録簿 

死体の検索状況記録簿 

七戸町 

年 月 日 
捜 索 

人 員 

捜  索  用  機  械  器  具 

実支出額 備 考 
名  称 

借  上  費 修  繕  費 

燃 料 費 
数 量 

所有者（管理者） 

氏 名 
金 額 修繕月日 修繕費 修繕の概要 

            

            

            

            

            

計            

（注）１ 他市町村に及んだ場合には、備考欄にその市町村名を記入すること。 

   ２ 借上費については、有償無償を問わず記入するものとし、有償による場合のみ「金額」欄に記入すること。 

   ３ 「修繕の概要」欄には、故障の原因及び主な故障箇所を記入すること。 
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様式 ７０ 死体捜索の協力要請書 

死 体 捜 索 の 協 力 要 請 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

              殿 

 

 

                      七戸町長       印 

 

 

死体捜索の協力方について（要請） 
 

 

    災害により、次の者が貴市（町村）へ漂着していると推測されるので、その

捜索について協力を要請いたします。 

 

 死体が漂着していると 

推 測 さ れ る 地 域 
 

 

死 

者 
の 
氏 

名 

等 

氏 名  性別 男 ・ 女 年齢 歳 

着 衣 ・ 持 物 等  

死 者 の 特 徴 等  

その他参考となる事項 

 

当 町 へ の 連 絡 先 
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様式 ７１ 死体処理台帳 

死 体 処 理 台 帳 

七戸町 

処 理 

年月日 

死 体 発 見 の 

日時及び場所 

死 亡 者 遺  族 洗 浄 等 の 処 理 
死 体 の 

一時保存料 
検 索 料 実 支 出 額 備 考 

氏  名 氏  名 
死亡者と 

の 関 係 
品 名 数 量 金 額 

       

円 円 円 円 

 

            

            

            

            

            

            

計  人          
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様式 ７２ 埋葬台帳 

埋  葬  台  帳 

七戸町 

死 亡 

年月日 

埋 葬 

年月日 

死  亡  者 埋 葬 を 行 っ た 者 埋     葬     費 

備 考 
氏   名 年 齢 

死 亡 者 

との関係 
氏   名 

棺（付属品 

を 含 む ） 

埋葬又は 

火 葬 料 
骨 箱 計 

      
円 円 円 円 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

計  人         

（注）１ 埋葬を行った者が町長である場合は、遺族の氏名を「備考」欄に記入すること。 

   ２ 町長が棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨「備考」欄に明らかにすること。 
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様式 ７３ 学用品給与調 

学 用 品 給 与 調 

七戸町 

 区 分 

 

学校名 

全 壊 （ 焼 ） 流 失 半 壊 （ 焼 ） 床 上 浸 水 計 

合 計 児童 

生徒 
教 科 書 

児童 

生徒 

文 房 具 

通学用品 

児童 

生徒 
教 科 書 

児童 

生徒 

文 房 具 

通学用品 

児童 

生徒 
教 科 書 

児童 

生徒 

文 房 具 

通学用品 

              

              

              

              

              

              

              

小中学校 

 

合計  校 
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様式 ７４ 学用品購入計画 

学 用 品 購 入 計 画 

  学校名  

  区 分 全壊（焼）・流失 半壊（焼）・床上浸水 合   計 

備  考    児童 

生徒 
数 量 金 額 

児童 

生徒 
数 量 金 額 数 量 金 額 

学 年 品   名 単 価 
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様式 ７５ 学用品の給与状況 

学 用 品 の 給 与 状 況 

学校名・学年 児童（生徒）氏名 親 権 者 氏 名 
給 与 

月 日 

給 与 品 の 内 訳 

実 支 出 額 備 考 教  科  書 その他学用品 

国語 算数  鉛筆 ノート  

            

            

            

            

            

            

計 
小 学 校            

中 学 校            

 

 学用品を上記のとおり給与したことに相違ありません。 

 

    年   月   日 

                                                    給与責任者（学校長） 

                                                    氏    名            印 

 

 

（注）１ 「給与月日」欄には、その児童（生徒）に対して最後に給与した月日を記入すること。 

   ２ 「給与品の内訳」欄にはその数量を記入すること。 
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様式 ７６ 学用品給与対象者調 

学 用 品 給 与 対 象 者 調 

保護者の被害区分 児童（生徒）氏名 保 護 者 氏 名 
調 査 

月 日 

給 与 品 の 内 訳 

支出予定額 備 考 教  科  書 その他学用品 

国語 算数  鉛筆 ノート  

            

            

            

            

            

            

計 

全 壊 （ 焼 ） 

流 失 
           

半 壊 （ 焼 ） 

床 上 浸 水 
           

 

 学用品の給与対象者は上記のとおりです。 

 

    年   月   日 

 

                                                     学 校 長            印 
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様式 ７７ 輸送記録簿 

輸  送  記  録  簿 

七戸町 

輸送 

月日 
目  的 

輸送区間 

（距離） 

借  上  等 修       理 

燃 料 費 実支出額 備 考 
使用車両等 

金 額 

故 障 車 両 等 
修理 

月日 
修 繕 費 

故 障 の 

概   要 種 類 台数 
名 称 

番 号 

所 有 者 

氏   名 

     
円 

   
円 

 
円 円 

 

              

              

              

              

              

              

計              

（注）１ 「目的」欄は、主たる目的（又は救助の種類名）を記入すること。 

   ２ 県又は町有の車両等による場合は、「備考」欄に車両番号を記入すること。 

   ３ 借上車両等による場合は、有償、無償を問わず記入すること。 

   ４ 借上等の「金額」欄には、輸送費又は車両等の借上費を記入すること。 

   ５ 「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。 
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様式 ７８ 自衛隊災害派遣要請書 

自 衛 隊 災 害 派 遣 要 請 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                      七戸町長       印 

 

 

災害派遣に関する申し出について 
 

 

 標記の件について、下記により部隊の派遣方を申し出ます。 

 

 １ 災 害 の 種 類 洪水、津波、地震、火災、その他  

２ 要 請 の 目 的 人命救助、災害復旧、消火、その他 

３ 派遣を必要とする区域                 地区 

４ 派遣を必要とする期間 

   年   月   日から 

                   日間 

   年   月   日まで 

５ 被 害 状 況  

６ 

派遣を希望する人員 

及 び 機 器 の 概 数 

（車両、船舶、航空機等） 

 

７ 派 遣 先 の 責 任 者  

８ 

 

そ 

 

の 

 

他 

（１） 宿   泊 
要請者で準備 

自衛隊で準備 

（２） 食   料 
要請者で準備 

自衛隊で準備 

（３） 資   材 
要請者で準備 

自衛隊で準備 
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様式 ７９ 自衛隊災害派遣部隊撤収要請書 

自衛隊災害派遣部隊撤収要請書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 青 森 県 知 事        殿 

 

 

                      七戸町長       印 

 

 

 

災害派遣に関する申し出について 
 

 

 

 災害に派遣された部隊について、災害派遣の目標を達成したので、次により撤収方

を要請して下さるようお願いいたします。 

 

 

 

１ 派遣部隊撤収の日時 

 

 

 

２ 派遣部隊名及び隊員数 
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様式 ８０ 青森県防災ヘリコプター緊急運航要請書 

 

青森県防災ヘリコプター緊急運航要請書  

１ 要 請 市 町 村 等 名          電話        発信者 

２ 災 害 の 種 別  行方不明・事故・救急・火災・自然災害・その他（    ） 

３ 要 請 の 内 容 
 捜索・救助・傷病者搬送・空中消火・偵察・広報・撮影・輸送・ 

その他（     ） 

４ 消 防 覚 知 日 時      年   月   日（   ）   時   分 

５ 県 へ の 要 請 日 時      年   月   日（   ）   時   分 

６ 発 生 場 所 

     （市・町・村）     字        番地 

 

（目標）         （離着陸場所） 

７

捜

索

・

救

助

の

場

合 

要 救 助 者 

氏名      （男・女）   歳（M・T・S・H  年  月  日

生） 

 

住所 

 

電話        職業 

要救助者に係る特記事項及

び 家 族 の 状 況 

 

（家族構成・氏名・年齢・ 

 

住所・電話番号・職業等） 

※既往症など（特記事項） 

８ 災害の概況（事故等の状況、地上の捜索体制、ヘリの活用方法等を記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 現 場 指 揮 者 所属・職・氏名 

10 現 場 と の 連 絡 手 段 

無線等種別        携帯電話等 

 

コールサイン等 
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11 

傷  病  者 

 

氏名      （男・女）   歳（M・T・S・H  年  月  日

生） 

 

住所 

          電話       職業 

 

傷

病

者

輸

送

等

の

場

合 

傷 病 者 の 家 族 の 状 況 

（家族構成・氏名・年齢・ 

住所・電話番号・職業等） 

 

傷病名・症状・搬出病院・ 

受 入 病 院 ・ 離 着 陸 場 ・ 

搬 送 車 両 所 属 名 ・ 

同 乗 者 （ 医 師 名 ） 等 

 

12 気  象  状  況 

天候   風向   風速   ｍ/sec   気温   ℃ 

 

視界   m   気象予警報（       警報・注意報） 

13 必 要 資 機 材 
 

14 そ の 他 必 要 な 事 項 

 

 地 図 （目標物が明確な大きめの図面を添付すること。） 

 ※ 以下の項目は出動の可否決決定後連絡します。 

１ 使 用 無 線 等 

 無線種別（全国共通波、県内共通波、その他） 

 

 現地指揮本部（車）呼出名（コールサイン） 

２ 到 着 予 定 時 間 平成   年   月   日（  ）    時    分 

３ 活 動 予 定 時 間       時間      分 

４ 燃 料 の 確 保  要手配・手配不要        ｌ（ドラム缶    本） 

 

特 記 事 項 
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資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 
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資料 １ 災害救助法の適用基準 

災害救助法の適用基準 

 

1．適用基準の内容 

 本法による救助は、市町村の区域単位に、原則として同一原因の災害による市町村の被害が一定の程度に達

した場合で、かつ、被害者が現に救助を要する状態にあるときに行われるものである。 

(1) 原則として同一原因の災害によるものであること。 

(2) 本法による救助の要否は、市町村の区域を単位に判定するものであること。 

(3) 市町村の区域を単位とする被害が次のいずれか（ア、イ）に該当するものであること。 

ア．市町村の区域内の住家が滅失した世帯数が次のいずれか（①、②、③、④）に該当する場合 

① 住家が滅失した世帯数が当該市町村の区域内の人口に応じ、次の世帯数以上であること。（令第１条

第１項第１号） 

（令別表第１） 

市町村の区域内の入口 住家減失世帯数 

5,000人未満  ３０世帯 

5,000人以上 15,000人未満 ４０世帯 

15,000人以上 30,000人未満 ５０世帯 

30,000人以上 50,000人未満 ６０世帯 

50,000人以上 100,000人未満 ８０世帯 

100,000人以上 300,000人未満 １００世帯 

300,000人以上  １５０世帯 

 

② 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ、それぞれ次の令別

表第２に示す数以上であって当該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ、それぞれ次の令別

表第３に示す数以上であること。（令第１条第１項第２号） 

（令別表第２） 

都道府県の区域内の入口 住家減失世帯数 

1,000,000人未満  １，０００世帯 

1,000,000人以上 2,000,000人未満 １，５００世帯 

2,000,000人以上 3,000,000人未満 ２，０００世帯 

3,000,000人以上  ２，５００世帯 

 

 （令別表第３） 

市町村の区域内の入口 住家減失世帯数 

5,000人未満  １５世帯 

5,000人以上 15,000人未満 ２０世帯 

15,000人以上 30,000人未満 ２５世帯 

30,000人以上 50,000人未満 ３０世帯 

50,000人以上 100,000人未満 ４０世帯 

100,000人以上 300,000人未満 ５０世帯 

300,000人以上  ７５世帯 
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③ 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害の世帯数が、その人口に応じ次の表に示す数以

上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であること。 

（令第１条第１項第３号前段） 

（令別表第４） 

都道府県の区域内の入口 住家減失世帯数 

1,000,000人未満  ５，０００世帯 

1,000,000人以上 2,000,000人未満 ７，０００世帯 

2,000,000人以上 3,000,000人未満 ９，０００世帯 

3,000,000人以上  １２，０００世帯 

 

④ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特

別の事情がある場合で、かつ多数の世帯の住家が滅失したものであること。 

（令第１条第１項第３号後段） 

・府令で定める特別な事情とは、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方

法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とする場合（内閣府令第６８号第１条）で

あり、具体的には、次のような場合であること。 

   ａ  被災地域が他の村落から隔離又は孤立しているため、生活必需品等の補給が極めて困難な場合で、

被災者の救助に特殊の補修方法を必要とする場合 

   ｂ  有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのために特殊

な技術を必要とする場合 

イ．多数の者が生命又は身体に被害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準

に該当する場合。 

（令第１条第１項第４号） 

 府令で定める基準とは以下のとおりである。 

①災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要と

する場合（内閣府令第68号第２条第１号）で、具体的には、次のような場合であること。 

   ａ  火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を受けて避難生

活を余儀なくされる場合 

   ｂ 大地震の発生により、多数の住民が避難して継続的に救助を必要としている場合 

   ｃ 船舶の沈没あるいは交通事故により多数の者が死傷した場合 

②被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の

救出について特殊の技術を必要とする場合（内閣府令第68号第２条第２号）で、具体的には、次のよ

うな場合であること。 

   ａ 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

   ｂ 火山噴火又は有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

   ｃ 炭鉱爆発事故のため多数の者が死傷した場合 

   ｄ 群衆の雑踏により多数の者が死傷した場合 

   ｅ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合 

ｉ）平年に比して、短期間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊又はその危険性の増大 

ⅱ）平年、孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化 

ⅲ）雪崩れ発生による人命及び住家被害発生 



 

102 

 

２．災害救助法適用基準 

市町村名 

人口 

(令和２年 

国勢調査) 

全壊 

全焼 

流失 

半壊 

半焼 

床上 

床下 

県の被害世帯1,500 

以上に達した場合 

(滅失の世帯数） 

七戸町 14,556人 40世帯 80世帯 120世帯 20世帯 

 

滅失世帯算定基準 

区分 全壊、全焼、流失 半壊、半焼 床上浸水、土砂堆積 

算定基準 一世帯 二分の一世帯 三分の一世帯 
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資料 ２ 災害救助法適用以外の災害救護の取扱要綱 

災害救助法適用以外の災害救護の取扱要綱 

（青森県健康福祉部健康福祉政策課） 

 

１．目的 

 災害救助法の適用に至らない災害が、県内の市町村に発生したときは、この要綱により応急的に被災者を救

護することを目的とする。 

 

２．適用基準 

(1) この要綱による援護は、災害のため住家の全壊、全焼、流失又は半壊、半焼、床上浸水（土砂のたい積

等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下同じ。）により被災世帯が次の

世帯数以上に達したときに行うものとする。 

  ただし、住家の半壊、半焼した場合の世帯は、２分の１世帯、床上浸水した場合の世帯は、３分の１世

帯とみなす。 

 

人        口 被 災 世 帯 数 

   ２万人未満 ２０世帯以上 

   ２万人以上  ５万人未満 ３０世帯以上 

   ５万人以上 １０万人未満 ４０世帯以上 

  １０万人以上 ５０世帯以上 

 

(2) (1)の基準に達しない場合であっても零細な困窮世帯あるいは、要保護世帯であって、特にその応急の援

護が必要と認められる場合。 

 

3．援護の基準 

 この要綱による被災世帯に対する援護は、被服、寝具等を給与する事とし、援護の基準は、災害救助法施行

細則（昭和30年4月19日、青森県規則第40号）第２条第１項に定める別表第１の三の３の基準とする。 

 

4．援護物資 

 給与する物資は、災害援護用物資をもってこれにあてる。 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和53年 8月17日から適用する。 
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資料  ３ 令和３年度災害救助基準 

令和３年度災害救助基準 

令和３年３月31日現在 

１ 救助の程度、方法及び期間 

救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

避難所

及び応

急仮設

住宅の

供与 

避難所 １  避難所は、災害により現に被害

を受けている者及び災害により被害

を受けるおそれのある者に供与す

る。 

２  避難所には、原則として学校、

公民館等の既存建物を利用すること

とするが、これらの適当な建物を利

用することが困難な場合は、仮小屋

の設置、天幕の設営その他の適切な

方法によりこれを設ける。 

３  避難所での避難生活が長期にわ

たる場合等においては、避難所で避

難生活している者への健康上の配慮

等により、ホテル・旅館など宿泊施

設の借上げを実施し、これを供与す

る。 

１  避難所を設けるため支出できる

費用は、避難所の設置、維持及び管

理のための賃金職員等雇上費、消耗

器材費、建物の使用謝金、器物の使

用謝金、借上費又は購入費、光熱水

費並びに仮設便所等の設置費とし、

１人１日当たり 330円以内とする。 

２  高齢者、障害者等(以下「高齢者

等」という。)であって避難所での避

難生活において特別な配慮を必要と

するものに供与する福祉避難所を設

置した場合は、当該特別な配慮のた

めに必要な経費について当該地域に

おいて平常時に要すると認められる

額を加算する。 

避難所を開設でき

る期間は、災害発生の

日から７日以内とす

る。 

 

応急仮

設住宅 

 

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全

焼し、又は流失し、居住する住家がな

い者であって、自らの資力では住家を

得ることができないものに、建設型応

急住宅(建設して供与する応急仮設住

宅をいう。以下同じ。)の設置、賃貸型

応急住宅(民間賃貸住宅を借り上げて

供与する応急仮設住宅をいう。以下同

じ。)の提供その他適切な方法により供

与する。 

１  建設型応急住宅 

(１) 建設型応急住宅の設置に当たっ

ては、原則として公有地を利用する

こととするが、適当な公有地を利用

することが困難な場合は、民有地を

利用する。 

(２) １戸当たりの規模は、地域の実

情、世帯構成等に応じて設定し、そ

の設置のため支出できる費用は、設

置に係る原材料費、労務費、附帯設

備工事費、輸送費及び建築事務費等

の一切の経費とし、5,714,000円以内

とする。 

(３) 同一敷地内又は近接する地域内

に設置した建設型応急住宅の戸数

が、おおむね 50戸以上の場合にあっ

ては居住者の集会等に利用するため

の施設を設置し、50 戸未満の場合に

あってはその戸数に応じた小規模な

施設を設置することがある。 

(４) 高齢者等であって日常生活にお

いて特別な配慮を必要とするものの

ため、老人居宅介護等事業等を実施

しやすい構造及び設備を有する施設

であって複数の当該者に供与するも

の(以下「福祉仮設住宅」という。)

を建設型応急住宅として設置するこ

とがある。この場合における福祉仮

設住宅の部屋数は、建設型応急住宅

の設置戸数とみなす。 

(５) 建設型応急住宅の供与終了に伴

う建設型応急住宅の解体撤去及び土

地の原状回復のために支出できる費

１ 建設型応急住宅 

(１) 建設型応急住

宅は、災害発生の日

から 20日以内に着

工し、速やかに設置

する。 

(２) 建設型応急住

宅を供与できる期

間は、当該建設型応

急住宅の完成の日

から建築基準法(昭

和 25 五年法律第

201号)第85条第３

項又は第４項の規

定による許可に係

る期間内とする。 

 

２ 賃貸型応急住宅 

(１) 賃貸型応急住

宅は、災害発生の日

から速やかに民間

賃貸住宅を借上げ、

提供する。 

(２) 賃貸型応急住

宅を供与できる期

間は、前号(２)に定

める期間と同様の

期間とする。 
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救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

用は、当該地域における実費とする。 

２  賃貸型応急住宅 

賃貸型応急住宅の１戸当たりの規

模は、世帯の人数に応じて前号(２)

に定める規模に準ずることとし、そ

の借上げのために支出できる費用

は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲

介手数料又は火災保険等その他民間

賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契

約に不可欠なものとして、地域の実

情に応じた額とする。 

炊き出

しその

他によ

る食品

の給与

及び飲

料水の

供給 

炊き出

しその

他によ

る食品

の給与 

１  炊き出しその他による食品の給

与は、避難所に避難している者又は

住家への被害若しくは災害により現

に炊事のできない者に対して行う。 

２  炊き出しその他による食品の給

与は、被災者が直ちに食することが

できる現物によるものとする。 

炊き出しその他による食品の給与を

実施するため支出できる費用は、主食、

副食及び燃料等の経費とし、１人１日

当たり 1,160円以内とする。 

炊き出しその他に

よる食品の給与を実

施できる期間は、災害

発生の日から７日以

内とする。 

飲料水

の供給 

飲料水の供給は、災害のため現に飲

料水を得ることができない者に対して

行う。 

飲料水の供給を実施するため支出で

きる費用は、水の購入費並びに給水及

び浄水に必要な機械器具の借上費、修

繕費及び燃料費、薬品費並びに資材費

とし、当該地域において平常時に要す

ると認められる額とする。 

飲料水の供給を実

施できる期間は、災害

発生の日から７日以

内とする。 

被服、寝具その他

生活必需品の給

与又は貸与 

１  被服、寝具その他生活必需品の

給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、

流出、半壊、半焼若しくは床上浸水

(土砂の堆積等により一時的に居住

することができない状態となったも

のを含む。以下同じ。) 又は全島避

難等により、生活上必要な被服、寝

具その他日用品等を喪失又は損傷等

により使用することができず、直ち

に日常生活を営むことが困難な者に

対して行う。 

２  被服、寝具その他生活必需品の

給与又は貸与は、被害の実情に応じ、

次に掲げる品目の範囲内において、

現物をもって行う。 

(１) 被服、寝具及び身の回り品 

(２) 日用品  

(３) 炊事用具及び食器 

(４) 光熱材料 

被服、寝具その他生活必需品の給与

又は貸与のため支出できる費用は、季

別(災害発生の日による。)及び世帯区

分により、一世帯当たり次の額以内と

する。 

１  住家の全壊、全焼又は流失によ

り被害を受けた世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  住家の半壊、半焼又は床上浸水

により被害を受けた世帯 

被服、寝具その他生

活必需品の給与又は

貸与を実施できる期

間は、災害発生の日か

ら 10日以内に完了す

るものとする。 

 

季別 

世帯区分 

夏季(４月から 

９月まで) 

冬季(10月から 

翌年３月まで) 

１人世帯 18,800円 31,200円 

２人世帯 24,200円 40,400円 

３人世帯 35,800円 56,200円 

４人世帯 42,800円 65,700円 

５人世帯 54,200円 82,700円 

６人以上１人

増すごとに加

算する額 

7,900円 11,400円 
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救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療及

び助産 

医療 １  医療は、災害のため医療の途を

失った者に対して、応急的に処置す

る。 

２  医療は救護班によって行う。た

だし、急迫した事情があり、やむを

得ない場合においては、病院又は診

療所(あん摩マッサージ指圧師、はり

師、きゅう師等に関する法律(昭和 22

年法律第217号)に規定するあん摩マ

ッサージ指圧師、はり師、きゅう師

又は柔道整復師法(昭和 45 年法律第

19 号)に規定する柔道整復師(以下

「施術者」という。)を含む。)にお

いて医療(施術者が行うことのでき

る範囲の施術を含む。)を行うことが

ある。 

３  医療は、次の範囲内において行

う。 

(１) 診療  

(２) 薬剤又は治療材料の支給 

(３) 処置、手術その他の治療及び施

術 

(４) 病院又は診療所への収容 

(５) 看護 

医療のため支出できる費用は、救護

班による場合は、使用した薬剤、治療

材料及び破損した医療器具の修繕等の

実費とし、病院又は診療所による場合

は国民健康保険の診療報酬の額以内と

し、施術者による場合は協定料金の額

以内とする。 

医療を実施できる

期間は、災害の発生の

日から 14日以内とす

る。 

助産 １ 助産は、災害発生の日以前又は以

後７日以内に分べんした者であっ

て、災害のため助産の途を失ったも

のに対して行う。 

２ 助産は次の範囲内において行う。 

(１) 分べんの介助 

(２) 分べん前及び分べん後の処置 

(３) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材

料の支給 

助産のため支出できる費用は、救護

班等による場合は、使用した衛生材料

等の実費とし、助産師による場合は慣

行料金の 100分の 80以内の額とする。 

助産を実施できる

期間は、分べんした日

から７日以内とする。 

被災者の救出 被災者の救出は、災害のため現に生

命若しくは身体が危険な状態にある者

又は生死不明の状態にある者を捜索

し、又は救出するものとする。 

被災者の救出のため支出できる費用

は、舟艇その他救出のための機械、器

具等の借上費又は購入費、修繕費及び

燃料費とし、当該地域において平常時

に要すると認められる額とする。 

被災者の救出を実

施できる期間は、災害

発生の日から３日以

内とする。 

被災した住宅の

応急修理 

住宅の応急修理は、災害のため住家

が半壊し、半焼し、若しくはこれらに

準ずる程度の損傷を受け、自らの資力

住宅の応急修理は、居室、炊事場、

便所等日常生活に必要最小限度の部分

に対し、現物をもって行うものとし、

住宅の応急修理は、

災害発生の日から１

月以内に完了するも

季別 

世帯区分 

夏季(４月から 

９月まで) 

冬季(10月から 

翌年３月まで) 

１人世帯 6,100円 10,000円 

２人世帯 8,300円 13,000円 

３人世帯 12,400円 18,400円 

４人世帯 15,100円 21,900円 

５人世帯 19,000円 27,600円 

６人以上１人

増すごとに加

算する額 

2,600円 3,600円 
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救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

では応急修理をすることができない者

又は大規模な補修を行わなければ居住

することが困難である程度に住家が半

壊した者に対して行う。 

その修理のため支出できる費用は、１

世帯当たり次の額以内とする。 

１  ２の世帯以外の世帯 

595,000円 

２  住家の半壊又は半焼に準ずる程

度の損傷により被害を受けた世帯 

 300,000円 

のとする。 

 

生業に必要な資

金の貸与 

１ 生業に必要な資金の貸与は、住家

が全壊し、全焼し、又は流失し、災

害のため生業の手段を失った世帯に

対して行う。 

２ 生業に必要な資金は、生業を営む

ために必要な機械器具又は資材を購

入するための費用に充てるものであ

つて、生業の見込みが確実な具体的

事業計画があり、かつ、償還能力の

ある者に対して貸与する。 

１ 生業に必要な資金として貸与でき

る金額は、次の額以内とする。 

(１) 生業費 １世帯当たり  

30,000円 

(２) 就職支度費 １世帯当たり 

 15,000円 

２ 生業に必要な資金の貸与には、次

の条件を付する。 

(１) 貸与期間 ２年以内 

(２) 利子 無利子 

(３) 保証人 確実な者１人以上によ

る連帯保証人 

生業に必要な資金

の貸与は、災害発生の

日から１月以内に完

了するものとする。 

 

学用品の給与 １ 学用品の給与は、住家の全壊、全

焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水

により、学用品を喪失し、又は損傷

したこと等により使用することがで

きず、就学上支障のある小学校児童

(義務教育学校の前期課程及び特別

支援学校の小学部の児童を含む。以

下同じ。)、中学校生徒(義務教育学

校の後期課程、中等教育学校の前期

課程及び特別支援学校の中学部の生

徒を含む。以下同じ。)及び高等学校

等生徒(高等学校、中等教育学校の後

期課程、特別支援学校の高等部、高

等専門学校、専修学校及び各種学校

の生徒をいう。以下同じ。)に対して

行う。 

２  学用品の給与は、被害の実情に

応じ、次に掲げる品目の範囲内にお

いて現物をもって行う。 

(１) 教科書 

(２) 文房具  

(３) 通学用品 

学用品の給与のため支出できる費用

は、次の額以内とする。 

１ 教科書代 

(１) 小学校児童及び中学校生徒 教

科書の発行に関する臨時措置法(昭

和 23 年法律第 132 号)第２条第１項

に規定する教科書及び当該教科書以

外の教材で、教育委員会に届け出、

又はその承認を受けて使用するもの

を給与するための実費 

(２) 高等学校等生徒 正規の授業で

使用する教材を給与するための実費 

２  文房具費及び通学用品費 

小学校児童１人当たり 4,500円 

中学校生徒１人当たり 4,800円 

高等学校等生徒１人当たり 5,200円 

 

学用品の給与は、災

害発生の日から、教科

書については１月以

内、その他の学用品に

ついては 15日以内に

完了するものとする。 

埋葬 １  埋葬は、災害の際死亡した者に

ついて、死体の応急的処理程度のも

のを行う。 

２  埋葬に当たっては、棺又は棺材

等の現物を埋葬を実施する者に支給

する。 

埋葬のため支出できる費用は、１体

当たり、大人 215,200 円以内、小人

172,000円以内とする。 

埋葬は、災害発生の

日から 10日以内に完

了するものとする。 

死体の捜索 死体の捜索は、災害により現に行方

不明の状態にあり、かつ、各般の事情

により既に死亡していると推定される

者に対して行う。 

 

死体の捜索のため支出できる費用

は、舟艇その他捜索のための機械器具

等の借上費又は購入費、修繕費及び燃

料費等とし、当該地域において平常時

に要すると認められる額とする。 

死体の捜索は、災害

発生の日から 10日以

内に完了するものと

する。 

死体の処理 １  死体の処理は、災害の際死亡し

た者について、死体に関する処理(埋

死体の処理のため支出できる費用

は、次に掲げるところによる。 

死体の処理は、災害

発生の日から 10日以
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救助の種類 救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

葬を除く。)を行う。 

２  死体の処理は、次の範囲内にお

いて行う。 

(１) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処

置 

(２) 死体の一時保存  

(３) 検案 

３  検案は、原則として救護班によ

って行う。 

１  死体の洗浄、縫合、消毒等の処

置のための費用は、１体当たり 3,500

円以内の額とする。 

２  死体の一時保存のための費用

は、死体を一時収容するために既存

建物を利用する場合は、当該施設の

借上費について平常時に要すると認

められる額とし、既存の建物を利用

できない場合は、１体当たり 5,400

円以内の額とする。ただし、死体の

一時保存に必要なドライアイスの購

入費等の経費については、当該地域

において平常時に要すると認められ

る額を加算する。 

３  救護班により検案ができない場

合は、当該地域の慣行料金の額以内

とする。 

内に完了するものと

する。 

 

災害によって住

居又はその周辺

に運ばれた土石、

竹木等で、日常生

活に著しい支障

を及ぼしている

もの(以下「障害

物」という。)の

除去 

障害物の除去は、居室、炊事場等生

活に欠くことのできない場所又は玄関

に障害物が運び込まれているため一時

的に居住できない状態にあり、かつ、

自らの資力をもってしては、当該障害

物を除去することができない者に対し

て行う。 

障害物の除去のため支出できる費用

は、ロープ、スコップその他の障害物

の除去のために必要な機械器具等の借

上費又は購入費、輸送費、賃金職員等

雇上費等とし、当該市町村内において

行った障害物の除去につき１世帯当た

りの平均 137,900円以内とする。 

障害物の除去は、災

害発生の日から 10日

以内に完了するもの

とする。 

救助のための輸

送費及び賃金職

員等雇上費 

救助のための輸送費及び賃金職員等

雇上費として支出できるのは、次に掲

げる場合とする。 

(１) 被災者の避難に係る支援  

(２) 医療及び助産  

(３) 被災者の救出 

(４) 飲料水の供給 

(５) 死体の捜索  

(６) 死体の処理  

(７) 救済用物資の整理配分 

救助のため支出できる輸送費及び賃

金職員等雇上費は、当該地域における

平常時に要すると認められる額とす

る。 

救助のための輸送

及び賃金職員等の雇

用を認められる期間

は、当該救助の実施が

認められる期間以内

とする。 

 

２ 実費弁償 

(１) 災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号）第４条第１号から第４号までに規定する者 

 ア 日当(午前八時三十分から午後五時までの間において業務に従事した場合の報酬) 

職種 日当 

医師及び歯科医師 １人１日当たり 24,500円以内 

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士 １人１日当たり 15,600円以内 

保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり 15,200円以内 

救急救命士 １人１日当たり 14,700円以内 

土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり 15,600円以内 

大工 １人１日当たり 26,300円以内 

左官 １人１日当たり 26,500円以内 

とび職 １人１日当たり 24,600円以内 

 イ 時間外勤務手当 

   １人１時間当たりアに定める限度額の 7・75分の 1に相当する額に、100分の 125から 100分の 150までの範囲
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内で知事が定める割合(午後 10 時から翌日の午前５時までの間に業務に従事した場合にあっては、その割合に 100

分の 25を加算した割合)を乗じて得た額(業務(知事が定める業務を除く。)に従事した時間が１箇月について 60時

間を超えた場合にあっては、その 60時間を超えて従事した時間に対して 100分の 150(午後 10時から翌日の午前５

時までの間に従事した場合にあっては、100分の 175)を乗じて得た額)以内の額 

 ウ 旅費 

(ア) 車賃 １キロメートルにつき 25円 

(イ) 宿泊料 一夜につき 9,800円 

(ウ) 旅行雑費 １日につき 1,200円 

(２) 災害救助法施行令第４条第５号から第 10号までに規定する者 

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその 100分の３の額を加算した額以内とする。 
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資料 ４ 七戸町防災会議条例 

七戸町防災会議条例 

平成17年3月31日 

条例第12号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第6項の規定に基づき、七戸町防災会議

（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 七戸町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 (2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務。 

 （会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

 (2) 青森県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

 (3) 青森県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

 (4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

 (5) 教育長 

 (6) 消防長、中央消防署長及び消防団長 

 (7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

 (8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

 (9) その他公共的団体の構成員のうちから町長が任命する者 

６ 委員の定数は、30人以内とする。 

７ 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

 （専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、青森県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定

地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防

災会議に諮って定める。 

   附 則 
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 この条例は、平成17年3月31日から施行する。 

   附 則(平成27年9月11日条例第24号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則(平成29年3月9日条例第4号) 

 この条例は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。 
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資料 ５ 七戸町防災会議運営要綱 

七戸町防災会議運営要綱 
平成17年３月31日 

訓 令 第 1 4 号 

 

 （趣旨） 

第１条 七戸町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営については、この訓令に定めるところによるも

のとする。 

 （会議の招集） 

第２条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、２名以上の委員から防災会議に付議すべき案件を示して要求があったときは、防災会議を招集し

なければならない。 

 （会議） 

第３条 防災会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

 （議決） 

第４条 防災会議の議事は、出席委員全員の意見一致をもって決するものとする。 

 （会議録） 

第５条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。 

 (1) 会議の日時及び場所 

 (2) 出席委員の氏名 

 (3) 会議に付した案件及び議事の経過 

 (4) 議決した事項 

 (5) その他参考資料 

 （専決処分） 

第６条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができるもの

とする。 

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連

絡調整を図ること。 

(3) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。 

(4) 七戸町災害対策本部の設置について、町長に意見を具申すること。 

(5) 七戸町地域防災計画の軽微な変更に関すること。 

２ 防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集できないときは、会長

は、専決処分することができるものとする。 

３ 会長は、前２項により専決処分した事項については、次の防災会議においてこれを招集し、承認を求める

ものとする。 

 （事務局） 

第７条 防災会議の事務を処理するため、事務局を防災主管課に置く。 

 （その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定めるものとす

る。 

   附 則 

 この訓令は、平成１７年３月３１日から施行する。 
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資料 ６ 七戸町防災会議委員名簿 

七戸町防災会議委員名簿 

指定区分 指定機関 職  名 所 在 地 

会 長  七戸町長 
七戸町字森ノ上 131-4 

℡0176-68-2111 

委 員 

指 定 地 方 

行 政 機 関 

国土交通省東北地方整備局 

青森河川国道事務所長 

青森市中央三丁目 20-38 

℡017-734-4521 

青 森 県 

上北地域県民局 地域整備部長 
十和田市西十二番町 20-12 

℡0176-23-4311 

上北地域県民局 地域農林水産部長 
十和田市西十二番町 20-12 

℡0176-23-5388 

上北地域県民局 地域健康福祉部長 
七戸町字蛇坂 55-1 

℡0176-62-2145 

県 警 察 七戸警察署長 
七戸町字大沢 57-49 

℡0176-62-3101 

七 戸 町 

副町長 
七戸町字森ノ上 131-4 

℡0176-68-2111 

総務課長 
七戸町字森ノ上 131-4 

℡0176-68-2111 

建設課長 
七戸町字森ノ上 131-4 

℡0176-62-6244 

上下水道課長 
七戸町字森ノ上 131-4 

℡0176-68-6243 

農林課長 
七戸町字森ノ上 131-4 

℡0176-68-2116 

保健福祉課長 
七戸町字森ノ上 359-5 

℡0176-68-4631 

介護高齢課長 
七戸町字森ノ上 359-5 

℡0176-68-3500 

教 育 長 教育長 
七戸町字七戸 31-2 

℡0176-62-9701 

消 防 長 

中央消防署長 

消 防 団 長 

中部上北広域事業組合消防本部消防長 
七戸町字荒熊内 159-4 

℡0176-62-3142 

中部上北広域事業組合中央消防署長 
七戸町字荒熊内 159-4 

℡0176-62-3141 

七戸町消防団長 
七戸町字森ノ上 131-4 

℡0176-68-2111 

指 定 公 共 

機 関 

東日本電信電話株式会社青森支店長 
青森市橋本 2-1-6 

℡017-774-9550 

東北電力ネットワーク(株) 

十和田電力センター所長 

十和田市西三番町 7-1 

℡0176-25-5001 

自主防災組織 上川目町内会長 
七戸町字高屋敷 66 

℡0176-62-9481 
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資料 ７ 七戸町災害対策本部条例 

七戸町災害対策本部条例 

平成17年３月31日 

条 例 第 1 3 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の2第8項の規定に基づき、七戸町災害

対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成17年3月31日から施行する。 

   附 則(平成27年9月11日条例第25号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 ８ 七戸町災害対策本部運営要綱 

七戸町災害対策本部運営要綱 

平成17年３月31日 

訓 令 第 1 5 号 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、七戸町災害対策本部条例（平成17年七戸町条例第13号。以下「条例」という。）第４条

に基づき、七戸町災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （災害対策副本部長及び災害対策本部員） 

第２条 条例第２条第２項に規定する災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副町長をもって充

てる。 

２ 条例第３条第３項の規定により災害対策本部長（以下「本部長」という。）が指名する災害対策本部員（以

下「本部員」という。）は、総務課長、企画調整課長、町民課長、福祉課長、健康福祉課長、税務課長、農

林課長、建設課長、上水道課長、教育長、会計管理者及び消防団長をもって充てる。 

 （組織及び業務分担） 

第３条 条例第３条第１項の規定により、本部に次の部を置き、それぞれの部に班を置く。 

部 名 班       名 部 名 班       名 

総 務 部 総務班、庶務班、秘書班 企 画 財 政 部 調査班、広報班、財政班 

住 民 部 住民班 福 祉 部 福祉班 

健 康 福 祉 部 衛生班、健康福祉班 税 務 部 税務班 

産 業 部 農林班、畜産班、商工観光班 建 設 部 土木班、建設班 

水 道 部 上水道班、下水道班 教 育 部 学務班、生涯学習班 

出 納 部 出納班 消 防 部 消防団班 

 

２ 前項に掲げるもののほか、本部長が必要と認めるときは、臨時に班を置くことができる。 

３ 班に班長を置く。 

４ 部及び班の業務分担は、別表第１のとおりとする。 

５ 部長は、別表第１のとおりとし、班長は、部長が指名する。 

 （本部の場所及び本部連絡員） 

第４条 本部は、災害の程度により七戸町役場会議室又は本部長の指定する場所に設置する。 

２ 本部には、「七戸町災害対策本部」を表示する。 

３ 本部には、原則として本部連絡員を置く。 

４ 本部連絡員は、各部長がそれぞれ所属する職員のうちから指名する者をもって充てる。 

５ 本部連絡員は、各部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめて、本部に報告するととも

に、本部からの連絡事項をそれぞれの所属する部の部長又は班長に報告しなければならない。 

 （本部の設置及び廃止） 

第５条 町長は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、応急対策を円滑かつ

的確に講ずる必要があると認めたときは、速やかに本部を設置する。 

２ 本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認められる

ときは、本部を廃止する。 
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 （本部設置前の措置） 

第６条 総務課長は、予警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると認められるときは、本部設置前

に次の各号に掲げる事項について措置しなければならない。 

 (1) 予警報及び情報の収集に関すること。 

 (2) 関係各課及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

 (3) 人員配備の指示に関すること。 

２ 休日又は勤務時間外において、警報又は異常な情報を受理した当直員は、直ちに総務課長及び関係課長に

報告し、その対応について指示を受けなければならない。 

 （非常配備の基準及び編成計画等） 

第７条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常体制を整えるものとする。 

２ 非常配備の種別、内容等の基準は、別表第２のとおりとする。 

３ 本部は、非常配備の種別、内容等の基準に基づき配備計画を立て、これを職員に周知させるものとする。 

 （非常配備の開始及び解除） 

第８条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令する。 

 （被害状況の取扱い） 

第９条 各部長は、被害が発生したときは、直ちに被害状況を調査し、総務部長に報告しなければならない。 

２ 総務部長は、各部長及び関係機関から報告された被害状況を取りまとめ、本部長に報告するとともに、速

やかに県災害対策本部又は県消防防災課に報告しなければならない。 

 （被害状況の取扱い） 

第１０条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務部長は、直ちに本部長に報告するとともに、

その状況及び応急対策の概況を県災害対策本部又は県消防防災課に報告するものとする。 

２ 総務部長は、災害に関する予警報その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については、直ち

に住民その他の関係機関に伝達するとともに、予想される災害の事態及びこれに対処して採るべき措置等に

ついて周知しなければならない。 

   附 則 

 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。 

   附 則(平成19年3月30日訓令第7号) 

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 

 

別表第1（第3条関係）（省略） 

別表第2（第7条関係）（省略） 
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資料 ９ 消防法による消防信号 

消防法による消防信号 

 

方
法 

種   別 打 鐘 信 号 
余韻防止付 

サイレン信号 
そ の 他 の 信 号 

火 
 

災 
 

信 
 

号 

近火信号 

 消防屯所から約 

800ｍ以内のとき 

●－●－●－● 

  －●－●－●－ 

  連  点 

約３秒 

○－ ○－ 

     約２秒 

 

出場信号 

 署所団出動区域内 

●－●－● 

   ●－●－● 

  ３  点 約５秒 

○－ ○－ 

  約６秒 

 

応援信号 

 署所団特命応援出

動のとき 

●－●  ●－● 

  ２  点 

 

報知信号 

 出場区域外の火災

を認知したとき 

● ● ● ● ● 

  １  点 
 

 

鎮 火 信 号 

●  ●－● 

  ●  ●－● 

１点と２点との班打 

 

 

山
林
火
災
信
号 

出場信号 

 署所団出動区域内 ●－●－● 

   ●－● 

３点と２点との班打 

約10秒 

○－ ○－ 

    約２秒 

 

応援信号 

 署所団特命応援出

動のとき 

火 
災 

警 

報 

信 

号 
火災警報発令信号 

● ●－●－●－● 

● ●－●－●－● 

１点と４点との班打 

約30秒 

○－ ○－ 

  約６秒 

掲示板 

 ｢火災警報発令中｣ 

 吹流し     旗 

   (赤)          (赤) 

 

 

   (白)          (白) 

火災警報解除信号 

● ● ●－● 

 ● ● ●－● 

１点２個と２点との班打 

約10秒､約1分 

○－ ○－ 

 約30秒 

口頭伝達、掲示板の撤去、吹流し

及び旗の降下 

演
習
召
集
信
号 

演 習 召 集 信 号 

● ●－●－● 

 ● ●－●－● 

１点と３点との班打 

約15秒 

○－ ○－ 

 約６秒 

 

備 

考 

１ 火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれの１種又は２種以上を併用することができ

る。 

２ 信号継続時間は、適宜とする。 

３ 消防職員又は消防団員の非常召集を行うときは、近火信号を用いることができる。 
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資料 １０ 七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例 

 

七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例 

平成 28年３月 10日 

条例第４号 

七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例（平成 17 年七戸町条例第 14 号）の全部を次の

ように改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第１項の規定に基づき、七戸町

防災行政用無線施設（以下「防災行政無線」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（設置） 

第２条 災害等非常緊急時における防災情報の通報及び日常の行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に

伝えることにより、本町の防災体制の確立と住民福祉の増進に資するため、防災行政無線を設置する。 

（構成） 

第３条 防災行政無線は、固定系及び移動系の２系統により構成する。 

（種別及び設置場所） 

第４条 防災行政無線の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。 

（管理） 

第５条 防災行政無線は、七戸町長が管理する。 

（業務） 

第６条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。 

（１） 災害等緊急事項の通報及び連絡 

（２） 行政連絡事項の伝達 

（３） その他行政事項に関し町長が必要と認めた情報の連絡 

（業務区域） 

第７条 前条の業務を行う区域は、七戸町全域とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、無線施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則(平成 29年 3月 9日条例第 5号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

固定系 

種別 設置場所 

親局 七戸町字森ノ上 131番地４ 七戸町役場本庁舎 

遠隔制御装置 七戸町字七戸 31番地２ 七戸町役場七戸支所 

七戸町字荒熊内 159番地４ 中部上北広域事業組合中央消防署 

屋外拡声子局 町内において町長が指定した場所 

戸別受信機 町内において町長が必要と認めた施設及び世帯 

再送信子局 七戸町字七戸 31番地２ 七戸町役場七戸支所 

七戸町字二ツ森家ノ後１番地３ 二ツ森地区コミュニティセンター 

再送信設備 七戸町字左組 106番地４ 七戸町営スキー場 

 

移動系 

種別 設置場所 

基地局 七戸町字森ノ上 131番地４ 七戸町役場本庁舎 

陸上移動局 町長が必要と認める公用車及び課並びに施設等 
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資料 １１ 七戸町防災行政用無線施設管理運営規則 

 

七戸町防災行政用無線施設管理運営規則 

平成17年３月31日 

規則第17号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、七戸町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例（平成17年七戸町条例第14号）

第８条の規定に基づき、七戸町防災行政用無線施設の管理運営に関し電波法（昭和25年法律第131号）及び

関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 無 線 設 備 電波法第２条第４号に規定する無線設備をいう。 

(2) 無  線  局 電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。 

(3) 親 局 特定の２以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。 

(4) 遠 隔 制 御 装 置 固定局の無線設備を使用して特定の受信設備に送信を行うために設置する無線局

をいう。 

(5) 屋 外 拡 声 子 局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。 

(6) 再 送 信 子 局 親局の通信の相手方となる受信設備及び、親局からの電波を受信し、増幅させて

再送信する設備をいう。 

(7) 再 送 信 設 備 親局からの電波を受信し、増幅させて再送信する設備をいう。 

(8) 戸 別 受 信 機 同報系の無線受信設備で屋内に設置するものをいう。 

(9) 基 地 局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。 

(10)陸 上 移 動 局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。 

(11)無 線 従 事 者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を

操作する資格を有する者をいう。 

 （無線設備の配置） 

第３条 無線設備の配置は、別表第１のとおりとする。 

 （無線局の管理責任部署） 

第４条 無線局の管理責任部署は、地域防災計画により災害対策本部の設置される総務課とする。 

 （総括管理者） 

第５条 無線局に総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は、町長の職にある者を充て、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督

する。 

 （管理責任者） 

第６条 無線局に管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、総務課長の職にある者を充て、総括管理者の命を受け、無線系の管理及び運営の業務を行

うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。 

 （通信取扱責任者） 

第７条 無線系に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。 
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３ 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線設備を管理及び運用し、無線設備に係る業務を所掌する。 

 （管理者） 

第８条 管理責任部署以外に通信操作を行う無線設備を設置している部署に管理者を置く。 

２ 管理者は、総括管理者の命を受け、当該部署に設置されている無線設備の管理監督の業務を所掌する。 

３ 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関にあっては、当該機関の長をもって充てる。 

 （無線従事者の配置、養成等） 

第９条 総括管理者は、無線設備に属する無線局の運用体制に必要な員数の無線従事者を確保し、管理責任部

署には確実に配置するものとする。 

２ 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。 

３ 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任した際には、その旨を遅滞なく東北総合通信局長に届け出

なければならない。 

 （無線従事者の任務） 

第10条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行う。 

 （通信取扱者） 

第11条 通信取扱者は、無線局の運営に携わる一般職員とする。 

２ 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の運用を行

う。 

 （備え付け書類等の管理） 

第12条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を管理保管する。 

２ 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。 

３ 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理保管しておくものとする。 

 （放送の区分） 

第13条 放送の区分は、緊急放送及び一般放送とする。 

２ 緊急放送は､災害発生時の通報及び災害に関する予警報その他緊急を要する事項について、その都度行う。 

３ 前項の緊急放送以外は、すべて一般放送とし、必要に応じて随時行うものとするが、必要最小限に行うよ

うに努めなければならない。 

 （放送の申込等） 

第14条 放送の申込み手続は、次に定めるところによる。 

 (1) 各課長等は、所掌する事務で住民に周知する必要がある場合は、防災行政用無線放送依頼書（別記

様式。以下「放送依頼書」という。）を放送日の２日前までに管理責任者に提出しなければならない。 

 (2) 緊急を要する場合は、口頭によることができるが事後に放送依頼書を提出しなければならない。 

２ 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否を決定しなければならない。この場合

において、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。 

 （放送の制限） 

第15条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送の制限をすることができる。 

 （無線設備の保守点検） 

第16条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。 

 (1) 月点検 

 (2) 年点検 

２  無線設備は、毎年１回以上専門技術者による定期点検を実施するものとし、外部に委託する場合は、保守
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契約を締結するものとする。 

３ 保守点検の責任者は、月点検は管理責任者、年点検は総括責任者とする。 

４ 予備装置及び予備電源を使用しての動作試験を毎年２回以上実施し、機能を確認しておくものとする。 

５ 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに障害の除去に努めるものとする。 

 （通信訓練） 

第17条 管理責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、総合防災訓練

に併せた通信訓練を毎年１回以上行うものとする。 

２ 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。 

 （研修） 

第18条 管理責任者は、毎年１回以上通信取扱者等に対し、電波法令等関係法令及び無線機の取扱要領等の研

修を行うものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成17年3月31日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町防災行政用無線施設管理運用規則（平成7年七戸町

規則第2号）又は天間林村防災行政用無線局管理運用規則（平成3年天間林村規則第4号）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

 

別表第1（第3条関係）（省略） 

別表第2（第4条関係）（省略） 

別記様式（第14条関係）（省略） 
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＜参照＞ 

七戸町防災行政用無線施設戸別受信機の取扱要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、七戸町防災行政用無線施設戸別受信機（以下「受信機」という。）の貸与、取扱い及

び管理について必要な事項を定めるものとする。 

 （受信機の貸与） 

第２条 受信機の設置費については、全額町が負担し、設置を希望する住民等（以下「使用者」という。）に

対して無償貸与するものとする。 

 （受信機の管理） 

第３条 町長は、受信機の管理、運用について総括し、使用者を指揮監督する。 

２ 使用者は、別に定める保管証書を町長に提出し、指導監督を受けるものとする。 

 （受信機の返還） 

第４条 使用者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返納しなければならない。 

２ 受信機の返納があったときは、管理責任者は検査の上、これを返納しなければならない。 

 （受信機の移譲禁止） 

第５条 使用者は、受信機を第三者に対し、譲渡し、又は売却してはならない。 

 （受信機の運用） 

第６条 使用者は、受信機の使用について十分注意し、常に正常な状態に保つよう心掛けるものとする。 

 （受信機の損害弁償） 

第７条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損した場合は、その程度により実費弁償するものとする。 

 （保守点検） 

第８条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものと

する。 

２ 受信機の点検項目は、次のとおりとする。 

 (1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態 

 (2) 音声ボリュームの位置による音声変化の状態 

 (3) 電源コードの接続状態 

 (4) 電池の装着状態 

 (5) 受信時の雑音入感の有無 
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資料 １２ 防災関係機関の電話番号所在地一覧表 

 

防災関係機関の電話番号所在地一覧表 

機   関   名 所    在    地 電話番号 

青 森 県 庁 青森市長島一丁目 1－1 
017-734-9088 

017-734-9089 

七 戸 町 役 場 七戸町字森ノ上 131－4 0176-68-2111 

中部上北広域事業組合消防本部 七戸町字荒熊内 159－4 0176-62-3142 

上 北 地 域 県 民 局 県 税 部 十和田市西十二番町 20－12 0176-23-4241 

上北地域県民局地域健康福祉部 

福 祉 こ ど も 総 室 
七戸町字蛇坂 55－1 0176-62-2145 

上 北 地 域 県 民 局 

地 域 健 康 福 祉 部 保 健 総 室 
十和田市西二番町 10－15 0176-23-4261 

上 北 地 域 県 民 局 

地 域 農 林 水 産 部 

（合同庁舎） 十和田市西十二番町 20－12 0176-22-8111 

（農村整備庁舎） 十和田市西二番町 10－21 0176-23-5245 

 農 業 普 及 振 興 室 十和田市西十二番町 20－12 0176-23-4281 

 十 和 田 家 畜 保 健 衛 生 所 十和田市西十二番町 19－23 0176-23-6235 

上 北 地 域 県 民 局 地 域 整 備 部 十和田市西十二番町 20－12 0176-23-4311 

上 北 教 育 事 務 所 七戸町字蛇坂 55－1 0176-62-2128 

七 戸 警 察 署 七戸町字大沢 57－49 0176-62-3101 

三 八 上 北 森 林 管 理 署 十和田市西二番町 1－27 0176-23-3551 

青 森 地 方 気 象 台 青森市花園一丁目 17－19 017-741-7413 

野 辺 地 公 共 職 業 安 定 所 野辺地町字昼場 12－1 0175-64-8609 

自 衛 隊 青 森 地 方 協 力 本 部 青森市長島一丁目3－5 017-776-1594 

三 沢 防 衛 施 設 事 務 所 三沢市平畑一丁目 1－1－31 0176-53-3116 

陸 上 自 衛 隊 八 戸 駐 屯 地 部 隊 八戸市市川町字桔梗野官地 0178-28-3111 

航 空 自 衛 隊 三 沢 基 地 三沢市後久保 125－7（基地内） 0176-53-4121 

東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 青 森 支 店 青森市橋本二丁目1－6 0178-24-2968 

七 戸 郵 便 局 七戸町字七戸213－2 0176-62-2700 

天 間 林 郵 便 局 七戸町字道ノ上 62－9 0176-68-3060 

榎 林 郵 便 局 七戸町字榎林家ノ前 46－4 0176-68-3100 

ゆ う き 青 森 農 業 協 同 組 合 

天 間 林 支 所 
七戸町字森ノ上 198 0176-68-3131 

東 北 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク ㈱ 

十 和 田 電 力 セ ン タ ー 
十和田市西三番町 7－1 0176-25-5001 

Ｎ Ｈ Ｋ 青 森 放 送 局 青森市松原二丁目 1－1 017-774-5111 

青 森 放 送 ㈱ 十 和 田 支 局 十和田市西二番町 4－11 0176-23-6271 

青 森 テ レ ビ ㈱ 十 和 田 支 局 十和田市西三番町 1－42 0176-23-9121 

青森朝日放送㈱青森放送センター 青森市荒川字柴田 125－1 017-762-1111 

七 戸 町 商 工 会 七戸町字七戸48－3 0176-62-2521 
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資料 １３ 消防施設等の現況 

（平成25年2月） 

区  分 

消
防
吏
員
・
団
員
数 

消  防  ポ  ン  プ 
消 

 
 

火 
 
 

栓 

防 火 水 槽 

消

防

ポ

ン

プ 

自

動

車 

水

槽

付

消

防 

ポ

ン

プ

自

動

車 

小

型

動

力 

ポ

ン

プ 

は

し

ご

付

消

防 

ポ

ン

プ

自

動

車 

屈
折
は
し
ご
付
消
防 

ポ

ン

プ

自

動

車 

化

学

消

防 

ポ

ン

プ

自

動

車 

計 

 
 

40㎡ 
未満 

 
 

40～ 
100㎡ 
未満 

 
 

100㎡ 
以上 

 
 
 
計 

中 央 
消防署 

39 1 2 1   1 5      

本 団 18    
 
 

        

七 戸 
第 1 分団 

24   1    1 65 1 10  11 

七 戸 
第 2 分団 

24 1      1 23  2  2 

七 戸 
第 3 分団 

24 1      1 38 4 6  10 

七 戸 
第 4 分団 

23 1      1 17 1 3  4 

七 戸 
第 5 分団 

23   1    1 20  2  2 

七 戸 
第 6 分団 

23 1      1 20 2 3  5 

天 間 林 
第 1 分団 

14 1      1 62  20  20 

天 間 林 
第 2 分団 

14 1      1 28  13  13 

天 間 林 
第 3 分団 

14 1      1 69  22  22 

天 間 林 
第 4 分団 

14 1      1 22  10  10 

天 間 林 
第 5 分団 

14 1      1 62 4 9  13 

天 間 林 
第 6 分団 

13 1      1 12  9  9 

天 間 林 
第 7 分団 

13 1      1 11  9  9 

計 255 12 2 3   1 18 449 12 118  130 
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資料 １４ 消防ポンプ自動車等整備計画 

  （令和4年3月） 

区 分 
区
域
名 

全 体 計 画 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 令 和 7 年 度 

消

防

ポ

ン

プ 

自

動

車 

小

型

動

力

付 

ポ

ン

プ

自

動

車 

消

防

ポ

ン

プ 

自

動

車 

小

型

動

力

付 

ポ

ン

プ

自

動

車 

消

防

ポ

ン

プ 

自

動

車 

小

型

動

力

付 

ポ

ン

プ

自

動

車 

消

防

ポ

ン

プ 

自

動

車 

小

型

動

力

付 

ポ

ン

プ

自

動

車 

消

防

ポ

ン

プ 

自

動

車 

小

型

動

力

付 

ポ

ン

プ

自

動

車 

消

防

ポ

ン

プ 

自

動

車 
小

型

動

力

付

１ 

ポ

ン

プ

自

動

車 

中  央 

消 防 署 
全域             

本 団 全域             

七 戸 

第 1 分 団 
七戸外             

七 戸 

第 2 分 団 
小川町外 1    1        

七 戸 

第 3 分 団 
舘野外             

七 戸 

第 4 分 団 
野々上外             

七 戸 

第 5 分 団 
倉岡外 1            

七 戸 

第 6 分 団 
西野外 1            

天 間 林 

第 1 分 団 
森ノ上外 1          1  

天 間 林 

第 2 分 団 
榎林外 1        1    

天 間 林 

第 3 分 団 
中野外             

天 間 林 

第 4 分 団 
花松外             

天 間 林 

第 5 分 団 
白石外             

天 間 林 

第 6 分 団 
二ツ森外 1  1          

天 間 林 

第 7 分 団 
甲田外 1      1      

計  7  1  1  1  1  1  

 

資料 １５ 消防水利整備計画 

区  分 現有数 
年次計画 

全体計画 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 

消火栓 
公 設 449       

私 設 11       

防火水槽 

40㎥未満 13       

40～100㎥未満 117       

100㎥以上        

その他の水利 28       

計 618       
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資料 １６ 町有無線設備 

◆固定系 

所     属 種 別 設置場所 管理部門 備  考 

呼出名称 

 ぼうさいしちのへこうほう 

（65.015MHz） 

 

親 局 ( 1 0 W ) 本庁舎 総務課  

遠 隔 制 御 局 
七戸支所 〃  

中央消防署   

送 受 信 装 置 本庁舎 〃  

屋
外
子
局
及
び
再
送
信 

１ 
七戸町役場（本庁舎屋

上） 
〃 屋外拡声方式 

２ 上原子 〃 〃 

３ 白石 〃 〃 

４ 尾山頭 〃 〃 

５ 坪 〃 〃 

６ 蒼前 〃 〃 

７ 曙 〃 〃 

８ 金木 〃 〃 

９ 小又 〃 〃 

１０ 道ノ上 〃 〃 

１１ 哘 〃 〃 

１２ 鳥谷部 〃 〃 

１３ 向中野・手代森 〃 〃 

１４ 森ノ上 〃 〃 

１５ 天間１ 〃 〃 

１６ 天間２ 〃 〃 

１７ 舟場向 〃 〃 

１８ 寺沢 〃 〃 

１９ 狐久保 〃 〃 

２０ 上野崎 〃 〃 

２１ 花松 〃 〃 

２２ 榎林１ 〃 〃 

２３ 榎林２ 〃 〃 

２４ 昭和 〃 〃 

２５ 二ツ森 〃 〃 

２６ 李沢・甲田 〃 〃 

２７ 支所（屋上） 〃 〃 

２８ 七戸中学校 〃 〃 

２９ 七戸小学校 〃 〃 

３０ 倉越児童公園 〃 〃 

３１ 川向集会所 〃 〃 

３２ 城南小学校 〃 〃 

３３ 上川目集会所 〃 〃 

３４ 道地生活改善センター 〃 〃 

３５ 
野々上生活改善センタ

ー 
〃 〃 

３６ 倉岡小学校 〃 〃 

３７ 見町配水場 〃 〃 

３８ 
作田川目生活改善セン

ター 
〃 〃 

３９ 西野 〃 〃 

４０ 荒熊内 〃 〃 

４１ 消防署 〃 〃 

４２－１ スキー場 〃 〃 

４２－２ スキー場再送信 〃 〃 

４３ 甲田下田坪 〃 〃 
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◆移動系 

所  属 局 種 別 呼 出 名 称 設 置 場 所 等 

（265.2125MHz） 基 地 局 （ 1 0 W ） ぼうさいしちのへ 基地局（本庁舎） 

移 動 局 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１７ 交通指導車 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１８ プリウス（Ｗ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１９ 博愛号 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２０ バネット 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２１ ラッシュ 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２２ 防犯車 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２３ プリウス（S） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２５ プラド（建設課） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２６ クロスロード 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２７ セレナ 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２８ ハイラックスサーフ 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３２９ パジェロ 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３０ セレナ（シルバー） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３１ ハイエース 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３２ バス１（コミュニティ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３３ コミュニティバス（黄） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３４ コミュニティバス（緑） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３５ シビリアン（七小兼コミュニティ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３６ 中型バス 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３７ スクールバス 17号車 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３８ スクールバス 18号車 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３３９ 七中スクール 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４０ コミュニティバス（ライトピンク） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４１ スクールバス 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４２ スクールバス 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４３ マイクロバス 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３５５ スポーツマイクロバス 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０１ プラド（消防指令車） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０２ 七戸第 1 分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０３ 七戸第２分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０４ 七戸第３分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０５ 七戸第４分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０６ 七戸第５分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０７ 七戸第６分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０８ 天間林第１分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３０９ 天間林第２分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１０ 天間林第３分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１１ 天間林第４分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１２ 天間林第５分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１３ 天間林第６分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１４ 天間林第７分団 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１５ 中央消防署１号車 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３１６ 中央消防署２号車 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４４ ロータリー除雪車 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４５ ７ｔダンプ（ＵＤ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４６ ７ｔダンプ（いすゞ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４７ 除雪ドーザ１１ｔ（日立） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４８ 除雪ドーザ 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３４９ 除雪グレーダ（ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３５０ ７ｔダンプ（三菱） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３５１ 除雪ドーザ１１ｔ（コマツ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３５２ 除雪ドーザ８ｔ（コマツ） 
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所  属 局 種 別 呼 出 名 称 設 置 場 所 等 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３５３ ２ｔダンプ（トヨタ） 

〃 車載（5W) ぼうさいしちのへ３５４ 小型ロータリー（開発工建） 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０１ 総務課１ 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０２ 総務課２ 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０３ 総務課３ 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０４ 消防団幹部１ 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０５ 消防団幹部２ 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０６ 中央消防署第 1隊 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０７ 中央消防署第 2隊 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０８ 町民課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４０９ 総務課５ 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１０ 農林課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１１ 保健福祉課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１２ 庶務課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１３ 建設課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１４ 上下水道課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１５ 商工観光課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１６ 学務課 

〃 携帯（5W) ぼうさいしちのへ４１７ 総務課４ 

〃 半固定（5W) ぼうさいしちのへ２００ 統制機能付半固定 

〃 半固定（5W） ぼうさいしちのへ１１９ 半固定（中央消防署） 

〃 半固定（5W） ぼうさいしちのへ２０１ 半固定（蛇坂車庫） 

〃 半固定（5W） ぼうさいしちのへ２０２ 半固定（本庁舎車庫） 
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資料 １７ 消防無線設備 

所 

属 

局種別 呼 出 名 称 

電波の形式、周波数 

空 中 線 電 力 設 （ 常 ） 置 場 所 

電  話  番  号 

予
備
電
源 

備 

考 形 式 
周波数 

(MHz) 
電 力 

中 
 
 

央 
 
 

消 
 
 

防 
 
 

署 

固定局 

基地局 
ちゅうぶしょうぼうほんぶ Ｆ３Ｅ 

150.07 

148.21 
１０Ｗ  有 

 
陸 上 

移動局 

ちゅうぶしょうぼう  １ 〃 〃 〃  無 

ちゅうぶしょうぼう  ２ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう  ３ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう  ４ 〃 〃 〃 七戸町荒熊内159-4 〃 

ちゅうぶしょうぼう  ５ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう  ６ 〃 〃 〃 消防本部 〃 

ちゅうぶきゅうきゅう １ 〃 〃 〃 ６２－３１４２ 〃 

ちゅうぶきゅうきゅう ２ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう ５１ 〃 〃 ５Ｗ 中央消防署 〃 

ちゅうぶしょうぼう ５２ 〃 〃 ３Ｗ ６２－３１４１ 〃 

ちゅうぶしょうぼう ５３ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう ５４ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう ５５ 〃 〃 ５Ｗ  〃 

ちゅうぶしょうぼう ５６ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう ５７ 〃 〃 ３Ｗ  〃 

ちゅうぶしょうぼう ５８ 〃 〃 〃  〃 

ちゅうぶしょうぼう ５９ 〃 〃 ５Ｗ  〃 

上 

北 

消 

防 

署 

固定局 

基地局 
しょうぼうかみきた Ｆ３Ｅ 

150.07 

148.21 
１０Ｗ  有 

 
陸 上 

移動局 

しょうぼうかみきた  １ 〃 〃 〃  無 

しょうぼうかみきた  ２ 〃 〃 〃 東北町大字上野 〃 

しょうぼうかみきた  ３ 〃 〃 ５Ｗ    上野124-1 〃 

しょうぼうかみきた  ４ 〃 〃 〃  〃 

かみきたきゅうきゅう １ 〃 〃 １０Ｗ 上北消防署 〃 

しょうぼうかみきた ５１ 〃 〃 ３Ｗ ５６－２１１９ 〃 

しょうぼうかみきた ５２ 〃 〃 〃  〃 

しょうぼうかみきた ５３ 〃 〃 ５Ｗ  〃 

しょうぼうかみきた ５４ 〃 〃 〃  〃 

しょうぼうかみきた ５５ 〃 〃 １Ｗ  〃 

東 
 

北 
 

消 
 

防 
 

署 
固定局 

基地局 
しょうぼうとうほく Ｆ３Ｅ 

150.07 

148.21 
１０Ｗ  有 

 
陸 上 

移動局 

しょうぼうとうほく  １ 〃 〃 〃  無 

しょうぼうとうほく  ２ 〃 〃 〃  〃 

しょうぼうとうほく  ３ 〃 〃 〃 東北町字塔ノ沢山１－４５２ 〃 

しょうぼうとうほく  ４ 〃 〃 １Ｗ  〃 

しょうぼうとうほく  ５ 〃 〃 〃 東北消防署 〃 

とうほくきゅうきゅう １ 〃 〃 １０Ｗ ０１７５－６３－２５２０ 〃 

しょうぼうとうほく ５１ 〃 〃 ３Ｗ  〃 

しょうぼうとうほく ５２ 〃 〃 ５Ｗ  〃 

しょうぼうとうほく ５３ 〃 〃 〃  〃 

しょうぼうとうほく ５４ 〃 〃 〃  〃 

しょうぼうとうほく ５５ 〃 〃 １Ｗ  〃 

しょうぼうとうほく ５６ 〃 〃 〃  〃 

しょうぼうとうほく ５７ 〃 〃 〃   
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資料 １８ 水防倉庫の備蓄場所 

［七戸地区］ 

倉 庫 名 所   在   地 規 模 管 理 者 設 置 年 度 

 

 
    

［天間林地区］ 

倉 庫 名 所   在   地 規 模 管 理 者 設 置 年 度 

天間林地区 

水防倉庫 
上北郡七戸町字森ノ上131-4 木造16㎡ 総務課長 昭和48年 

 

 

資料 １９ 水防倉庫の資機材備蓄状況 

［七戸地区］ 

器     材     名 資  材  名 

ス
コ
ッ
プ 

ツ
ル
ハ
シ 

掛
け
矢 

ハ
ン
マ
ー 

ペ
ン
チ 

斧 の
こ
ぎ
り 

か
ま 

ラ
イ
ト 

ビ
ニ
ー
ル
袋 

麻
袋 

な
わ 

照
明
器
具 

携
帯
無
線 

              

              

［天間林地区］ 

器     材     名 資  材  名 

ス
コ
ッ
プ 

ツ
ル
ハ
シ 

掛
け
矢 

ハ
ン
マ
ー 

ペ
ン
チ 

斧 の
こ
ぎ
り 

か
ま 

ラ
イ
ト 

ビ
ニ
ー
ル
袋 

麻
袋 

な
わ 

照
明
器
具 

携
帯
無
線 

10 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 

丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 台 袋 袋 丸 台 機 
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資料 ２０ 救助設備等の整備状況 

区  分 

一 般 救 助 器 具 重要物排除用器具 切 断 用 器 具 

か
ぎ
付
は
し
ご 

三
連
は
し
ご 

金
属
製
折
り
た
た
み
は
し
ご 

空
気
式
救
助
マ
ッ
ト 

救
命
索
発
射
銃 

救
命
用
縛
帯 

平
担
架 

油
圧
ジ
ャ
ッ
キ 

油
圧
ス
プ
レ
ッ
タ
ー 

可
搬
ウ
イ
ン
チ 

マ
ッ
ト
型
空
気
ジ
ャ
ッ
キ 

空
気
式
大
型
油
圧
ス
プ
レ
ッ
タ
ー 

油
圧
切
断
機 

エ
ン
ジ
ン
カ
ッ
タ
ー 

ガ
ス
溶
断
機 

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー 

鉄
線
カ
ッ
タ
ー 

空
気
銃 

空
気
式
大
型
油
圧
切
断
機 

中央消防署  ３ １  １ ３  １ １ １   １   ２    

 

区   分 

破壊用器具 測定用器具 呼吸保護用器具 隊 員 保 護 用 器 具 

万
能
斧 

ハ
ン
マ
ー 

削
岩
機 

ハ
ン
マ
ド
リ
ル 

可
燃
性
ガ
ス
測
定
器 

有
毒
ガ
ス
測
定
器 

酸
素
濃
度
測
定
器 

放
射
線
測
定
器 

空
気
呼
吸
器 

酸
素
呼
吸
器 

簡
易
呼
吸
器 

送
俳
風
機 

耐
電
手
袋 

耐
電
衣 

耐
電
ズ
ボ
ン 

耐
電
長
靴 

防
毒
衣 

耐
熱
服 

放
射
線
防
護
服 

中央消防署 ２ ２   １    11    １ １ １ １  ２  

 

区   分 

水 難 救 助 用 器 具 山 岳 救 助 

用 器 具 

そ の 他 の 救 助 用 器 具 

潜
水
器
具 

救
命
衣 

水
中
投
光
器 

救
命
浮
標 

浮
標 

救
命
ボ
ー
ト 

船
外
機 

水
中
ス
ク
ー
タ
ー 

投
光
器 

携
帯
拡
声
器 

携
帯
無
線
機 

応
急
処
置
用
セ
ッ
ト 

緩
降
機 

ロ
ー
プ
登
降
機 

エ
ア
ー
ツ
ー
ル 

リ
ン
グ
ブ
イ 

レ
ス
キ
ュ
ー
チ
ュ
ー
ブ 

登
山
器
具 

バ
ス
ケ
ッ
ト
型
担
架 

中央消防署  ４        １ ３ １ ９    １ ２ １ 

 

 

資料 ２１ 重機類の整備状況 

区   分 

ト
ラ
ッ
ク 

ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル 

パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル 

タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル 

ロ
グ
ロ
ー
ダ 

モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ 

ク
レ
ー
ン
車 

ロ
ー
ラ
ー 

ス
ク
レ
ー
バ
ー 

ホ
イ
ル
タ
イ
プ
ト
ラ
ク
タ
ー 

浮
グ
レ
ー
ン 

ト
レ
ー
ラ
ー 

リ
フ
ト
車 

作
業
車 

パ
ネ
ル
橋 

締
固
機
械 

数   量  

５ 

  

０ ９ 

 

３ 
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資料 ２２ 防災倉庫・防災資機材の整備状況 

整備状況(令和４年４月１日現在)  

資器材名 単位 
数   量 

七戸地区水防倉庫 天間林地区水防倉庫 その他 

スコップ 丁  10  

掛矢 丁    

掛鍬 丁    

ツルハシ 丁    

おの 丁    

鋸 丁    

鎌 丁  19  

片手ハンマー 丁    

ペンチ 丁    

たこ鎚 丁    

照明具 機    

丸太 本    

ビニール袋又は麻袋 枚    

縄・ロープ 丸    

鉄線 ㎏    

小車（又は運搬用具） 台    

むしろ又は ビニールシート 枚    

発電機 台    

ろ水器 台    

炊飯器 台    

給水タンク 基    

その他     
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資料 ２３ 緊急消防援助隊関係 

中部上北広域事業組合消防本部受援計画 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１ この計画は、中部上北広域事業組合消防本部（以下「消防本部」という。）が管轄する七戸町及

び東北町において、地震、水火災等による大規模な災害又は特殊な災害が発生し、消防組織法（昭

和 22 年法律第 226 号）第 39 条第 2 項の規定に基づく青森県消防相互応援協定（平成 28 年 3 月 1

日施行。以下「相互応援協定」という。）による応援又は同法第 44条の規定に基づく緊急消防援助

隊の応援等を受ける場合において、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27 年 3

月 31日付け消防広報第 74号。以下「要請要綱」という。）第 40条の規定に基づき、消防本部及び

応援隊が迅速かつ効果的に活動できる体制を確保するための必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２ 代表消防機関は、青森地域広域事務組合消防本部とする。 

２ 代表消防機関代行は、次の消防機関とする。 

なお、適用順位は原則として被災規模が小さいブロック代表消防機関とする。 

（１）弘前地区消防事務組合消防本部 

（２）八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 

３ 地域ブロック代表消防機関は、次に掲げるブロックを取りまとめる消防機関とする。 

地域 

ブロック 

地域ブロック 

代表消防機関 
地域ブロック内消防本部 

青森 
青森地域広域事務組合消防

本部 

青森地域広域事務組合消防本部 

北部上北広域事務組合消防本部 

下北地域広域行政事務組合消防本部 

弘前 
弘前地区消防事務組合消防

本部 

弘前地区消防事務組合消防本部 

五所川原地区消防事務組合消防本部 

つがる市消防本部 

鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部 

八戸 
八戸地域広域市町村圏事務

組合消防本部 

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 

十和田地域広域事務組合消防本部 

三沢市消防本部 

中部上北広域事業組合消防本部 

４ 前項までに定めるもののほか、用語については、別表第１のとおりとする。 

 

（連絡体制） 

第３ 緊急消防援助隊の受援に係る関係機関等の連絡体制は、次のとおりとする。 

（１）青森県内各消防本部は、別表第２のとおりとする。 

（２）青森県災害対策本部（以下「災対本部」という。）及び青森県内市町村災害対策本部は、別表第

３のとおりとする。 

（３）関係機関は、別表第４のとおりとする。 

２ 連絡方法は原則として有線電話、有線ＦＡＸ（これと併せて電子メールによっても可能とする。）
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及び防災情報ネットワーク（以下「有線ＦＡＸ等」という。）によるものとする。 

なお、有線途絶時は、主運用波、衛星携帯電話、地域衛星通信ネットワーク等を活用するものと

する。 

 

 

第２章 応援等の要請 

 

（応援等要請の基準） 

第４ 消防長は、災害により次に掲げる被害等が発生した場合、消防の応援等の必要性について判断

するものとする。 

（１）地震 

  ア 中高層建物の倒壊又は層破壊が発生している場合 

  イ 地震の揺れによる直接的な被害で３棟以上の民家の倒壊又は倒壊が見込まれる場合 

  ウ 地震に伴う土砂災害により、３棟以上の民家の倒壊又は倒壊が見込まれる場合 

  エ 火災、救助及び救急の未対応事案が発生している場合若しくは未対応事案の発生が見込まれ

る場合又は既に出動している事案のうち十分に対応できていない事案がある場合 

（２）風水害 

  ア 七戸川、坪川、又はそれらの支流の堤防が決壊した場合 

  イ 準市街地において、浸水深１．５ｍを超えている場合又は超えると見込まれる場合 

  ウ 土砂災害により、３棟以上の民家の倒壊又は倒壊が見込まれる場合 

  エ １１９番通報時にトリアージを実施し、人的被害のおそれがある事案のみに対応してもなお、

未対応事案が発生している場合若しくは未対応事案の発生が見込まれる場合又は既に出動し

ている事案のうち十分に対応できていない事案がある場合 

（３）火災 

  ア ３件以上の火災が同時に発生している場合 

  イ 危険物施設、特定防火対象物、住宅密集地等において大規模な火災が発生し、十分な対応が

困難と見込まれる場合又は当該火災出動により他の災害出動の対応が十分にできないと見込

まれる場合 

（４）上記以外の災害で、甚大な被害が見込まれる場合 

 

 （県内応援隊の応援要請の手続） 

第５ 被災地町長（以下「町長」という。）は、前第４に基づき応援等が必要であると判断した場合に

は、直ちに相互応援協定の規定に基づき、県内応援隊の応援要請を別図第１のとおり行うものとす

る。 

２ 町長は、前項の連絡を行う場合、災害の状況及び応援に必要な隊の種別、規模、活動場所等、応

援活動に必要な情報を付するものとする。 

 

 （緊急消防援助隊の応援等要請の手続） 

第６ 緊急消防援助隊の応援等要請の判断は、別に定める取決めに基づき行うものとし、当該要請に

係る連絡は、別図第２のとおり行うものとする。 
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２ 町長は、県内応援隊の出動が困難な場合又は県内応援隊のみでは十分な対応が困難と判断した場

合（被害の詳細が把握できず対応の可否を判断できない場合を含む。）は、青森県知事（以下「知

事」という。）に対して、緊急消防援助隊の応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するも

のとする。なお、この判断に当たって、必要に応じて代表消防機関の意見を聴くものとする。 

３   町長は、次に掲げる事項が明らかになり次第、知事に電話により連絡するものとする。詳細な災

害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階

で有線ＦＡＸ等により速やかに行うものとする。（要請要綱別記様式１－２） 

（１）災害の概況 

（２）出動が必要な区域や活動内容 

（３）その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

４ 町長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認めるときは、その旨及

び災害の状況を長官に直ちに電話により連絡するものとする。 

５ 町長は、知事に対して前２項の連絡ができない場合には、その旨を長官に直ちに電話により連絡

するものとし、前３項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細

な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した

段階でＦＡＸ等により速やかに行うものとする。（要請要綱別記様式１－２） 

６ この条に掲げる要請連絡については、町長の承認を得て、消防長が行うことができるものとする。

なお、中部上北広域事業組合管理者と連絡が取れない、又は取るいとまがないときは、要請連絡後、

様式第１号を使用し速やかに連絡するものとする。 

（１）消防長は前２項の要請連絡を行った場合、速やかに要請要綱別記様式１－２を使用し町長及び

代表消防機関に連絡するものとする。 

（２）消防長が不在又は連絡が取れない場合は、次の順で要請連絡を行うものとする。なお、県内応

援隊の要請についても同様とする。 

   ア 消防次長（又はいずれかの課長兼務） 

   イ 警防課長 

   ウ 予防課長 

   エ 庶務課長 

（３）町長及び消防長は要請連絡について相互に情報を共有するものとする。 

（４）消防長はこの条に掲げるもののほか、消防業務の特性及び活動内容等から、応援隊の受援等に

ついても、一義的にこれを主管するものとする。この場合において、消防本部と被災町は緊密な

連携を取らなければならない。 

 

（緊急消防援助隊の応援等決定通知等） 

第７ 応援等決定通知を受けた町長は、次の事項について知事に様式第２号により報告するものとす

る。なお、町長は、通信手段の途絶等により知事に連絡することができない場合、長官に直接報告

するものとし、事後に知事へ報告するものとする。 

（１）被害状況 

（２）緊急消防援助隊の応援を必要とする地域 

（３）緊急消防援助隊の任務 

（４）被災町進出拠点及びルート 
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（５）その他必要なこと 

 

（迅速出動等適用時の対応） 

第８ 町長は、要請要綱第５条に規定する緊急消防援助隊の出動準備又は要請要綱第 30条に規定する

緊急消防援助隊の迅速出動が適用となる次に掲げる事象が青森県内で発生した場合は、直ちに被害

状況の収集、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等の確認を行い、知事に対して報告するものとす

る。 

（１）最大震度６弱以上の地震が発生した場合 

（２）大津波警報が発表された場合 

（３）噴火警報（居住区域）が発表された場合 

 

 

第３章 受援体制 

 

（指揮本部の設置） 

第９ 消防長は、県内応援隊又は緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、応援隊の迅速かつ的確な

活動等に資するため、消防本部大会議室又は被災地の管轄消防署等に指揮本部を設置するものとす

る。 

２ 指揮本部長（以下「本部長」という。）は消防長をもって充てるものとする。 

３ 指揮副本部長（以下「副本部長」という。）は消防次長をもって充てるものとする。 

４ 指揮本部は、次の事務を行い、別図第３－２に掲げる業務を任務とする。 

（１）被害状況（ライフラインの状況、道路の通行可否を含む。）の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）県内応援隊又は緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他の受援に必要な事項に関すること。 

５ 本部長は必要に応じて被災地を管轄する消防署に現地指揮本部を設置するものとし、現地指揮本

部長に管轄消防署長を充てるものとする。 

６ 本部長は、前１項に掲げる施設が被災等により使用することができない場合は、被災町等と協議

のうえ、速やかに拠点となる代替施設を確保するものとする。 

７ 指揮本部は、被災町が行う災害対策、自衛隊、警察及びＤＭＡＴ等関係機関との活動調整を図る

ため、被災町災害対策本部と緊密に連携を図るものとする。 

８ 本部長は、災対本部及び地域ブロック代表消防機関並びに被災町災害対策本部と相互に協力し、

連携を図るものとする。 

９ 指揮本部の構成及び運用は別に定める中部上北広域事業組合消防本部指揮本部設置要領のとおり

とする。 

 

（現地指揮本部の設置） 

第 10 被災地の管轄消防署長は、管轄区域内において大規模災害等が発生した場合及び必要に応じて、

本部長の指示の下、直ちに消防署内に現地指揮本部を設置するとともに、当該管轄内の情報収集及

び応援隊との円滑な活動体制の確保等に努めるものとする。 



 

138 

２ 現地指揮本部長は、管轄区域内の消防活動における最高責任者として応援消防本部の消防隊を指

揮するものとする。 

３ 現地指揮本部長は、被害情報などについて、早期の情報収集に努め、速やかに指揮本部に報告す

るとともに、情報の共有化を図るものとする。 

４ 現地指揮本部は、災害における前進活動拠点となることから、被災地の管轄消防署職員の参集状

況及び活動隊の状況を常に把握し、投入された応援隊との活動調整及び必要資機材の提供等に努め

るものとする。 

５ 現地指揮本部長は、必要に応じて消防署職員を応援隊車両に同乗させるほか、消防団車両を先導

させるなど、円滑かつ迅速な対応に努めるものとする。 

６ 本部長又は現地指揮本部長は、被災地を管轄する消防署が被災等により使用することができない

場合は、被災町等と協議のうえ、速やかに拠点となる代替施設を確保するものとする。 

７ 現地指揮本部の設置、運営については、別に定める中部上北広域事業組合消防本部現地指揮本部

設置要領のとおりとする。 

 

（緊急消防援助隊の受入れ対応） 

第 11 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受けた場合、指揮支援本

部を設置する候補場所（消防本部大会議室又は被災地の管轄消防署等）を報告し、指揮支援本部の

設置場所が決定した際は、調整本部（調整本部が設置されない場合は災対本部。以下同じ。）と調

整の上、指揮支援隊を受入れるヘリコプター離着陸場所や当該離着陸場から指揮支援本部までの移

動手段の確保等を行うものとする。 

２ 指揮本部は、緊急消防援助隊到着までに、被害状況の集約、地図及び貸出し資機材の準備、派遣

する職員の調整を行うなど受入れ体制を整えるとともに、緊急消防援助隊到着後は、受入れ対応に

注力するものとする。 

３ 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、消防本部及び消防団

の活動状況、県内応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。 

４ 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、調整本部及び代表消防

機関に速やかにその任務に係る調整を求めるものとする。 

 

（緊急消防援助隊の進出拠点及び宿営場所） 

第 12 指揮本部は、災害の状況、道路の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し決定された進出拠点

及び宿営場所について調整本部から報告を受け、情報等の共有を図るものとする。 

２ 緊急消防援助隊の陸上進出拠点は別表第５及び別表第６のとおりとする。 

３ 緊急消防援助隊の宿営場所の候補地は、別表第７のとおりとする。 

 

（指揮本部員等の派遣） 

第 13 本部長は、情報収集、活動調整及び受入れ調整等のため、別表第８のとおり指揮本部員等を派

遣するものとする。 
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第４章 指揮体制及び通信運用体制 

 

（指揮体制等） 

第 14 本部長は、県内応援隊の指揮を行うとともに、緊急消防援助隊指揮支援本部長の補佐を受け緊

急消防援助隊の都道府県大隊及び各部隊（指揮支援部隊及び航空部隊を除く。）の指揮を別図第３

のとおり行うものとする。 

２ 本部長は、調整本部に航空運用調整班が設置されている場合には同班に対し、航空に係る活動要

請を行うものとする。 

３ 緊急消防援助隊の連絡体制は、要請要綱別記様式７のとおりとする。 

 

（通信運用体制） 

第 15 青森県内の無線通信運用体制は、別表第９のとおりとする。 

２ 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況は、別表第１０のとおりとする。 

 

（情報収集体制） 

第 16 指揮本部設置前の情報収集体制は次に掲げる各号とするほか、別図第４のとおりとする。 

（１）当務隊長は、通報状況や各報道機関等の受信機（ラジオ、テレビ）及び県防災ヘリコプター等

からの情報を常に収集し、消防本部へ報告するとともに、その共有化に努めるものとする。 

（２）被災地の管轄消防署長は、参集した職員から情報収集した内容を、消防長に対し様式第３号又

は任意の様式により報告するものとする。 

（３）消防長は、前号により収集した情報を様式第４号により被災町、青森県危機管理局消防保安課

及び代表消防機関並びに地域ブロック代表消防機関に情報提供するものとする。 

（４）消防本部職員は、報道機関等の発表する情報に留意し、状況把握に努めなければならない。 

２ 指揮本部設置後の情報収集体制は次に掲げる各号とするほか、別図第４のとおりとする。 

（１）本部長は、前１項の情報を指揮支援本部、県内応援隊指揮支援本部並びに調整本部及び被災町

災害対策本部に適宜情報提供し、情報等の共有を図るものとする。 

（２）現地指揮本部長は、常に情報を収集し、災害状況を様式第３号又は任意の様式により指揮本部

に報告するものとする。 

 

 

第５章 消防応援活動の調整等 

 

（任務付与） 

第 17 本部長又は本部長から委任を受けた者は、次に掲げる事項について、到着した県内応援隊及び

緊急消防援助隊に対して情報提供を行うとともに、様式第５号により任務付与するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 
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（６）地理及び水利の状況 

（７）燃料補給場所 

（８）その他活動上必要な事項 

 

（関係機関との活動調整） 

第 18 本部長は、被災町災害対策本部等において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関

間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて活動調整会議を開催するものとする。 

２ 本部長は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間における情報

共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとする。 

３ 現地合同調整所の指揮は、原則、災害現場の管轄消防署長又は管轄消防署長が指名した者が行う。 

４ 現地合同調整所の指揮者は、必要に応じて会議を開催し、次に掲げる事項について調整すること

とする。 

なお、指揮支援本部長と調整し、都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害

即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、都道府県大隊等の中の代表消

防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長、県内応援隊の代表者の中から必要な者を現地合同調

整所の会議に参画させるものとする。 

（１）役割分担 

（２）活動エリア 

（３）活動時間 

（４）活動の中止基準 

（５）検索救助活動におけるマーキングの手法 

（６）緊急避難等の合図 

（７）連絡手段 

（８）その他活動上、必要な事項 

 

 （応援隊との連携） 

第 19 被災地の管轄消防署長は、県内応援隊及び緊急消防援助隊と緊密に連携を図るため、別表第８

のとおり職員等を派遣するものとする。 

 

（資機材の貸出し及び地図の配布） 

第 20 指揮本部又は被災地の管轄消防署は、県内応援隊及び緊急消防援助隊に対してスピンドルドラ

イバー及びその他活動上必要な資機材を可能な範囲で貸し出すものとする。 

２ 管轄区域内の消火栓規格は、別表第１１のとおりとする。 

３ 指揮本部又は被災地の管轄消防署は、県内応援隊及び緊急消防援助隊に対して、必要に応じて次

に掲げる地図を配布するものとする。 

（１）広域地図（通行障害の情報を付記したもの） 

（２）住宅地図 

（３）ヘリコプターの離着陸場所位置図 

（４）燃料補給場所位置図 

（５）消防水利位置図 
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（６）物資等の調達可能場所位置図 

（７）救急搬送医療機関位置図 

 

（ヘリコプターの離着陸場等） 

第 21 ヘリコプターの離着陸場は、別表第１２及び別表第１３のとおりとする。 

２ 指揮本部は、ヘリベース指揮者と調整の上、必要がある場合は、別表第８のとおりフォワードベ

ース及びランディングポイントに安全管理員を派遣するものとする。なお、安全管理員は、原則、

当該フォワードベース、ランディングポイントを管轄する消防署の職員とする。 

 

（燃料補給場所） 

第 22 陸上隊の燃料補給可能場所は、別表第１４のとおりとする。 

２ 予防課は、陸上隊及び航空隊の燃料補給を行うことを目的として、消防法第 10条第 1項ただし書

の規定に基づく「危険物の仮貯蔵・仮取扱」の申請があったとき、速やかに手続を行うものとする。 

 

（物資等の調達） 

第 23 物資等の調達可能場所は、別表第１５のとおりとする。 

 

（救急告示医療機関） 

第 24 主な医療機関は、別表第１６のとおりとする。 

 

（緊急消防援助隊の部隊移動） 

第 25 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続は、別図第５又は別図第６のとおり行うものとする。 

２ 町長は、長官又は知事から緊急消防援助隊の部隊移動について意見を求められた場合は、知事に

対して要請要綱別記様式６－２により回答するものとする。 

 

（緊急消防援助隊の増隊要請） 

第 26 町長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急消防援助隊を増

隊する必要があると判断した場合には、知事に増隊が必要である旨を連絡するものとする。 

 

（被災町の誘導案内） 

第 27 本部長は、被災地における緊急消防援助隊等の円滑な活動に資するため、被災町及び被災町消

防団に案内人を配置することを求めることができるものとする。 

（１）被災町における案内人は、被災町職員のうちから町長が指名するものとする。 

（２） 被災町消防団における案内人は、被災町の団員のうちから消防団長が指名するものとする。 

（３）案内人は、進出拠点、現地指揮本部等の指定された活動拠点に集結するものとする。 

（４）現地指揮本部長は、案内人の役職及び氏名を聴取し、必要に応じて緊急消防援助隊等に同乗さ

せる等、効率的な活動が図られるよう調整等を行うものとする。 
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第６章 応援等の引揚げの判断 

 

 （県内応援隊の活動終了に関する連絡） 

第 28 町長は、県内応援隊からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を総合的に勘案し、

県内応援隊の活動終了を判断し、引揚げを決定するものとする。 

 

（緊急消防援助隊の活動終了に関する連絡） 

第 29 町長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を総合的に勘案

し、緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するも

のとするほか別図第７のとおりとする。 

 

（活動結果報告） 

第 30 本部長は、緊急消防援助隊活動報告書（要請要綱別記様式５）の内容について、調整本部から

提供を受け、活動状況等の記録を行い整理するものとする。 

２  現地指揮本部長は、青森県大隊長から相互応援協定に定める別記様式５により活動規模、活動結

果、活動予定そのほか必要な事項の活動報告を受け、本部長に報告するものとする。 

３ 本部長は、前項で受けた活動報告を様式第６号により管理者及び町長に報告するものとする。 

 

 

第７章 その他 

 

（情報共有） 

第 31 指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理

システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極的に活用し、緊急消防援助隊の活動等

について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活動状況について動画及び静止画による共有

に努めるものとする。 

（１）本部長は、要請要綱別記様式７により、消防庁、調整本部、指揮支援本部、県内応援隊指揮支

援本部及び後方支援本部との情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

 

（訓練） 

第 32 消防長は、原則年１回、受援訓練を消防本部内で実施するものとする。 

 

（受援計画の変更） 

第 33 消防長は、受援計画を策定又は変更した場合は、知事に報告するものとする。 

 

  附  則 

この計画は、令和３年１２月１日から施行する。 
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別表第１ 

用語の定義 

 

№ 用語 内容 備考 

1 法 
「消防組織法（昭和 22年 12月 23日法律第 226号）」をい

う。 
  

2 基本計画 

「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な

事項に関する計画（平成 16年２月６日消防震第９号）」を

いう。 

  

3 要請要綱 
「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27

年３月 31日消防広第 74号）」をいう。 
  

4 運用要綱 
「緊急消防援助隊の運用に関する要綱（平成 16年３月 26日

消防震第 19号）」をいう。 
  

5 
地域ブロック代表 

消防機関 

ブロック内の緊急消防援助隊に係る連絡及び調整の取りま

とめ行う消防本部をいう。 
  

6 ブロック 

都道府県大隊の迅速な出動及び効果的な後方支援活動を図

るため、都道府県内の消防本部をグループ分けしたものをい

う。 

  

7 応援等 災害が発生した市町村の消防の応援又は支援をいう。 法第 44条第１項 

8 長官 消防庁長官をいう。   

9 迅速出動 

法第 44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市

町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関

する措置要求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該

当条件を満たした場合に当該措置要求を行い、これに応じて

出動することをいう。 

要請要綱第２条（１７） 

10 調整本部 

被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区

域内の市町村が実施する措置の総合調整を円滑に実施する

ため、被災地の属する都道府県知事が設置する消防応援活動

調整本部をいう。 

法第 44条の２ 

要請要綱第１４条 

11 被災地消防本部 被災地を管轄する消防本部をいう。 運用要綱第２条(１) 

12 進出拠点 
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点

（一次的に集結する場所を含む。）をいう。 
運用要綱第２条(15) 

13 指揮支援部隊 

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊

急に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関

係のある都道府県知事等に伝達するとともに、被災地におけ

る緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援

活動を行うことを任務とする部隊をいい、統括指揮支援隊、

指揮支援隊及び航空指揮支援隊をもって編制することとし、

各隊の長はそれぞれ統括指揮支援隊長、指揮支援隊長及び航

空指揮支援隊長となる。 

基本計画 

第２章第５節１（１） 

14 指揮支援部隊長 

指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部

長又は調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における

緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をい

う。 

基本計画 

第２章第５節１(３) 

15 指揮支援本部 

被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに

緊急消防援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本

部に対する報告等を行うため、指揮支援隊長を本部長として

被災地に設置する本部をいう。 

運用要綱第 25条 

16 指揮支援隊長 

被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地に

おける緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする

者をいう。 

基本計画 

第２章第５節１(４) 

17 航空指揮本部 活動拠点ヘリベースの指揮本部をいう。 運用要綱第２条(４） 

18 
活動拠点ヘリベー

ス 

被災地（被災地の周辺地域を含む）における航空機を用いた

消防活動の拠点をいう。 
運用要綱第２条(４) 

19 フォワードベース 

被災地近傍の飛行場外離着陸場等で、離着陸、給油、人員の

乗降、装備・物資等の積み降ろしが可能な拠点をいう。ヘリ

ベースに都度帰投することなく、航空活動を安全かつ効率的

に継続することを目的として設置され、補給点・給油点など

に使用する臨時離着陸場を対象とする。 
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№ 用語 内容 備考 

20 ヘリベース指揮者 
航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行う

者をいう。 

基本計画 

第２章第５節１(５) 

21 航空指揮支援本部 

受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の

活動調整、航空に係る緊急消防援助隊の安全管理、調整本部

に対する報告等を行うため、航空指揮支援隊長を本部長とし

て航空指揮本部と同一の場所に設置する本部をいう。 

運用要綱第 26条 

22 航空指揮支援隊長 

ヘリベース指揮者を補佐し、及びヘリベース指揮者の指揮を

受け被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動を管

理することを任務とする者をいう。 

基本計画 

第２章第５節１(５) 

23 都道府県大隊長 

都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮支援隊

長の管理を受け、被災地における都道府県大隊の活動を管理

することを任務とする者をいう。 

基本計画 

第２章第２節３ 

24 統合機動部隊 

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地におい

て消防活動を緊急に行うことともに、都道府県大隊が後続す

る場合に当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収

集及び提供を行うことを任務とする部隊をいう。 

基本計画 

第２章第５節２ 

25 

エネルギー・産業基

盤災害即応部隊（ド

ラゴンハイパー・コ

マンドユニット） 

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の

立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消

防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。 

基本計画 

第２章第５節３ 

26 NBC災害即応部隊 

ＮＢＣ災害（緊急消防援助隊に関する政令（平成 15年８月

29日政令第 379号）第１条に規定する原因により生ずる特殊

な災害をいう。）に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速

かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。 

基本計画 

第２章第５節４ 

27 
土砂・風水害機動 

支援部隊 

土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、

重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務

とする部隊をいう。 

基本計画 

第２章第５節５ 

28 陸上隊 航空指揮支援隊、航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。   

29 航空隊 
法第 30条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空

機を用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。 
運用要綱第２条(11) 

30 部隊移動 

法第 44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、

被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府

県をまたいで別の被災地へ出動すること、又は法第 44条の

３の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地におい

て既に行動している緊急消防援助隊が当該都道府県内の別

の被災地に出動することをいう。 

要請要綱第２条（２１) 

31 現地合同調整所 

自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等、関係期間における

情報共有及び活動調整等を行うため指揮者が設置するもの

をいう。 

運用要綱第 29条 
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別表第２ 

陸上隊進出拠点（第二次進出拠点）一覧表 

管轄消防本部 

（受入方面） 
ルート 

所在地 

目標物・名称 

座標（北緯） 面積

（㎡） 

車両

駐車

台数 

責 任 者 
連絡先（昼･夜間） 

座標（東経）   電話番号 ＦＡＸ番号 

中部上北消防

本部 （七戸町） 
国道４号 

七戸町字大沢 48-8 

県営農大学校（敷地内） 

40 43 17 
600,000 100 青森県知事 

昼 0176-62-3111 0176-62-3986 

141 9 37 夜 0176-62-3111 0176-62-6245 

中部上北消防

本部 （七戸町） 

国道４号道の駅しちのへ交差点

を西へ～運動公園左折の看板を

左折し直進 

七戸町字鶴児平 1-108 

七戸町総合運動公園（敷地内） 

40 42 18 
50,660 100 七戸町長 

昼 0176-62-2111 0176-62-6245 

141 7 48 夜 0176-62-2111 0176-62-6245 

中部上北消防

本部 （七戸町） 

国道４号薬王堂青森天間林店交

差点を東へ直進 

七戸町字森ノ上 16-4 

七戸町立天間林中学校（敷地内） 

40 44 45 
30,000 100 七戸町長 

昼 0176-58-7775 0176-58-7776 

141 10 14 夜 0176-68-2111 0176-68-2804 

中部上北消防

本部 （七戸町） 

国道４号～県道 173号東北町乙

供方面へ 

七戸町字中野 16-1 

七戸町中央公園 

40 44 19 
100,000 200 七戸町長 

昼 0176-69-1111 0176-69-1112 

141 9 56 夜 0176-68-2111 0176-68-2804 

中部上北消防

本部 （東北町） 

上北自動車道東北ＩＣ～県道121

号を東へ 

東北町大字大浦字明堂向 106-91 

東北町南総合運動公園 

40 43 4 
153,540 200 東北町長 

昼 0176-56-3111 0176-56-3110 

141 15 6 夜 0176-56-3111 0176-56-3110 

中部上北消防

本部 （東北町） 

県道８号～国道 394号～ 

東北町Ａコープを東進 

東北町字外蛯沢前平 79-47 

東北町北総合運動公園 

40 46 34 
302,660 200 東北町長 

昼 0176-56-3111 0176-56-3110 

141 14 24 夜 0176-56-3111 0176-56-3110 

中部上北消防

本部 （東北町） 

国道 4号～県道 8号（八戸野辺地

線） 

東北町字家ノ下 61-50 

旧東北町立千曳小学校グランド 

40 48 51 
33,640 100 東北町長 

昼 0176-56-3111 0176-56-3110 

141 7 44 夜 0176-56-3111 0176-56-3110 
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別表第３ 

宿営場所候補地 

名称 所在地 

座標（北緯） 面積 土地の 水道 トイレ 
車両

駐車 
所有者・ 

管理者 

連絡先（昼・夜間） 

度 分 秒 （㎡） 状況 
有・

無 

設置

個所

数 

有・

無 

設置

個所

数 

可能

台数 
  電話番号 FAX番号 

県営農大学校 七戸町字大沢 48-8 
40 43 17 

600,000 土 有 2 有 2 100 青森県知事 
昼 0176-62-3111 0176-62-3986 

141 9 37 夜 0176-62-3111 0176-62-3986 

町立天間林中学校 七戸町字森ノ上 16-4 
40 44 45 

30,000 土 有 3 有 3 100 七戸町長 
昼 0176-58-7775 0176-58-7776 

141 10 14 夜 0176-68-2111 0176-68-2804 

七戸町中央公園 七戸町字中野 16-1 

40 44 19 

100,000 

土 

有 3 有 3 200 七戸町長 

昼 0176-69-1111 0176-69-1112 

141 9 56 
アスフ

ァルト 
夜 0176-68-2111 0176-68-2804 

七戸町総合運動公園 七戸町字鶴児平 1-108 
40 42 18 

124,000 土・芝 有 3 有 3 100 七戸町長 
昼 0176-62-2111 0176-62-6245 

141 7 48 夜 0176-62-2111 0176-62-6245 

東北町南総合運動公園 
東北町大字大浦字明堂

向 106-91 

40 43 1 

153,540 

土 

有 3 有 3 200 東北町長 

昼 0176-56-3111 0176-56-3110 

141 15 22 
アスフ

ァルト 
夜 0176-56-3111 0176-56-3110 

東北町北総合運動公園 
東北町字外蛯沢前平

79-47 

40 46 34 
302,660 芝 有 3 有 3 200 東北町長 

昼 0176-56-3111 0176-56-3110 

141 14 24 夜 0176-56-3111 0176-56-3110 
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別表第４ 

受援に係る派遣先 

派遣先・担当業務 派遣期間 
派遣調整 

責任者 
担当所属 携行品 備考 

指揮支援隊 送迎員  

（ヘリコプター離着陸場→指揮支援本部） 

ヘリ輸送による

到着時のみ 

本部長 

警防課 

□携帯電話（             ） 

□消防無線（携帯型）（       ） 

□誘導棒 

２名派遣（内１名は、消防士長以上） 

  

  

都道府県調整本部 リエゾン 

・調整本部の運営 

・活動状況の共有 

・指揮本部との連絡調整 

・関係機関との調整 

応援等要請 

～調整本部廃止 

 

２４時間派遣 

予防課 

□携帯電話（             ） 

□都道府県、消防本部受援計画 

□管内地図 

□ノートＰＣ 

□ベスト（所属名入り） 

（事前派遣指名者） 

災害初期は２名派遣（内１名は消防士長以上） 

  

  

被災町災害対策本部 リエゾン 

 

・被災町災害対策本部の運営 

・活動状況の共有 

・指揮本部との連絡調整 

・関係機関との調整 

被災町災害対策

本部設置後 

～活動終了 

 

２４時間派遣 

被災地 

管轄消防

署長 

被災地 

管轄消防

署長 

□携帯電話（             ） 

□消防無線（携帯型）（       ） 

□都道府県、消防本部受援計画 

□管内地図 

□ベスト（所属名入り） 

（事前派遣指名者） 

被災町消防署 署員 

災害初期は２名派遣（内１名は消防司令補以上） 

  

  

進出拠点 連絡員 

 

・隊名、規模、連絡先の確認 

・被害状況伝達 

・活動場所の指示 

・活動場所、宿営場所までの経路伝達 

都度 

被災地 

管轄消防

署長 

被災町 

管轄消防

署 

□受付用テント、机 

□携帯電話（             ） 

□消防無線（携帯型）（       ） 

□都道府県、消防本部受援計画 

□管内地図 

□ベスト（所属名、役割入り） 

□誘導棒 

□照明器具 

□カメラ 

２名派遣（内１名は消防士長以上） 

町職員 

消防団員 

宿営場所 連絡調整員 

・宿営施設との現地調整 

・受入れ後の施設の説明 

・配置レイアウト案の提示  

緊援隊到着前～

引揚げ 

被災地 

管轄消防

署長 

被災地 

管轄消防

署長 

□携帯電話（             ） 

□消防無線（携帯型）（       ） 

□都道府県、消防本部受援計画 

□管内地図、宿営場所見取図 

□ベスト（所属名、役割入り） 

□誘導棒 

□照明器具 

□カメラ 

災害初期は２名派遣（内１名は消防士長以上） 
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派遣先・担当業務 派遣期間 
派遣調整 

責任者 
担当所属 携行品 備考 

現地指揮所 連絡調整員 

・活動場所までの誘導 

・現地合同調整所との連絡調整 

・緊急消防援助隊及び各関係機関の活動支援 

・情報共有（支援情報共有ツール等） 

・地図、資機材の貸出し 

各隊の 

活動中 

被災地 

管轄消防

署長 

被災地 

管轄消防

署長 

□携帯電話（             ） 

□消防無線（携帯型）（       ） 

□被災現場地図 

□ベスト（所属名、役割入り） 

□誘導棒 

□カメラ 

□貸出し用地図、資機材 

各現地指揮所（都道府県内応援隊、緊急消防援

助隊の大隊・各部隊）に２名派遣（内１名は消

防士長以上） 

  

  

  

救急隊、救急小隊 連絡調整員 

・現場、搬送先医療機関までの案内 

・搬送先医療機関の選定 

各隊の 

活動中 

□携帯電話（             ） 

□消防無線（携帯型）（       ） 

□感染防止衣 

救急隊（都道府県内応援隊）、救急小隊（緊急

消防援助隊）に職員１名を同乗させる。 

  

  

フォワードベース、ランディングポイント 

安全管理員 
都度 

被災地 

管轄消防

署長 

被災地 

管轄消防

署長 

□携帯電話（             ） 

□消防無線（携帯型）（       ） 

□誘導棒 

航空指揮本部と調整の上、必要に応じて配置 
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別表第５ 

無線通信運用体制 

1 使用無線一覧 

対象範囲 使用無線チャンネル 備考 

調整本部 

市町村災害対策本部 

指揮本部 

県防災行政無線   

調整本部 

指揮本部 

指揮支援本部 

緊急消防援助隊各大隊本部 

緊急消防援助隊各部隊の指揮隊 

統制波１ 

【無線統制】指揮支援部隊長 

 

※指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複

数に分離する必要がある場合は、統制波２又は統制波３の

いずれかから使用波を指定する。 

都道府県内応援隊各隊間 

主運用波○ 

 

※自都道府県に割り

当てられた主運用波 

【無線統制】都道府県内応援隊の代表者 

 

※同一の主運用波を使用する緊急消防援助隊各大隊・各部

隊が近接して活動し、無線が輻輳している場合は、指揮支

援本部長に使用波の調整を依頼する。 

緊急消防援助隊各隊間 

主運用波○ 

 

※各都道府県ごとに

指定された主運用波 

【無線統制】都道府県大隊長、都道府県各部隊の指揮隊長 

 

※同一の主運用波を使用する緊急消防援助隊各大隊・各部

隊が近接して活動し、無線が輻輳している場合は、指揮支

援本部長に使用波の調整を依頼する。 

各隊員相互 署活動用無線 
緊急消防援助隊は、移動範囲を全国としている場合のみ使

用可。 

※ 通信は、必要最小限度にとどめるものとする。 

 

２ 県内消防本部 署活動用無線周波数一覧 （実際に使用している周波数のみ記載） 

消防本部名 
周波数名称 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 

青森地域広域事務組合 

消防本部 
○ ○                               

弘前地区消防事務組合 

消防本部 

 
 

 
 

 
 

○ ○ 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

八戸地域広域市町村圏事

務組合消防本部 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

五所川原地区消防事務組

合消防本部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○ ○   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十和田地域広域事務組合 

消防本部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○ ○ 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北部上北広域事務組合 

消防本部 

 
 

 
 

 
 

 
 

    ○ ○ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中部上北広域事業組合 

消防本部 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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調整本部 統括指揮支援隊

県庁

統括本部 指揮支援本部

消防本部・市町村

指揮隊

中隊

小隊

都道府県大隊・各部隊

中隊

小隊

指揮隊

中隊

小隊

中隊

小隊

都道府県大隊・各部隊

指揮隊

中隊

小隊

県内応援隊

中隊

小隊

統１

統１
統１

統１

統１統１

統２・３統２・３
統２・３

主△

主△

主△主○主○

主○

主□主□

主□

防災行政無線

航空波

【凡例】

：統制波

：主運用波

無線運用イメージ図 
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別表第６ 

消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況 

消防本部名 基地局名称・住所・座標 
送信 

出力 

統制波の 

切替方式 

基地局折り返し機能 

の起動方法 

当該基地局を 

直接遠隔操作できる 

場所・連絡先 

調整本部接続機能 

備考 直接

接続 

の可

否 

指令センター経由で

の接続 

  
指令センター名

称連絡先 
 

中部上北広域

事業組合 

消防本部 

青森県上北郡七戸町字荒熊内 159-4       

N40度 42分 54秒 E141度 09分 20秒 
10Ｗ 

受信:１波同時 

送信:１波同時 

移動局からの送信に

対して、応答のタイミ

ングで折り返しが起

動する。 

遠隔操作不可能             

（遠隔制御器未設置） 
☓ ☓     

青森県上北郡東北町字塔ノ沢山 1-494       

N40度 46分 42秒 E141度 13分 12秒 
10Ｗ 

受信:１波同時 

送信:１波同時 

青森県上北郡東北町字太田平 41-450       

N40度 52分 21秒 E141度 12分 51秒 
10Ｗ 

受信:１波同時 

送信:１波同時 

青森県上北郡東北町字船ケ沢 66-41       

N40度 45分 38秒 E141度 18分 59秒 
10Ｗ 

受信:１波同時 

送信:１波同時 
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別表第７ 

消火栓規格一覧表 

市町村名 

規          格 

その他必要事項 地上式 ス  ピ  ン  ド  ル  規  格   

地下式 放   水   口   規   格 

七戸町 地上式 
スピンドル 四角 ３５～３９ｍｍ 

放水口   町野式 ６５ｍｍ 
パイプレンチ等で開閉可能 

東北町 

地上式 
スピンドル 四角 ３５～３９ｍｍ 

放水口   町野式 ６５ｍｍ 
パイプレンチ等で開閉可能 

地下式 
スピンドル 四角 ３５～３９ｍｍ 

放水口   町野式 ６５ｍｍ 
Ｔ型レンチ等で開閉可能 
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別表第８ 

消防本部管内 防災ヘリ離着陸場 

市町村 名  称 所在地 
座標（北緯） 座標（東経） 地表面 管 理 連絡先 

度 分 秒 度 分 秒   電話番号 ＦＡＸ番号 

七戸町 七戸町七戸運動公園サッカー場 
上北郡七戸町字鶴児平

１－１０８ 
40 42 20 141 07 50 

芝地 

（サッカー場） 
七戸町役場 生涯学習課 0176-62-9702 0176-62-6256 

 

七戸町 天間林中学校野球場 
上北郡七戸町字森ノ上

１６－４ 
40 44 43 141 10 19 

芝地 

（野球場） 
七戸町役場 学務課 0176-62-9701 0176-62-6256 

 

 

東北町 東北町南総合運動公園わんぱく広場 
上北郡東北町大字上野

字堤向７３－１ 
40 43 15 141 15 07 

芝地 

（多目的広場） 

東北町役場 

東北町教育委員会スポー

ツ振興課 

0175-63-3500 0175-63-4477 

 

 

東北町 東北町北総合運動公園多目的広場 
上北郡東北町字外蛯沢

前平７９番地４７ 
40 46 58 141 14 24 

芝地 

（多目的広場） 

東北町役場 

東北町教育委員会スポー

ツ振興課 

0175-63-3500 0175-63-4477 
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別表第９ 

消防本部管内 ドクターヘリ離着陸場 

名称 
地図 

ページ 
所在地 連絡先 TEL 所有者又は管理者 地表面 注意事項 空域 

ヘリ

GPS 

七戸 01  七戸運動公園サッカー場 46-D5 上北郡七戸町字鶴児平１－１０８ 0176-62-970２ 
七戸町役場 生涯学習課 

0176-62-970２ 
芝地 

冬期間は、駐車場

のみ使用可能 
  7001 

七戸 02  天間林中学校屋外運動場 46-F3 上北郡七戸町字森ノ上１６－４ 0176-58-7775 
七戸町役場 学務課 

0176-62-9701 
芝地     7002 

七戸 03  七戸高校 46-E6 上北郡七戸町字舘野 47-31 0176-62-4111 七戸高校 0176-62-4111 土／草地 要散水   7003 

七戸 04  七戸町営スキー場 46-C6 上北郡七戸町字左組地内 0176-62-5612 
七戸町役場 商工観光課 

0176-62-2137 
      7004 

七戸 05  わんだむらんど 54-C1 上北郡七戸町字山舘 30-30 0176-62-9030 
七戸町役場 商工観光課 

0176-62-2137 

アスファ

ルト 
    7005 

七戸 06  旧野々上小中学校 54-E2 上北郡七戸町字中村 55-88 0176-68-2117 
七戸町役場財政課 

0176-68-2117 
土 要散水   7006 

七戸 07  森林公園キャンプ場 46-B1 上北郡七戸町字志茂川原 224 0176-68-4585  
七戸町役場財政課 

0176-68-2117 
芝地     7007 

七戸 08  哘集会所 46-D3 上北郡七戸町字哘平 47-20 0176-68-3115 
七戸町役場財政課 

0176-68-2117 
土・芝地 電線注意   7008 

七戸 09  青森県営農大学校 46-E5 上北郡七戸町字大沢４８－８ 0176-62-3111 青森県営農大学校  草地 

周囲に立木、南側

電柱、架線、北側

に牧場あり 

  7009 

七戸 10  四ケ村集会所 46-G4 上北郡七戸町字花松林ノ根 35－１ 0176-68-2117 
七戸町役場財政課 

0176-68-2117 
土 要散水   7010 

七戸 12  七戸町役場蛇坂車庫 46-E5 上北郡七戸町字蛇坂 57-24 0176-68-211１ 
七戸町役場財政課 

0176-68-2117 
砂利 

東側に約 30m高

圧電線。冬季、除

雪可。 

  7012 

東北 01  東北町南総合運動公園わんぱ

く広場 
47-A5 

上北郡東北町大字上野字堤向７３－

１ 
0176-56-5553  

東北町役場スポーツ振興課

0175-63-3500  
芝・土 

状況で要散水、三

沢管制圏直近 
  7101 

東北 02  東北町北総合運動公園多目的

広場 
47-A2 

上北郡東北町字内蛯沢道ノ上９６番

地２ 
0175-63-3500 東北町役場スポーツ振興課  芝地     7102 

東北 03  東北中学校グラウンド 46-H1 上北郡東北町字字塔ノ沢山１ 0175-63-2620 東北中学校 0175-63-2620 土 要散水   7103 

東北 04  小川原湖青年の家駐車場 47-B6 
上北郡東北町大字大浦字道ノ下

104-6 
0176-56-2393 小川原湖青年の家 

アスファ

ルト 

駐車車両に注意、

除雪あり、三沢管

制圏内 

W4 7104 

東北 05  小川原湖レークハウス駐車場 47-B4 上北郡東北町大字上野字南谷地 0176-58-1122 （株）小川原湖（道の駅お アスファ 駐車車両に注意、 WNW4 7105 
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名称 
地図 

ページ 
所在地 連絡先 TEL 所有者又は管理者 地表面 注意事項 空域 

ヘリ

GPS 

273-1 がわら湖）0176-58-1122 ルト 除雪あり、三沢管

制圏内 

東北 06  旧第一小学校 46-G5 上北郡東北町大字大浦字二津屋 16-4 0176-56-3111 
東北町役場総務課 

0176-56-3111 
土 要散水   7106 

東北 07  旧小川原小学校 47-C5 上北郡東北町大字大浦字舘野 41-3 0176-56-3111 
東北町役場総務課 

0176-56-3111 
土 

要散水、三沢管制

圏内 
W4 7107 

東北 08  美須々地区生涯学習センター 40-A1 上北郡東北町字ガス平 1 0175-68-2054 
東北町役場 中央公民館 

0175-63-2741 
芝地   PCA 7108 

東北 09  淋代地区生涯学習センター 39-G3 上北郡東北町字高森 12 0175-68-2055 
東北町役場 中央公民館 

0175-63-2741 
土 要散水 PCA 7109 

東北 10  旧千曳小学校 39-D5 上北郡東北町字家ノ下夕 61-50 0176-56-3111 
東北町役場総務課 

0176-56-3111 
土 要散水   7110 

東北 11  旧水喰小学校 40-B5 上北郡東北町字切左坂道ノ上 38 0176-56-3111 
東北町役場総務課 

0176-56-3111 
土 要散水 PCA 7111 

東北 12  わかさぎ公園 40-C5 上北郡東北町字沼添左ノ平 0176-56-4148 
東北町役場 商工観光課 

0176-56-4148 
芝地 

場合によっては、

人の排除が必要 
PCA 7112 

東北 13  寒水地区生涯学習センター 39-H6 上北郡東北町字寒水下モ 42-6 0175-63-2989 
東北町役場中央公民館 

0176-63-2741 
土 要散水   7113 

東北 14  甲地小学校 47-B2 上北郡東北町字往来ノ下 50 0175-62-2011 
東北町役場学務課 

0176-56-3111 
土 要散水   7114 

東北 15  小川原湖湖水浴場駐車場 47-B4 上北郡東北町大字上野南谷地 271-1 0176-58-1122 
（株）小川原湖（道の駅お

がわら湖）0176-58-1122 

アスファ

ルト 
  WNW4 7115 
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別表第１０ 

燃料補給可能場所一覧表 

事業所名 所在地 
座標（北緯） 

営業日時 
燃料の 

種類 

貯蔵量 昼 連絡先 貯蔵場所以外への調達 災害対応

型給油所 
買掛 

石商加

盟の有

無 座標（東経） （L) 夜 電話番号 の可否・方法又はルート 

太陽石油 七戸町字影津内 36 
40 41 59 年中無休 ガソリン 12,000  昼 0176-62-3239 タンクローリーで軽油運

搬可能 
× ☓ 有 

141 9 35 06:00～19:00 軽油 10,000  夜 0176-62-3239 

（株）エコー     

七戸給油所 
七戸町字夏焼 21-43 

40 40 36 
年中無休（元日～3

日除く) 
ガソリン 15,300  昼 0176-62-2003 タンクローリーで軽油運

搬可能 
× ☓ 有 

141 8 0 08:00～17:00 軽油 19,200  夜   

照井石油 
七戸町字森ヶ沢

215-1 

40 44 57 年中無休(元旦除く) ガソリン 24,750  昼 0178-68-2240 タンクローリーで軽油運

搬可能 
× ☓ 無 

141 9 11 07:00～21:00 軽油 12,750  夜 080-2818-8308 

(有)ミュー八甲田

石油 天間林南店 

七戸町字森ヶ沢

212-3 

40 44 54 年中無休(元旦除く) ガソリン 19,200  昼 0176-68-4181 タンクローリーで軽油運

搬可能 
〇 〇 有 

141 9 14 07:00～20:00 軽油 9,600  夜   

(有)ミュー八甲田

石油 天間林店 

七戸町字金沢平

418-5 

40 45 22 年中無休(元旦除く) ガソリン 23,750  昼 0176-68-2401 タンクローリーで軽油運

搬可能 
〇 〇 有 

141 8 57 07:00～20:00 軽油 14,750  夜   

(株)工藤組 みち

のく天間林給油所 

七戸町字後平

150-238 

40 47 15 年中無休(元旦除く) ガソリン 30,000  昼 0176-27-1357 タンクローリーで軽油運

搬可能 
〇 〇 有 

141 8 50 07:00～19:00 軽油 30,000  夜 090-1064-6893 

あぐりサービス

（株）天間林給油所 
七戸町字森ノ上 209 

40 44 43 
年中無休(元日～3

日除く) 
ガソリン 48,000  昼 0178-68-2202 タンクローリーで軽油運

搬可能 
× 〇 無 

141 9 21 07:30～19:00 軽油 18,000  夜   

岡山石油      

上北給油所 

東北町上北北三丁

目 33-123 

40 43 44 年中無休(元旦除く) ガソリン 19,200  昼 0176-56-2076 タンクローリーで軽油運

搬可能 
× 〇 有 

141 15 24 07:00～18:00 軽油 9,500  夜 0176-56-5388 

蛯名石油 
東北町旭北一丁目

646 

40 43 58 年中無休(元旦除く) ガソリン 19,000  昼 0176-56-2121 タンクローリーで軽油運

搬可能 
× 〇 有 

141 16 12 07:00～19:00 軽油 9,500  夜 0176-56-2007 

（有）ナガサキ 
東北町字塔ノ沢山

65-3 

40 47 35 月～土(元旦除く) ガソリン 40,000  昼 0175-63-3883 タンクローリーで軽油運

搬可能 
× 〇 有 

141 12 21 07:00～18:30 軽油 20,000  夜   

蛯沢燃料 東北町字赤川道 16 
40 46 26 

月～土(元日～3日

除く) 
ガソリン 19,200  昼 0175-63-4064 タンクローリーで軽油運

搬可能 
〇 〇 有 

141 13 32 07:30～18:30 軽油 19,200  夜 0175-63-2853 
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別表第１１ 

食糧等物資調達可能場所一覧表 

消防本部 物資の種類 調達先名称 所在地 
座標（北緯） 

営業日時 
連絡先（昼・夜間） 

座標（東経）   電話番号 FAX番号 

七戸町 

食 糧 イオン七戸十和田駅前店 七戸町字荒熊内 67-990 
40 43 7 年中無休 昼 0176-60-1777   

141 9 18 07:00～21:00 夜     

食 糧 マエダストア七戸店 七戸町字笊田 81-2 
40 41 57 年中無休（元旦除く） 昼 0176-27-1500   

141 10 7 09：00～21：00 夜     

医薬品 薬王堂青森七戸店 七戸町字笊田川久保 18 
40 41 47 年中無休（元旦除く） 昼 0176-62-3344   

141 9 39 08：00～22：00 夜     

医薬品 薬王堂青森天間林店 七戸町字森ノ上 130-44 
40 44 34 年中無休（元旦除く） 昼 0176-51-0231   

141 9 25 08：00～22：00 夜     

物 資 コメリハード＆グリーン七戸店 七戸町字笊田 78-1 
40 41 55 年中無休（元旦除く） 昼 0176-60-8221   

141 10 9 09：00～20：00 夜     

東北町 

食 糧 マエダストア乙供店 東北町字乙供 40-20 
40 46 26 年中無休（元旦除く） 昼 0175-65-5160   

141 12 38 09：00～21：00 夜     

食 糧 ユニバース上北町店 東北町旭北一丁目 680-1 
40 44 0 年中無休（元旦除く） 昼 0176-56-2225   

141 16 2 09：00～22：00 夜     

医薬品 薬王堂青森乙供店 東北町字上笹橋 37-8 
40 46 54 年中無休（元旦除く） 昼 0175-63-3552   

141 12 52 09：00～22：00 夜     

医薬品 薬王堂青森上北店 東北町旭南二丁目 324-1 
40 43 47 年中無休（元旦除く） 昼 0176-56-4388   

141 16 24 09：00～22：00 夜     

物 資 コメリハード＆グリーン東北店 東北町大字上野字北谷地 39-205 
40 44 25 年中無休（元旦除く） 昼 0176-58-1135   

141 15 34 09：00～20：00 夜     

 

救急告示医療機関一覧表 

病院名 所在地 電話番号 救急対応科目 病床数 
自家発

電の有 
経営主体 

公立七戸病院 上北郡七戸町字影津内 98-1 ０１７６－６２－２１０５ 
内科・小児科・外科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉

科・皮膚科・脳神経外科 
110 有 

市町村・一部

事務組合 
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被災地町長

知事又は 被災地町長

　知事

　　　青森県消防相互応援協定

大
津
波
警
報
の
発
表

１
０
ｍ
超

※対応の迅速性を確保するため、被災地消防本部、ブロック代表消防機関、代表消防機関及び青森県については随時連絡を取り合い、情報共有につとめること

緊急消防援助隊 ＋

編成可能な青森県消防相互応援隊

青森県消防

相互応援隊

ブロック・

他ブロック・

県内応援

第１要請で対応可能

（同一地域ブロック内）

第２要請で対応可能

（他地域ブロック内）

第３要請で対応可能
（県内全域）

青森県消防相互応援隊で対応可能 部隊規模

：概ね第一次編成陸上隊に登録する隊数

応援要請
消防本部で対応できない

災害発生 【代表消防機関】

被災消防本部と

代表消防機関

で協議

経 由

応援要請

応援要請

応援要請

第３要請で対応不可能
（県内全域）

応

援

要

請

応

援

要

請

別図第１ 

応援要請判断フロー 
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中部上北広域事業組
合消防本部

構成町

青森県
（受援都道府県）

消　防　庁

応援都道府県・消防本部

都道
府県

⇔
代表

消防機関
⇔

ブロック代表
消防本部

⇔
消防
本部

応援等要請
のための連絡

別記様式１－２

応援等要請
別記様式１－１ 出動準備依頼

出動可能隊数報告依頼

別記様式２－１

※図中「別記様式○－○」：要請要綱の別記様式番号　　

出動可能隊数報告
別記様式２－２

出動の求め又は指示
別記様式３－１

応援等決定通知
別記様式３－２

応援等決定通知
別記様式３－２

出動隊数通知
別記様式３－３

出動隊数通知
別記様式３－３

出動隊数報告
別記様式２－２

緊急消防援助隊出動

時
間

①①

①

②

③

⑤

④

⑥⑦⑦

⑤

別図第２ 

緊急消防援助隊 応援要請系統図 
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青森県消防応援
活動調整本部

統括指揮支援隊
指揮支援部隊長

（※１）

本
部
員

本
部
員

本
部
員

被災地消防本部職員（予防課長又は次席者）

青森県庁

県危機管理局
消防保安課長

調整本部長

青森県知事本部長

副
本部長

副
本部長

本
部
員

県防災航空隊員 代表消防機関職員（代行）

青森県大隊長

代表消防機関

消防次長

指揮支援隊
（※２）

指揮本部長

消防長

中部上北消防指揮本部

中部上北広域事業
組合消防本部

県危機管理局職員

指揮支援隊長

連
携

連
携

本部長

派
遣

※２　指揮支援隊は緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱　別表Bに定める指揮支援隊の所属する消防本部のうち必要な隊が出動する。

○○県各中隊

○○県大隊

○○県各中隊

被災地
消防職員

活
動
管
理

活
動
管
理

指
揮

災害対策
本部

青森県各中隊

○○県大隊

被災地消防署長

中部上北消防活動隊 青森県消防相互応援隊

※１　統括指揮支援隊は緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱　別表Bに定める統括指揮支援隊のうち統括指揮支援部隊指定順位第1位の仙台市消防局が出動。出動できない場合は
第2位の札幌市消防局が出動する。

派
遣

被災町現地指揮本部

被災町役場

被災町
管轄消防署

副
本部長

現地指揮本部長

警防班

庶務課長
（又は次席者）

予防班

予防課長
（又は次席者）

指
揮 警防課長

（又は次席者）

庶務班

別図第３ 

中部上北消防受援時等指揮系統図 
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別図第３－２ 

指揮本部の業務分担表 

担  当 業   務   事   項 

指
揮
本
部 

本部長 

1 指揮本部の活動方針の決定に関すること  

2 応援要請の決定に関すること  

3 
県内応援隊及び緊急消防援助隊と協力し災害状況に応じた活動の方

針を決定する 
 

4 緊急消防援助隊等の一体的な活動中止基準に関すること  

副本部長 
1 本部長不在時、指揮本部の運営を代行する  

2 報道発表に関すること  

警防班 

1 
県内応援隊及び緊急消防援助隊の応援要請連絡の応援要請並びに受

援調整に関すること 
 

2 

県災害対策本部、県調整本部、被災町災害対策本部、緊急消防援助隊

指揮支援本部、県内応援隊指揮支援本部及び関係機関との連絡調整に

関すること 

 

3 初動時における情報収集及び災害状況の把握に関すること  

4 通信の運用及び無線の統制に関すること  

  4-1 
被災地災害対策本部と指揮本部の連絡は防災情報ネットワークを

使用するほか有効な通信手段で連絡をとる 
 

  4-2 
指揮本部と現地指揮本部の連絡は消防防災無線と衛星携帯電話を

使用するほか有効な通信手段で連絡をとる 
 

5 消防活動における出動指令に関すること  

6 情報提供及び伝達に関すること  

7 活動方針の決定に必要な情報を調査する  

8 応援隊の統制波の運用に関すること  

9 宿営場所の決定に関すること  

10 活動隊の報告の取りまとめに関すること  

11 その他必要な事項に関すること  

庶務班 

1 災害関係予算に関すること  

2 必要物品の購入、調達に関すること  

3 食料の調達、配分に関すること  

4 施設・装備の被害状況の把握及び応急対策に関すること  

5 応援隊等の後方支援全般に関すること  

6 他の班に属さない事項に関すること  

予防班 

1 
県調整本部へ連絡要員として予防課長又は予防課次席者が出席、ほか

1名が補佐として随行がするものとする 
 

2 災害情報の広報に関する情報の整理に関すること  

3 危険物施設等の被害状況の把握及び対策に関すること  

4 その他予防業務に関すること  

その他の事項 

1 災害状況及び被害状況の情報集約・評価及び整理に関すること  

2 写真撮影、記録に関すること  

3 火災等災害拡大防止に関すること  

4 災害情報等の広報（副本部長の報道対応を除く）に関すること  
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調整本部設置前

指揮本部（消防本部）

青森県危機管理局

緊急消防援助
隊災害状況等
提供書
（様式第７号）

電話連絡等 視聴等

被災地消防署
（現地指揮本部）

通報

１１９番通報

緊急消防援助隊要
請情報等報告
（様式第２号）

緊急消防援助隊要
請情報等報告
（様式第２号）

青森県調整本部

調整本部設置後

青森県代表消防機関

被災町 新聞・ニュース

大規模災害発生

別図第４ 

情報収集体制 
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部隊移動に関する
意見（照会）

別記様式６－１

部隊移動に関する
意見（照会）

別記様式６－１

部隊移動通知
別記様式６－５

部隊移動通知
別記様式６－５

※図中「別記様式○－○」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

部隊移動に関する
意見（回答）

別記様式６－２

部隊移動に関する
意見（回答）

別記様式６－２

部隊移動の求め又は指示

別記様式６－３

部隊移動通知
別記様式６－４

部隊移動通知
別記様式６－４

移動先市町村・消防 移動先都道府県

受援市町村・消防
青森県

（受援都道府県）
消　防　庁

応援都道府県・消防本部

都道
府県

⇔
代表

消防機関
⇔

ブロック代表
消防本部

⇔
消防
本部

部 隊 移 動

①①

② ②

③

④④

⑤⑤

時
間

別図第５ 

緊急消防援助隊 部隊移動系統図（長官による部隊移動の求め又は指示） ※都道府県を越える部隊移動 
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※図中「別記様式○－○」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

部隊移動の指示
別記様式６－６

移動先
市町村・消防本部 長　官

応援
都道府県・消防本部

部隊移動通知
別記様式６－７

部隊移動通知
別記様式６－８

部隊移動通知
別記様式６－９

部隊移動の指示

別記様式６－６

部隊移動に関する
意見（照会）

別記様式６－１

部隊移動に関する
意見（照会）

別記様式６－１

部隊移動に関する
意見（回答）

別記様式６－２

部隊移動に関する
意見（回答）

別記様式６－２

受援
市町村・消防本部

（青森県）調整本部
青森県知事

(受援都道府県)
指揮支援本部長 都道府県大隊等の長

部 隊 移 動

① ①

② ②

③ ③

④

⑤ ⑥

時
間

別図第６ 

緊急消防援助隊 部隊移動系統図（受援都道府県知事による部隊移動の指示） ※都道府県内の部隊移動 
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各報告様式

要請要綱別記様式４－１

被災地町長消防庁長官 指揮支援部隊長

活動概要等必要な事項を報告

指揮支援本部長航空指揮支援本部長

青森県大隊長 各都道府県大隊
統合機動部隊長及びエネルギー産業基
盤災害即応部隊長

引揚決定通知

緊急消防援助隊の引揚決定

引揚決定連絡（電話等）

被災地町長

青森県知事

別図第７ 

緊急消防援助隊の活動報告及び終了報告 
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様式１ 

年 月 日 

中部上北広域事業組合管理者 様 
 
 

                      中部上北広域事業組合消防本部消防長 
 

緊急消防援助隊の応援要請について 
 
    年 月 日 時 分頃発生の       に係る災害について、県内消防応援だけでは
十分な対応がとれないと判断されることから、要請要綱第４条第１項及び県受援計画に基づく緊急
消防援助隊の応援要請について青森県知事に連絡することを承認願います。 

１ 大規模災害等内容 

 

 大規模災害等内容 
 

 □地震  震度等（                          ） 

 □特殊災害 （                              ） 
 □その他災害（                            ） 

 被災町 七戸町・東北町  

 地区・地名  

２ 大規模災害等状況 

 ① 火災発生状況  有  無 件 

 ② 木造密集地域等ブロック火災  有  無 件 

 ③ 危険物施設 火災  有  無 件 

 ④ 多数の大規模建築物の倒壊・座屈  有  無 件 

 ⑤ 自動車専用道路等の倒壊・落橋  有  無 件 

 ⑥ 鉄道の脱線・転覆  有  無 件 

 ⑦ その他（              ）  有  無 件 

３ 災害対応消防力の算定 

災 害 状 況 活動隊数 不足見込み隊数 

火 災         

    件 

活動中        件 

          

     隊 

消火小隊 

         

     

隊 
未着手        件 

救助等 
 

       件 

活動中        件 

 

         隊 

救助小隊 
         

隊 

未着手        件 救急小隊 
         

隊 

その他 
 

         隊 

          

隊 

４ 特記事項 
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　青　　森　 県　 知　 事　　様

緊急消防援助隊被害情報等報告

    　 年　　 月　　 日

（　　　　　　時　　　　　　分）

○ ○  町長　

１　被害状況

２　応援を必要とする地域

３　任務

４　被災町進出拠点及びルート

消防防災無線電話　  ：　　　　－　　　　ＮＴＴ回線電話　  ：　　　　－　　　　－
消防防災無線ＦＡＸ　：　　　　－　　　　ＮＴＴ回線ＦＡＸ　：　　　　－　　　　－

５　その他必要な事項

連連絡
責任者

町村名 担当課 職 氏　名

様式２ 
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様式３ 

 

                        

 

 

緊急消防援助隊災害状況等提供書 

  

第  報 
中部上北消防本部 

○○現地指揮本部 

提 供 日 時    年   月   日      時   分 

都道府県名 
 

活動する現地指揮本部名 ○○町 ○○地区 

消防本部等名 中部上北広域事業組合消防本部 

指揮本部 

等設置状況 

災害対策本部設置 （有・無） ／ 指揮本部設置（有・無） 

現地指揮本部設置（有・無） 

活 動 場 所 

〔七戸町・東北町〕 

 

被害の状況 
（該当する被害に○印

を入れること） 

建物倒壊多数  市街地火災  林野火災  危険物火災  地滑り  洪水    

毒劇物災害  その他（                                 ） 

 
［詳細］  

市域全体 の 

建物被害状況 
（該当するものに○印） 

鉄筋構造物の倒壊〔極めて多数・多数・何件か確認できる・少数・未確認〕 

一般家屋の倒壊〔極めて多数・多数・何件か確認できる・少数・未確認〕 

今後の被害予測〔拡大する見込み・拡大の見込みは少ない・不明〕 

火災の発 生 

状 況 
（該当するものに○印） 

火災状況       件  うち危険物施設含む   件 
〔市街地大規模火災・同時多発火災・火災発生規模不明・未発生・未確認〕 

焼損面積（概算）                

今後の被害予測 〔拡大する見込み・拡大の見込みは少ない・不明〕  

人 的 被 害 
（該当するものに○印） 

死 傷 者 予 測〔５万人以上・１万人以上・５千人以上・千人以上・不明〕 

現時点での死傷者数 死者      負傷者      

今後の被害予測〔拡大する見込み・拡大の見込みは少ない・不明〕 

活動方針 
 

貸出無線機数 機 無線番号 使用波        ＣＨ 

貸出可能資機材 
 

添 付 書 類 投入現地指揮本部案内図、 

〔その他必要事項〕 気象・積雪状況等： 

現地指揮本部 → 指揮本部情報提供用 
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青森県危機管理局消防保安課
代表消防機関 様
地域ブロック代表消防機関

消防防災無線電話  　：　　　　－　　　　ＮＴＴ回線電話　  ：　　　　－　　　　－
消防防災無線ＦＡＸ　：　　  　－　　　  ＮＴＴ回線ＦＡＸ　：　　  　－　　　　－

５　建築物（防火対象物）および
危険物施設の消防対象物等におけ
る活動上の情報提供

６　その他消防活動上必要な情報
提供

連連絡
責任者

町村名 担当課 職 氏　名

２　出動を希望する区域
及び活動内容

３　気温、積雪などの気象状況に
おける消防活動（後方支援活動必
要資機材を含む。）の有効資機材
等

４　活動区域における無線状況及
び消防本部活動隊名、その活動状
況等

緊急消防援助隊要請情報等報告

    　 年　　 月　　 日

（　　　　　　時　　　　　　分）

１　災害の概況

中部上北広域事業組合消防本部消防長

様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

170 

様式５ 

 

付与日時： 

付与場所： 

緊急消防援助隊等応援隊等活動任務付与表 

都道府県大隊長 

統合機動部隊長   様  

青森県大隊長 

中部上北広域事業組合消防本部 指揮本部長 

道県第隊等名  

被害状況 

 

 

 

 

 

活動方針 

 

 

 

 

 

活動地域  

指揮支援隊命 消防（庁）局指揮支援隊 

使用無線系統  

地水利状況 

 

 

 

その他必要な事項 
 

 

※ 消防本部指揮本部で決定した方針等について出来る限り詳細に記載し、付与すること 

※ 集結地区本部、活動地域の地図等についても可能な限り提供すること。 

付与者 

所属名 職氏名 連絡先 
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時 分 ～ 時 分

中部上北広域事業組合消防本部　指揮本部長

隊数 隊員数 隊数

消防本部

有　・　無車両・資機材の損傷

　救急搬送人員

人 

合計

人 毒劇物等対応小隊

指揮隊

人 

救急小隊

後方支援小隊

水上小隊

人 密閉空間火災等対応小隊

救助小隊

指揮支援隊

人 

隊員数

隊 人 
特

殊

災

害

小

隊

隊種別 隊種別

人 隊 

隊 

隊 人 

消火小隊 隊 

人 

隊 

隊 

出
動
隊
の
状
況 隊 

隊 人 大規模危険物 火災等対応小隊

遠距離大量送水小隊

航空小隊 隊 

通信支援小隊

隊 人 消防活動二輪小隊

傷
病
者
の
状
況

出動件数 件 

死亡

人 人 人 人 人 

軽症 中等症 重症 その他

人 生存

　救出人員

県内応援隊活動報告（日報）

連携活動機関

使用資機材

連携活動内容

有　・　無隊員の負傷有　・　無活動中の異常

活動場所
都道府県

地　区

災害名

報告日時 　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

活動内容

（活動中の異常、隊員
の負傷、又は車両・資
機材の損傷等があれ

ば、その内容も記載）

活動日時 　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　）　　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

市区町村

活動時間

隊 人 隊 人 

人 震災対応特殊車両小隊

人 水難救助小隊 隊 人 

合　計　

隊 

〇〇町長　　様

ＴＥＬ
報告者

氏　名

特
殊
装
備
小
隊

人 死亡 人 合計

隊 人 

人 隊 

人 その他の特殊装備小隊 隊 

翌
日
の
活
動
予
定

活動内容

活動場所

指揮本部長→被災地町長及び管理者

様式６ 
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資料：県受援計画（抜粋） 別表第２（第３関係） 

青森県緊急消防援助隊地域ブロック構成及び連絡先 

 地域ブロック 

 及び構成消防本部 

◎地域ブロック代表

消防機関 

連絡先 

ＮＴＴ回線 

メールアドレス 

 青森県防災情報

ネットワーク 

 （地域衛星通信 

 ネットワーク） 電話 ＦＡＸ 

青
森
地
域 

◎ 

青森地域

広域 

事務組合

消防本部 

常時 

24時間 

警防課 
017- 

775-0854 017- 

775-1444 

shobo-keibo 

@city.aomori.aomori.jp 
002-801-9012 

通信指

令課 

017- 

775-0851 

shobo-tsushinshirei 

@city.aomori.aomori.jp 
  

 
 

下北地域

広域 

行政事務

組合 

消防本部 

常時 

24時間 

警防課 
0175- 

22-3819 

0175- 

22-3644 

sb-keibou-gr 

@fd-shimokita.or.jp 

002-801-9082 

通信指

令課 

0175- 

33-1063 

0175- 

22-0114 

sb-tsushin-gr 

@fd-shimokita.or.jp 
  

 
 

北部上北

広域 

事務組合

消防本部 

平日 警防課 
0175- 

64-0150 

0175- 

64-0665 
honbu07@hkfd.jp 002-801-9113 

夜間 

休日 

野辺地

消防署 

0175- 

64-0150 

0175- 

72-1122 
honbu07@hkfd.jp 002-801-9112 

弘
前
地
域 

◎ 

弘前地区 

消防事務

組合 

消防本部 

常時 

24時間 

警防課 
0172- 

32-5103 

0172- 

33-9117 
keibou@hirosakifd.jp 002-801-9022 

通信指

令課 

0172- 

32-5101 

0172- 

33-0119 
tsushin@hirosakifd.jp   

 
 

五所川原

地区 

消防事務

組合 

消防本部 

常時 

24時間 

警防課 
0173- 

35-2023 

0173- 

34-3911 
keibo@fd.goshogawara-aomori.jp   

指令課 
0173- 

35-2027 

0173- 

34-0120 
shirei@fd.goshogawara-aomori.jp 002-801-9052 

 
 

つがる市

消防本部 

常時 

24時間 
警防課 

0173- 

42-7745 

0173- 

42-2349 

syoubou_keibou 

@city.tsugaru.aomori.jp 

002-801-9092 

夜間 

休日 

通信指

令室 

0173- 

42-2101 

0173- 

49-1017 

shobo_tsugaru01 

@city.tsugaru.aomori.jp 

  
 
 

鰺ヶ沢地

区 

消防事務

組合 

消防本部 

平日 
予防警

防課 

0173- 

72-4527 

0173- 

72-3005 

ajisyosyoubou 

@m9.dion.ne.jp 

002-801-9132 

夜間 

休日 

鰺ヶ沢

消防署 

0173- 

72-2710 

0173- 

72-7253 

ajisyo119 

@y4.dion.ne.jp 

  

八
戸
地
域 

◎ 

八戸地域

広域 

市町村圏

事務組合 

消防本部 

常時 

24時間 

警防課 
0178- 

44-2134 

0178- 

44-1196 
keibi@hachinohe119.jp 002-801-9032 

指令救

急課 

0178- 

44-2135 

0178- 

46-1171 
sirei@hachinohe119.jp   

 
 

十和田地

域広域 

事務組合

消防本部 

常時 

24時間 

警防課 
0176- 

25-4112 

0176- 

25-4117 

tfd_keibo 

@world.ocn.ne.jp 
002-801-9062 

十和田

消防署 

0176- 

25-4111 

0176- 

24-0194 

towada_fd 

@feel.ocn.ne.jp 
  

 
 

三沢市消

防本部 

常時 

24時間 

警防課 
0176- 

54-4275 

0176- 

54-4278 

msw_fd-keibou 

@misawashi.aomori.jp 

002-801-9072 

三沢市

消防署 

0176- 

54-4111 

0176- 

54-4345 

msw_syoubou 

@misawashi.aomori.jp 

  

mailto:sb-keibou-gr@fd-shimokita.or.jp
mailto:sb-keibou-gr@fd-shimokita.or.jp
mailto:honbu07@hkfd.jp
mailto:keibo@fd.goshogawara-aomori.jp
mailto:shirei@fd.goshogawara-aomori.jp
mailto:syoubou_keibou@city.tsugaru.aomori.jp
mailto:syoubou_keibou@city.tsugaru.aomori.jp
mailto:shobo_tsugaru01@city.tsugaru.aomori.jp
mailto:shobo_tsugaru01@city.tsugaru.aomori.jp
mailto:ajisyosyoubou@m9.dion.ne.jp
mailto:ajisyosyoubou@m9.dion.ne.jp
mailto:ajisyo119@y4.dion.ne.jp
mailto:ajisyo119@y4.dion.ne.jp
mailto:keibi@hachinohe119.jp
mailto:sirei@hachinohe119.jp
mailto:msw_fd-keibou@misawashi.aomori.jp
mailto:msw_fd-keibou@misawashi.aomori.jp
mailto:msw_syoubou@misawashi.aomori.jp
mailto:msw_syoubou@misawashi.aomori.jp
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 地域ブロック 

 及び構成消防本部 

◎地域ブロック代表

消防機関 

連絡先 

ＮＴＴ回線 

メールアドレス 

 青森県防災情報

ネットワーク 

 （地域衛星通信 

 ネットワーク） 電話 ＦＡＸ 

 
 

中部上北

広域 

事業組合

消防本部 

常時 

24時間 

警防課 
0176- 

62-3142 

0176- 

62-5601 

chubu-shobo.keibo 

@r15.7-dj.com 

002-801-9122 

中央消

防署 

0176- 

62-3141 

0176- 

62-5119 

chubu-shobo.chuo 

@r15.7-dj.com 

  

 

 

 

  

mailto:chubu-shobo.keibo@r15.7-dj.com
mailto:chubu-shobo.keibo@r15.7-dj.com
mailto:chubu-shobo.chuo@r15.7-dj.com
mailto:chubu-shobo.chuo@r15.7-dj.com
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資料：県受援計画（抜粋） 別表第３（第３関係） 

青森県及び市町村災害対策本部 

青森県 
災害対策本部名 災害対策本部設置場所 

連   絡   先 

ＮＴＴ電話 衛星電話 ＮＴＴ FAX 

青森県災害対策本部 青森市長島一丁目１－１ 017-734-9827 002-801-810-1-4132 017-773-6921 

 

青森地域ブロック 

管轄 

消防本部 
災害対策本部名 災害対策本部設置場所 

連   絡   先 

ＮＴＴ電話 衛星電話 ＮＴＴ FAX 

青森 

消防本部 

青森市災害対策本部 青森市中央１－22－５ 017-734-1111 8-002-801-2012 017-734-5061 

平内町災害対策本部 平内町大字小湊字小湊 63 017-755-2111 8-002-801-3012 017-755-2145 

今別町災害対策本部 今別町今別字今別 167 0174-35-2001 8-002-801-3032 0174-35-2298 

外ヶ浜町災害対策本部 
外ヶ浜町蟹田字高銅屋 44-

２ 
0174-31-1111 8-002-801-3072 0174-31-1215 

蓬田村災害対策本部 蓬田村蓬田字汐越１－３ 0174-27-2111 8-002-801-3042 0174-27-3255 

下北 

消防本部 

むつ市災害対策本部 むつ市中央一丁目８－１ 0175-22-1111 8-002-801-2082 0175-23-5178 

大間町災害対策本部 
大間町大字大間字奥戸下道

20番地４ 
0175-37-2111 8-002-801-4232 0175-37-2478 

東通村災害対策本部 
東通村大字砂子又字沢内５

番地 34 
0175-27-2111 8-002-801-4242 0175-27-2130 

風間浦村災害対策本部 
風間浦村大字易国間字大川

目 28番地５ 
0175-35-2111 8-002-801-4252 0175-35-2403 

佐井村災害対策本部 
佐井村大字佐井字糠森 20番

地 
0175-38-2111 8-002-801-4262 0175-38-2492 

北部上北 

消防本部 

野辺地町災害対策本部 野辺地町字野辺地 123-1 
0175-64-2111 

0175-64-4010 
8-002-801-4012 0175-64-9594 

横浜町災害対策本部 横浜町字寺下 35 0175-78-2111 8-002-801-4062 0175-78-2118 

六ヶ所村災害対策本部 
六ヶ所村大字尾駮字野附

475 
0175-72-2111 8-002-801-4112 0175-72-2927 

 

弘前地域ブロック 

管轄 

消防本部 
災害対策本部名 災害対策本部設置場所 

連   絡   先 

ＮＴＴ電話 衛星電話 ＮＴＴ FAX 

弘前 

消防本部 

弘前市災害対策本部 弘前市大字上白銀町１－１ 0172-40-7100 8-002-801-2022 0172-35-7956 

大鰐町災害対策本部 
大鰐町大字大鰐字羽黒館５

－３ 
0172-48-2111 8-002-801-3622 0172-47-6742 

藤崎町災害対策本部 
藤崎町大字西豊田一丁目１

番地 
0172-75-3111 8-002-801-3612 0172-75-2515 

西目屋村災害対策本部 
西目屋村大字田代字稲元

144 
0172-85-2111 8-002-801-3432 0172-85-3040 

黒石市災害対策本部 黒石市大字市ノ町１１－１ 0172-52-2111 8-002-801-2042 0172-52-6191 

田舎館村災害対策本部 
田舎館村大字田舎舘字中辻

123-1 
0172-58-2111 8-002-801-3672 0172-58-4751 

平川市災害対策本部 平川市柏木町藤山 25－６ 0172-44-1111 8-002-801-2102 0172-44-8619 

板柳町災害対策本部 
板柳町大字板柳字土井 239

－３ 
0172-73-2111 8-002-801-3812 0172-73-2120 

五所川原

消防本部 

五所川原市災害対策本

部 

五所川原市字布屋町 41番地

１ 
0173-35-2111 8-002-801-2052 0173-35-3617 

鶴田町災害対策本部 
鶴田町大字鶴田字早瀬 200

番地１ 
0173-22-2111 8-002-801-3842 0173-22-6007 

中泊町災害対策本部 
中泊町大字中里字紅葉坂

209 
0173-57-2111 8-002-801-3872 0173-57-3849 

つがる市

消防本部 
つがる市災害対策本部 つがる市木造若緑 61-1 0173-42-2111 8-002-801-2092 0173-42-3069 

鰺ヶ沢 

消防本部 

鯵ヶ沢町災害対策本部 鰺ヶ沢町大字本町 209－２ 0173-72-2111 8-002-801-3212 0173-72-2374 

深浦町災害対策本部 
深浦町大字深浦字苗代沢 84

－２ 
0173-74-2111 8-002-801-3232 0173-74-4415 
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八戸地域ブロック 

管轄 

消防本部 
災害対策本部名 災害対策本部設置場所 

連   絡   先 

ＮＴＴ電話 衛星電話 ＮＴＴ FAX 

八戸 

消防本部 

八戸市災害対策本部 八戸市内丸一丁目１－１ 0178-43-2111 8-002-801-2032 0178-47-1485 

三戸町災害対策本部 三戸町大字在府小路町 43 0179-20-1111 8-002-801-4412 0179-20-1102  

五戸町災害対策本部 五戸町字古舘 21-１ 0178-62-2111 8-002-801-4422 0178-62-6317 

階上町災害対策本部 
階上町大字道仏字天当平１

－87 
0178-88-2111 8-002-801-4462 0178-88-2117 

田子町災害対策本部 
田子町大字田子字天神堂平

81 
0179-32-3111 8-002-801-4432 0179-32-4294 

南部町災害対策本部 
南部町大字苫米地字下宿 23

－１ 
0178-84-2111 8-002-801-4472 0178-84-4404 

新郷村災害対策本部 新郷村大字戸来字風呂前 10 0178-78-2111 8-002-801-4502 0178-78-2118 

おいらせ町災害対策本

部 
おいらせ町中下田 135-２ 0178-56-2111 8-002-801-4122 0178-56-4364 

十和田 

消防本部 

十和田市災害対策本部 十和田市西十二番町６－１ 0176-23-5111 8-002-801-2062 0176-22-5100 

六戸町災害対策本部 
六戸町大字犬落瀬字前谷地

60番地 
0176-55-3111 8-002-801-4052 0176-55-3112 

三沢市 

消防本部 
三沢市災害対策本部 三沢市桜町一丁目１－38 0176-53-5111 8-002-801-2072 0176-52-5655 

中部上北 

消防本部 

七戸町災害対策本部 七戸町字森ノ上 131－４ 0176-68-2111 8-002-801-4022 0176-68-2804 

東北町災害対策本部 
東北町上北南四丁目 32－

484 
0176-56-3111 8-002-801-4082 0176-56-3110 
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資料：県受援計画（抜粋） 別表第４（第３関係） 

関係機関及び連絡窓口一覧表 

関   係   機   関   名 
時間

帯別 
連絡・要請窓口 NTT電話 NTTFAX 消防防災電話 

消防防災

FAX 
地域衛星電話（※） 地域衛星 FAX 

青森県・青森県代表消防機関 

 
 

青森県 
昼間 消防保安課 

017-734-9086 017-722-4867 
02-221 

02-229 002-801-810-1-4132 002-801-6021 
夜間 消防保安課（宿直室経由） － 

青森県防災航空隊 
昼間 

防災航空センター 017-729-0355 017-729-0377 － － 002-801-810-1-5451 － 
夜間 

青森地域広域事務組合 

消防本部 

昼間 警防課 017-775-0854 
017-775-1444 － － 002-801-9012 － 

夜間 通信指令課 017-775-0851 

総務省消防庁 
昼間 広域応援室 03-5253-7527 03-5253-7537 90-49013 90-49033 048-500-90-49013 048-500-90-49033 

夜間 宿直室 03-5253-7777 03-5253-7553 90-49016 90-49036 048-500-90-49102 048-500-90-49036 

指揮支援部隊長（代行含む。）及び指揮支援隊の所属する消防本部 

 
 

仙台市消防局 
昼間 警防部警防課 

022-234-1111 
022－234-4280 

－ － 
004-621-2320 004-621-2３19 

夜間 警防部指令課 022-234-2364 004-621-6666 004-621-2339 

札幌市消防局 
昼間 警防部消防救助課 011-215-2060 011-271-0610 

－ － 
001-235-3-2060 001-235-4-3070 

夜間 警防部指令課 011-215-2080 011-261-9119 001-235-3-2080 001-235-4-3080 

さいたま市消防局 
昼間 警防部警防課 048-833-7944 048-833-7201 

    
011-704-5512 

011-704-952 
夜間 警防部指令課指令センター 048-833-5000 048-833-1237 011-704-5898 

東京消防庁 
昼間 

警防部警防課 03-3212-2258 03-3213-1476 － － 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704 
夜間 

新潟市消防局 
昼間 警防課 025-288-3250 025-288-3255 

－ － 
015-492-2053 015-492-2049 

夜間 指令課 025-288-3270 025-288-3275 015-492-2085 015-492-2079 

第一次出動県大隊及び代表消防機関 

 
 

岩
手
県 

岩手県総務部 
昼間 

総合防災室 019-629-5556 019-629-5174 03-17 03-40 003-111-22-5556 003-111-22-5174  
 

夜間 

 
 

盛岡地区広域

消防組合消防

本部 

昼間 警防課 019-626-7402 019-651-9916 

－ － 

003-414-1 

003-414-9  
 

夜間 通信指令課 019-622-0119 019-626-4016 003-414-2 

 
 

宮
城
県 

宮城県総務部 
昼間 消防課 022-211-2374 

022-211-2398 
04-8-2374 04-8-2398 004-220-8-2374 

004-220-8-2398  
 

夜間 防災センター 022-211-2140 04-8-2140 04-8-2120 004-220-8-2140 

 
 仙台市消防局 

昼間 警防課 
022-234-1111 

022－234-4280 
－ － 

004-621-2320 004-621-2219 

 
 

夜間 指令課 022-234-2364 004-621-6666 004-621-2339 

 
 

秋
田
県 

秋田県総務部 
昼間 

総合防災課 018-860-4565 018-824-1190 05-11 05-52 005-100-100569 005-100-100600  
 

夜間 
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関   係   機   関   名 
時間

帯別 
連絡・要請窓口 NTT電話 NTTFAX 消防防災電話 

消防防災

FAX 
地域衛星電話（※） 地域衛星 FAX 

 
 

秋田市消防本

部 

昼間 警防課 018-823-4243 018-823-9006 
－ － 

005-201-474 
005-201-340  

 

夜間 指令課 018-823-4265 018-823-7214 005-201-399 

 
 

山
形
県 

山形県防災く

らし安心部 

昼間 消防救急課 023-630-2226 
023-633-4711 06-511 06-500 006-800-1205 006-800-1502  

 

夜間 宿直室 023-630-2754 

 
 

山形市消防本

部 

昼間 警防課 023-634-1197 
023-631-7320 － － 006-744-901 006-744-950  

 

夜間 通信指令課 023-634-1198 

出動準備都道県大隊及び代表消防機関 

 
 

北海道 

総務部危機対

策局 

昼間 
危機対策課 011-204-5009 011-231-4314 01-11 01-11 001-210-22-578 001-210-22-729  
 

夜間 

 
 札幌市消防局 

昼間 警防部消防救助課 011-215-2060 011-271-0610 
－ － 

001-235-3-2060 001-235-4-3070 

 
 

夜間 警防部指令課 011-215-2080 011-261-9119 001-235-3-2080 001-235-4-3080 

 
 

福島県 

福島県危機管

理部 

昼間 消防保安課 024-521-7190 
024-521-9829 07-61 07-60 007-200-2631 007-200-5625  

 

夜間 担当課携帯 080-6028-8970 

 
 

福島市消防本

部 

昼間 警防課 024-534-9102 
024-534-0310 － － 

007-270-02 
007-270-10  

 

夜間 通信指令課 024-534-0119 007-270-01 

 
 

茨城県 

茨城県防災・ 

危機管理部 

昼間 消防安全課 029-301-2896 029-301-2887 08-2896 
08-2898 

008-100-2896 008-100-2887 

 
 

夜間 防災・危機管理課 029-301-2885 029-301-2898 08-2885 008-100-2885 008-100-2898 

 
 

水戸市消防本

部 

昼間 
消防救助課 029-221-0111 029-221-0147 

    
008-510-8402 008-510-8451  

 

夜間     

 
 

栃木県 

栃木県県民生

活部 

昼間 
消防防災課 028-623-2132 028-623-2146 09-7501 09-7506 009-500-2132 009-500-2146  

 

夜間 

 
 

宇都宮市消防

局 

昼間 警防課 028-625-3007 028-625-5509 
－ － 009-651-02 009-651-01  

 

夜間 通信指令課 028-625-5599 028-625-3001 

 
 

群馬県 

群馬県総務部 
昼間 

消防保安課 027-226-2250 027-221-0158 10-351 10-310 010-3001-2250 010-3001-4453  
 

夜間 

 
 前橋市消防局 

昼間 
通信指令課 027-220-4500 027-220-4528 － － 010-701-1400 010-701-1490  

 

夜間 

 
 

埼玉県 

埼玉県危機管

理防災部 

昼間 消防課 048-830-8171 048-830-8159 11-6-8171 11-6-8159 011-200-6-8171 011-200-6-8159 

 
 

夜間 システム管理室 048-830-8111 048-830-8119 11-6-8111 11-6-8119 011-200-6-8111 011-200-6-8119 

 
 

さいたま市消

防局 

昼間 警防部 警防課 048-833-7944 048-833-7201 
－ － 

011-704-5512 
011-704-952  

 

夜間 指令課 048-833-5000 048-833-1237 011-704-5898 

 
 

千葉県 

千葉県防災危

機管理部 

昼間 危機管理課 043-223-2175 043-222-1127 500-7320 500-7298 
012-500-7320 012-500-7298  

 

夜間 危機管理課 情報通信管理室 043-223-2178 043-222-5219 500-7225 500-7110 

 
 千葉市消防局 

昼間 警防部警防課 043-202-1612 043-202-1654     012-101-800-3111 012-101-800-3109 

 
 

夜間 ちば消防共同指令センター 043-223-1831 043-202-1678     012-101-800-3690 012-101-800-3669 
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関   係   機   関   名 
時間

帯別 
連絡・要請窓口 NTT電話 NTTFAX 消防防災電話 

消防防災

FAX 
地域衛星電話（※） 地域衛星 FAX 

 
 

東京都 

東京都総合防

災部 

昼間 
防災対策課 

03-5388-2456 03-5388-1260 13-70671 
13-70013 

013-100-70671 013-100-70013 

 
 

夜間 03-5388-2459 03-5388-1958 13-70349 013-100-70349 013-100-70023 

 
 東京消防庁 

昼間 
警防部警防課 03-3212-2258 03-3213-1476 － － 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704  

 

夜間 

 
 

神奈川

県 

神奈川県くら

し安全防災局

防災部 

昼間 消防課 045-210-3436 045-210-8829 

14-9722 14-9734 014-400-9722 014-400-9734  
 

夜間 指令情報室 045-210-3456 045-201-6409 

 
 

横浜市消防局 

昼間 
警防部司令課 045-332-1351 045-331-5221 － － 014-700-10-721 014-700-10-740  
 

夜間 

 
 

新潟県 

新潟県防災局 

昼間 消防課 025-282-1664 

025-282-1667 

15-11 15-11 015-401-20-6442 015-401-20-6497 

 
 

夜間 警備員室 025-285-5511 
〃（警備員室

連絡後） 

〃（警備員室

連絡後） 
〃（警備員室連絡後） 〃（警備員室連絡後） 

 
 新潟市消防局 

昼間 警防課 025-288-3250 025-288-3255 
－ － 

015-492-2053 015-492-2049 

 
 

夜間 指令課 025-288-3270 025-288-3275 015-492-2085 015-492-2079 

 
 

富山県 

富山県総合政

策局 

昼間 消防課 076-444-3188 
076-432-0657 

－ － 016-111-3364 
016-111-2827  

 

夜間 宿直室 076-444-3187 － － 016-111-3363 

 
 富山市消防局 

昼間 警防課 076-493-4872 076-493-4018 － － 
016-116-80-91-9-251 016-116-80-91-9-268  

 

夜間 通信指令課 076-493-4141 076-493-4011 － － 

 
 

石川県 

石川県 
昼間 

消防保安課 076-225-148１ 076-225-1484 17-4288 17-6897 017-111-4288 017-111-6743  
 

夜間 

 
 金沢市消防局 

昼間 警防課 076-280-3094 076-280-0020 － － － － 

 
 

夜間 情報指令課 076-280-0119 076-290-4999 － － 017－451－10 017－451－21 

第一次出動航空小隊 

 
 

仙台市消防航空隊 

（指揮支援隊輸送） 

昼間 
消防航空隊 0223-23-7850 0223-23-7848 － － 004-621-2370 004-621-2379  

 

夜間 

 
 

岩手県防災航空隊 

（情報収集） 

昼間 防災航空センター 0198-26-5251 0198-26-5256 
－ － 

003-592-1 003-592-9 

 
 

夜間 航空隊長公用携帯 090-6853-4083 ‐ － － 

 
 

宮城県防災航空隊 

（情報収集） 

昼間 防災ヘリコプター管理事務所 0223-23-5760 0223-25-3022 
－ － 

001-010-8816-234-12557(8) 
－  

 

夜間 航空隊長公用携帯 090-6787-6588 － イリジウム衛星携帯 

 
 北海道防災航空隊 

昼間 
防災航空室 011-782-3233 011-782-3234 

01-11-39-897 

01-11-39-898 
－ 001-210-39-898 001-210-39-899  

 

夜間 

 
 札幌市消防航空隊 

昼間 消防救助課 0133-62-4119 011-271-0632 
－ － 001-235-3-2080 001-235-4-3080  
 

夜間 指令課 011-215-2080 011-261-9119 

 
 秋田県消防防災航空隊 

昼間 
消防防災航空隊班 018-886-8103 018-886-8105 － － 005-110-110511 －  

 

夜間 
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関   係   機   関   名 
時間

帯別 
連絡・要請窓口 NTT電話 NTTFAX 消防防災電話 

消防防災

FAX 
地域衛星電話（※） 地域衛星 FAX 

 
 山形県消防防災航空隊 

昼間 消防防災航空隊 0237-47-3275 
0237-47-3277 － － 066-800-8011 006-800-8013  

 

夜間 緊急連絡用携帯 090-1494-1816 

 
 福島県消防防災航空隊 

昼間 消防防災航空センター 0247-57-3000 
0247-57-3500 － － 007-333-02 007-333-10  

 

夜間 隊長携帯 090-6258-0836 

 
 栃木県消防防災航空隊 

昼間 航空担当 028-677-1119 028-677-0775 
－ － 

009-511-03 009-511-01 

 
 

夜間 隊長携帯 090-1655-8475 － － － 

 
 

新潟県消防防災航空隊 

昼間 

ヘリコプター管理事務所 

025-270-0263 

025-270-0265 － － 

015-524-10 015-524-40 

 
 

夜間 
〃（隊長携帯に

転送） 
－ － 

出動準備航空小隊 

 
 茨城県防災航空隊 

昼間 茨城県防災航空室 029-857-8511 029-857-8501 － － 008-120-8400 008-120-8450 

 
 

夜間 防災・危機管理課 029-301-2885 029-301-2898 8-2885 8-2898 008-100-2885 008-100-2898 

 
 埼玉県防災航空隊 

昼間 
防災航空センター 049-297-7810 049-297-7906 11-4470-304 

－ 
011-701-300 011-701-95  

 

夜間 － 

 
 千葉市消防局航空隊 

昼間 警防部警防課 043-202-1612 043-202-1654     012-101-800-3111 012-101-800-3109 

 
 

夜間 ちば消防共同指令センター 043-223-1831 043-202-1678     012-101-800-3690 012-101-800-3669 

 
 東京消防庁航空隊 

昼間 
東京消防庁航空隊 03-3521-5811 03-3522-0120 

－ － 
013-601-9501-5645 013-601-9501-6715  

 

夜間 － － 

 
 横浜市消防局航空隊 

昼間 警防部警防課 045-334-6713 045-334-6710 
－ － 014-700-10-721 014-700-10-740  

 

夜間 警防部司令課 045-332-1351 045-331-5221 

 
 川崎市消防局航空隊 

昼間 警防部警防課 044-223-2606 044-223-2619 
－ － 

014-300-21-48441 014-300-21-48499 

 
 

夜間 警防部指令課 044-200-2645 044-223-2654 014-300-21-48633 014-300-30-4 

 
 富山県消防防災航空隊 

昼間 
防災航空センター 076-495-3060 

076－495－

3066 

－ － 
016-111-80-41-9-10 016-111-80-41-10  

 

夜間 － － 

 
 石川県消防防災航空隊 

昼間 
石川県消防防災航空隊 0761-24-8930 0761-24-8931 

－ － 
017-158-10 017-158-21  

 

夜間 － － 

 
 山梨県消防防災航空隊 

昼間 消防防災航空隊 0551-20-3601 0551-20-3603 － － 019-416（417） － 

 
 

夜間 消防保安課（県庁宿直室） 055-223-1430 055-223-1858 19-2538 19-2529 019-200-2538 019-200-2535 

 
 長野県消防防災航空隊 

昼間 
消防防災航空センター 

0263－85－

5511 

0263－85－

5513 

－ － 
020－554－21 020－554－76  

 

夜間 － － 

 
 静岡県消防防災航空隊 

昼間 消防防災航空隊 054-261-4483 054-261-4761 － － 022-137-9000 022-137-8001 

 
 

夜間 防災当直 054-221-2072 054-221-3252 22－21 22－26 022-100-2072 022-100-6250 

 
 静岡市消防航空隊 

昼間 警防部航空課 054-267-3019 054-267-3022 － － － － 

 
 

夜間 警防部指令課 054-280-0120 054-280-0128 － － 022-176-6010 022-176-6080 

警察・自衛隊等 
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関   係   機   関   名 
時間

帯別 
連絡・要請窓口 NTT電話 NTTFAX 消防防災電話 

消防防災

FAX 
地域衛星電話（※） 地域衛星 FAX 

 
 

青森県警察本部 
昼間 

警備二課災害対策室 
017-723-4211 

（内線 5752） 
017-775-9441 － － － － 

 
 夜間  

 

陸上自衛隊第９師団 

昼間 

第３部防衛班 017-781-0161 

左記電話の内

線 6668に接続

依頼 

－ － 002-801-9532 － 

 
 

夜間 

 
 

青森海上保安部 
昼間 

警備救難課 017-74-2421 017-777-0910 － － 002-801-9522 － 

 
 夜間  

 

八戸海上保安部 
昼間 

警備救難課 0178-33-1221 0178-33-1223 － － － － 

 
 夜間 

ライフライン等関係機関 

 
 

東北地方整備局 

青森河川国道事務所 

昼間 
調査第二課 

017-734-4570 017-722-2379 
－ － － －  

 

夜間 － － 

 
 

東日本旅客鉄道（株） 

青森支店 

昼間 
総務課 

017-734-6732 017-777-4116 
－ － － －  

 

夜間 － － 

 
 

東日本電信電話（株） 

青森支店 

昼間 
災害対策室 

017-774-9550 017-732-5828 
－ － 

002-801-9612 － 

 
 

夜間 － － － － 

 
 

東北電力（株） 

青森支店 

昼間 
総務課 

017-744-2050 017-744-2145 
－ － 

002-801-9602 － 

 
 

夜間 － － － － 

 
 

東日本高速道路株式会

社 

昼間 
青森管理事務所 

017-782-1431 017-782-1422 
－ － － －  

 

夜間 － － 

※地域衛星電話：先頭に衛星回線選択番号を付けて発信 
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時 分 ～ 時 分

（受援消防機関）

隊数 隊員数 隊数隊種別

（青森県）

殿

消防本部

有　・　無車両・資機材の損傷

　救急搬送人員

人 

合計

人 毒劇物等対応小隊

指揮隊

人 

救急小隊

後方支援小隊

水上小隊

人 密閉空間火災等対応小隊

救助小隊

指揮支援隊

人 

隊員数

隊 人 
特

殊

災

害

小

隊

隊種別

人 隊 

隊 

隊 人 

消火小隊 隊 

人 

隊 

隊 

出
動
隊
の
状
況 隊 

隊 人 大規模危険物 火災等対応小隊

遠距離大量送水小隊

航空小隊 隊 

通信支援小隊

隊 人 消防活動二輪小隊

傷
病
者
の
状
況

出動件数 件 

死亡

人 人 人 人 人 

軽症 中等症 重症 その他

人 生存

　救出人員

青森県消防相互応援隊活動報告（日報）

連携活動機関

使用資機材

連携活動内容

有　・　無隊員の負傷有　・　無活動中の異常

活動場所
市町村

地　区

災害名

報告日時 　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

活動内容

（活動中の異常、隊員の負
傷、又は車両・資機材の損
傷等があれば、その内容も

記載）

活動日時

（県大隊長または指揮者）

　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　）　　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

代表消防機関

隊 人 隊 人 

人 震災対応特殊車両小隊

人 水難救助小隊 隊 人 

合　計　

隊 

ＴＥＬ
報告者

氏　名

特
殊
装
備
小
隊

人 死亡 人 合計

隊 人 

人 隊 

人 その他の特殊装備小隊 隊 

翌
日
の
活
動
予
定

活動内容

活動場所

活動時間

資料：県消防相互応援協定（抜粋） 

別記様式５（航空除く）  
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応援等要請のための連絡事項
(第 報)

年 月 日 時 分

殿

年 月 日 時

年 月 日 時

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

活動を要望する地域

要望する活動

・必要な都道府県大隊

＜連絡責任者＞
担当課室 　 氏　名

・必要な部隊　※必要な隊（部隊）に●を付ける。必要（部）隊数が分かる場合は、隊数を記入。

必要な隊、資機材

応 援 等 要 請 日 時 ○○ 分

対　象　※いずれかに●

編成に係る
連絡事項

災　害　の　状　況

（消防庁長官又は都道府県知事）

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

災 害 発 生 場 所
都道

府県

 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第４条の規定に基づき、次のとおり詳細

な災害の状況及び大規模な消防の応援等に関する事項を連絡します。

（被災地の市町村長）

別記様式１－２

○○送信時間

※いずれかに● 応援等の要請 増隊要請

市区

町村

出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

部隊名 連絡事項

指揮支援部隊

航空部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

土砂・風水害機動支援部隊

資料：要請要綱（抜粋） 

 

※応援等の要請は電話により直ちに行うこと。また、本様式による要請は、下記事項を把握した段階で速やかに行うこ

と。 
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資料：要請要綱（抜粋） 
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資料：要請要綱（抜粋） 
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１　出動状況（航空部隊を除く）

時　分

２　航空部隊出動状況

時　分

緊急消防援助隊活動報告書

報告日

災害名

都道府県

部隊名
都道府県大隊

（下段は統合機動部隊）

出動日時※１

進出拠点

　※１　出動日時：都道府県大隊又は部隊の指揮隊長が属する消防本部を出動した日時

集結場所

進出拠点到着日時

月　日 月　日 時　分 月　日 時　分

活動開始日時

時　分

航空隊名

（隊区分、機体愛称）

被災地引揚げ日時

宿営場所

活動開始日時

月　日 月　日 時　分 月　日
出動日時

宿営場所

別記様式５

活動終了日時

活動終了日時

被災地引揚げ日時

資料：要請要綱（抜粋） 
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３　救助活動状況【陸上】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

４　救助活動状況【航空】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

５　救急出動状況

陸上 　件 件 件

航空 　件 件 件

６　救急搬送状況

陸上 　　　人 人 人 人 人 人

航空 　　人 人 人 人 人 人

７　隊員の傷病状況

1 参照

2 参照

８　車両・資機材の損傷状況

1 参照

2 参照

3 参照

4 参照

5 参照

救出日時

　　月　　日
救出場所※２ 救助人数 備　考※３

（合同で救助した消防機関等）時　　分

救出日時
救出場所※４ 救助人数 備  考

　　月　　日 時　　分

　※２　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

　※３　備考：県内応援隊、○○県大隊と合同で救出等記入

死亡 重傷 中等症 軽傷 その他（不明含む） 計

搬送件数 不搬送件数 計

　※４　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

日報

消防本部名 概要 日報

消防本部名 概要
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年 月 日 時 分

殿

□ 了承します。

□ その他

＜連絡責任者＞

担当課室 氏　　名

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

消 防 庁 長 官

部隊移動に関する意見

部隊移動の
対　象

　 消防組織法第44条第８項の規定に基づき求められた部隊移動に関する意見について、

次のとおり回答します。

所属する都道府県（市町村）

隊種別

特記事項

（緊急消防援助隊行動都道府県知事 又は 緊急消防援助隊行動市町村の長）

現 在 の 出 動 先
都道
府県

市区
町村

部 隊 移 動 先
都道
府県

市区
町村

別記様式６－２

部隊移動に関する意見（回答）
送信時間 ○○

資料：要請要綱（抜粋） 
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災害対策本部（広域応援班　陸上・航空） 現地派遣職員

○○都道府県
災害対策本部 調整本部 政府現地対策本部

災害対策本部 指揮本部 指揮支援本部

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊 ヘリベース（ＨＢ）

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊

フォワードベース（ＦＢ）

別記様式７

○○都道府県　　○○災害に係る緊急消防援助隊連絡体制

○○　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　現在

消防庁

ＮＴＴ回線 TEL 03-5253-7527 FAX 03-5253-7552 派遣場所 職・氏名 TEL
90-49013 FAX 90-49036

ＮＴＴ回線

FAX

メールアドレス kinentai0119@soumu.go.jp

地域衛星回線 TEL ０４８－５００－９０－４９０１３ FAX ０４８－５００－９０－４９０３６

消防防災無線 TEL

設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

FAXFAX ＮＴＴ回線 TEL
FAX 消防防災無線 TEL消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線 TEL

TELＮＴＴ回線 TEL FAX

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL FAX地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線

TEL

航空運用調整班
所属 職・氏名

統括指揮支援隊長
所属

氏名 TEL 本部長 職・氏名本部長 氏名 TEL 本部長

○○市町村
設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL
TEL FAX 氏名

ＮＴＴ回線 TEL FAXＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線 TEL FAX
FAX

地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

TEL FAX 消防防災無線 TEL消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL

氏名 TEL 指揮支援本部長 所属本部長 氏名 TEL 本部長 TEL

緊急消防援助隊
陸上 航空

設置場所 ：

大隊長
所属 TEL TEL FAX

氏名 氏名 消防防災無線 TEL
大隊長

所属 TEL ＮＴＴ回線

FAX
統合機動
部隊長

所属 統合機動
部隊長

所属 地域衛星回線 TEL FAX

氏名 氏名 メールアドレス

TEL TEL

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属
ＨＢ指揮者

所属

メールアドレス メールアドレス

TEL FAX TEL FAX 職・氏名

職・氏名

氏名 氏名

所属 TEL

統合機動
部隊長

所属 設置場所 ：

大隊長
所属 TEL

大隊長
所属 TEL

氏名 氏名

後方支援本部

所属

後方支援本部

所属

TEL FAX TEL FAX
メールアドレス メールアドレス

TEL TEL統合機動
部隊長

所属

所属 TEL

氏名

航空指揮支援本部長 

(航空指揮支援隊長)

ＦＢ指揮者
所属 TEL

TEL

(指揮支援隊長） 氏名

FAX

所属 TEL

氏名

航空後方支援
隊長

氏名

資料：要請要綱（抜粋） 
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資料 ２４ 山腹崩壊危険地区－民有林 

県農林水産部林政課 

平成 30年 10月１日現在 

危険地区番号 字 
公共施設等 

人家 公共施設 道路 

323 S0001 大林 1   

323 S0002 見町 4  町 

323 S0003 新川原 15  県 

323 S0004 和田下 2  国 

323 S0005 西野 1  県 

323 S0006 倉岡 1  町 

323 S0007 西野 1  県 

323 S0008 上町野 30  町 

323 S0009 後河原 2  町 

323 S0010 荒熊内 15  国 

343 S0011 天神林 49  国 

343 S0012 舘野 1  国 

343 S0013 榎林家ノ後 2   

 

 

資料 ２５ 崩壊土砂流出危険地区－国有林 

東北森林管理局 

平成 30年３月 31日現在 

No. 
調査 

番号 
地区名 

位置 直接保全対象施設 危

険

度 

管轄 
大字 字（林班） 

人家等

戸数 

公共 

施設等 
道路 

365 402-0001 大浦内 東天馬舘 
東天間舘国

有林 
(1402) 1  国道 Ｃ 

三八上

北署 

366 402-0002 小坪川 東天馬舘 
東天間舘国

有林 

（1415・1419 

～1424） 
10 水道施設 国道 Ａ 

三八上

北署 

367 402-0003 石タカ沢 中天馬舘 
中天間舘国

有林 
（1435）   国道 Ｃ 

三八上

北署 

368 402-0004 高森 南天馬舘 
南天間舘国

有林 
（1447） 

 農業用

ダム 
県道 Ｂ 

三八上

北署 

369 402-0005 二戸ノ瀬川 北天馬舘 
北天間舘国

有林 

（1449～ 

1454） 

 農業用

ダム 

国道・ 

県道 
Ｃ 

三八上

北署 

370 402-0006 ヤスケド沢 銀南木 
七戸深山国

有林 
（1518） 

 
水道施設 県道 Ａ 

三八上

北署 

371 402-0007 作田川 銀南木 
七戸深山国

有林 
（1521） 

 
水道施設  Ａ 

三八上

北署 
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資料 ２６ 崩壊土砂流出危険地区－民有林 

県農林水産部林政課 

平成30年10月１日現在 

危険地区番号 
位置 公共施設等 

字 人家 公共施設 道路 

402 H0001 倉岡 1  町 

402 H0004 山館 1  国 

402 H0006 萩ノ沢 1  県 

402 H0007 萩ノ沢 1  県 

402 H0008 萩ノ沢 1  県 

402 H0010 山館 1  国 

402 H0013 山館 1  林 

402 H0014 山館 1  国 

402 H0015 野左掛 1  林 

402 H0017 倉岡 1  町 

402 H0020 銀南木 1  町 

402 H0025 野左掛 1  国 

402 H0027 古和備 1  林 

 

 

資料 ２７ 小規模山地崩壊危険地区 

県農林水産部 

平成30年10月１日現在 

危険地区番号 
位置 公共施設等 

字 人家 公共施設 道路 

402 小 0001 倉越 12   

402 小 0002 天王 2  町道 

402 小 0003 荒熊内（ＮＯ１）    

402 小 0004 蛇坂 1 1  

402 小 0005 荒熊内（ＮＯ２）  1  

402 小 0006 東槻木 8   

402 小 0007 野佐掛 9  農道 

402 小 0008 矢倉 19   

402 小 0009 左組    

402 小 0010  2   

402 小 0011 志茂川原 1   

402 小 0012 榎林家ノ前    

402 小 0013 二ツ森家ノ前    

402 小 0014 上平 1   

402 小 0015 松ヶ沢    

402 小 0016 志茂川原  1  
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資料 ２８ 地すべり危険地区 

県農林水産部 

平成30年10月１日現在 

危険地区番号 

位置 公共施設等 
備考 

字 地区名 人家戸数 
公共施設 

種類 数量  

402 G0001 山舘 山舘１号 0 

ダム 

国道 

林道 

1 

200m 

1,000ｍ 

指定地 

402 G0002 和田川 和田川 0 国道 1,000ｍ  

402 G0003 山舘 山舘２号 0 
ダム 

国道 

1 

400m 
 

 

 

資料 ２９ 土石流危険渓流（渓床勾配３°以上） 

県県土整備部 

 

ランクⅠ 保全人家 5戸以上（5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の要配

慮者利用施設のある場合を含む）････････････････････････････････････町内 0箇所 

ランクⅡ 保全人家 1戸以上 4戸以下････････････････････････････････････････町内 3箇所 

ランクⅢ 保全人家 0戸････････････････････････････････････････････････････町内 2箇所 

 

◆ランクⅡ 

渓流番号 
渓流名 所在地 

水系名 河川名 渓流名 字名 

402-Ⅱ-1 高瀬川 高瀬川 上田沢 山館 

409-Ⅱ-1 高瀬川 坪川 西上原子沢 上志多 

409-Ⅱ-2 高瀬川 坪川 東上原子沢 上志多 

 

 

◆ランクⅢ 

渓流番号 
渓流名 所在地 

水系名 河川名 渓流名 字名 

402-Ⅲ-1 高瀬川 作田川 マタギ沢 左組 

402-Ⅲ-2 高瀬川 作田川 ガンベ沢 左組 
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資料 ３０ 砂防指定地 

県県土整備部 

 上北地域県民局地域整備部管内                                                                                                                      令和２年３月31日現在 

整理

番号 

告示 

年月日 

告示

番号 
級 水系名 幹川名 渓流名 字 

面積 
概況 

 山林 道路等 その他 

延長 

（m） 

幅 

（m） 

面積 

（ha） 

河川敷 

（ha） 

国有林 

（ha） 

公民有林 

（ha） 
種別 

面積 

（ha） 

国有地 

（ha） 

公民有地 

（ha） 

6 S19.12.20 604 1 高瀬川 七戸川 和田川 和田 
225.0 50.0 1.125 0.450 0.000 0.300  0.100 0.000 0.275 

225.0 50.0 1.125 0.450  0.300  0.100  0.275 

8 S22.12.12 375 1 高瀬川 和田川 和田川 和田 
206.0 60.0 1.236 0.700 0.000 0.100  0.200 0.000 0.236 

206.0 60.0 1.236 0.700  0.100  0.200  0.236 

11 S26.11.13 963 1 高瀬川 和田川 和田川 山舘 
0.0 0.0 0.030 0.030 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

  0.030 0.030       

13 S26.11.13 963 1 高瀬川 和田川 和田川 山舘 
2,200.0 160.0 35.200 12.400 12.800 0.000  0.000 0.200 9.800 

2,200.0 160.0 35.200 12.400 12.800    0.200 9.800 

15 S27. 9.11 1206 1 高瀬川 作田川 作田川 作見 
4,200.0 30.0 12.600 12.600 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

4,200.0 30.0 12.600 12.600       

16 S27. 9.11 1206 1 高瀬川 作田川 作田川 作見 
4,200.0 100.0 42.000 13.500 0.000 0.000  1.200 19.700 7.600 

4,200.0 100.0 42.000 13.500    1.200 19.700 7.600 

21 S28.11.10 1410 1 高瀬川 和田川 和田川 
西野 

山屋 

1,600.0 40.0 6.400 6.400 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

1,600.0 40.0 6.400 6.400       

22 S28.11.10 1410 1 高瀬川 和田川 和田川 
西野 

山屋 

1,600.0 80.0 12.800 6.800 0.000 2.200  0.600 0.000 3.200 

1,600.0 80.0 12.800 6.800  2.200  0.600  3.200 

23 S31. 4.16 722 1 高瀬川 作田川 作田川 七戸山 
680.0 40.0 2.720 1.360 1.130 0.000  0.000 0.000 0.230 

680.0 40.0 2.720 1.360 1.130     0.230 

25 S32.11.13 1411 1 高瀬川 和田川 和田川 七戸川 
250.0 61.6 1.540 0.840 0.350 0.350  0.000 0.000 0.000 

250.0 61.6 1.540 0.840 0.350 0.350     

28 S34.10. 6 1947 1 高瀬川 和田川 和田川 深山 
570.0 50.0 2.850 1.140 0.855 0.855  0.000 0.000 0.000 

570.0 50.0 2.850 1.140 0.855 0.855     

32 S37.12. 1 2959 1 高瀬川 和田川 
和田川

外２ 
深山 

2,250.0 50.0 11.250 4.500 4.275 2.475  0.000 0.000 0.000 

2,250.0 50.0 11.250 4.500 4.275 2.475     

33 S37.12. 1 2959 1 高瀬川 七戸川 
中野川

外２ 
東天間舘 

570.0 50.0 2.850 1.140 1.710 0.000  0.000 0.000 0.000 

570.0 50.0 2.850 1.140 1.710      

39 S41. 6.10 1854 1 高瀬川 坪川 小坪川 深山 
10,500.0 120.0 126.000 42.000 62.500 18.000  3.500 0.000 0.000 

10,500.0 120.0 126.000 42.000 62.500 18.000  3.500   
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整理

番号 

告示 

年月日 

告示

番号 
級 水系名 幹川名 渓流名 字 

面積 
概況 

 山林 道路等 その他 

延長 

（m） 

幅 

（m） 

面積 

（ha） 

河川敷 

（ha） 

国有林 

（ha） 

公民有林 

（ha） 
種別 

面積 

（ha） 

国有地 

（ha） 

公民有地 

（ha） 

42 S42. 3.31 1158 2 
奥 入 瀬

川 
相坂川 北股沢 七戸深山 

1,500.0 50.0 7.500 0.900 6.600 0.000  0.000 0.000 0.000 

1,500.0 50.0 7.500 0.900 6.600      

44 S42. 3.31 1158 1 高瀬川 作田川 
大作沢

外１ 
七戸深山 

3,300.0 120.0 19.800 1.650 18.150 0.000  0.000 0.000 0.000 

1,000.0 60.0 19.800 1.650 18.150      

2,300.0 60.0 0.000        

47 S42.11.30 3935 1 高瀬川 中野川 倉岡川 七戸深山 
2,000.0 50.0 10.000 0.800 6.700 2.500  0.000 0.000 0.000 

2,000.0 50.0 10.000 0.800 6.700 2.500     

49 S43.12. 3 3485 1 高瀬川 高瀬川 坪川 南天間舘 
700.0 80.0 5.600 0.700 4.850 0.000  0.050 0.000 0.000 

700.0 80.0 5.600 0.700 4.850   0.050   

54 S46. 2.13 160 1 高瀬川 七戸川 和田川 
七戸深山

国有林 

500.0 50.0 2.500 0.850 1.590 0.000  0.060 0.000 0.000 

500.0 50.0 2.500 0.850 1.590   0.060   

60 S47. 8. 4 1353 1 高瀬川 坪川 
上左京

沢 

深山国有

林 

240.0 20.0 0.480 0.000 0.480 0.000  0.000 0.000 0.000 

240.0 20.0 0.480  0.480      

61 S48. 2. 1 221 1 高瀬川 七戸川 倉岡川 
七戸深山

国有林 

1,000.0 70.0 7.000 0.500 6.400 0.000  0.100 0.000 0.000 

1,000.0 70.0 7.000 0.500 6.400   0.100   

64 S48. 2. 1 221 1 高瀬川 七戸川 作田川 
作田 

左組 

2,600.0 40.0 10.400 8.630 0.000 0.100  0.120 0.000 1.550 

2,600.0 40.0 10.400 8.630  0.100  0.120  1.550 

  0.000        

67 S49.12. 5 1443 1 高瀬川 中野川 南股沢 
七戸深山

国有林 

600.0 55.0 3.300 0.000 3.230 0.000  0.070 0.000 0.000 

600.0 55.0 3.300  3.230   0.070   

68 S51. 2. 9 111 1 高瀬川 中野川 南股沢 
七戸深山

国有林 

80.0 0.0 0.430 0.000 0.430 0.000  0.000 0.000 0.000 

80.0  0.430  0.430      

74 S54. 1.30 101 1 高瀬川 高瀬川 
ツッコ

ミ沢 
銀南木 

800.0 0.0 5.300 0.000 2.470 2.830  0.000 0.000 0.000 

800.0  5.300  2.470 2.830     

79 S56. 4.22 928 1 高瀬川 坪川 坪川 
中天間館

国有林 

470.0 0.0 2.170 0.000 2.170 0.000  0.000 0.000 0.000 

470.0  2.170  2.170      

80 S57. 8. 4 1460 1 高瀬川 高瀬川 上田沢 山館 
315.0 0.0 1.180 0.000 0.000 1.080  0.100 0.000 0.000 

315.0  1.180   1.080  0.100   

83 S59. 1.30 97 1 高瀬川 倉岡川 
倉岡後

川 

倉岡 

銀南木 

800.0 0.0 2.730 0.250 0.000 0.560  0.130 0.000 1.790 

800.0  2.730 0.250  0.560  0.130  1.790 

92 S62.10.15 1764 1 高瀬川 高瀬川 道地川 道地 
557.0 0.0 3.730 0.650 0.000 3.060  0.020 0.020 0.020 

557.0  3.730 0.650  3.060  0.020   

102 H 4.12. 3 1880 1 高瀬川 高瀬川 大林川 長久保 688.0 0.0 5.320 0.570 0.000 4.260  0.460 0.000 0.030 
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整理

番号 

告示 

年月日 

告示

番号 
級 水系名 幹川名 渓流名 字 

面積 
概況 

 山林 道路等 その他 

延長 

（m） 

幅 

（m） 

面積 

（ha） 

河川敷 

（ha） 

国有林 

（ha） 

公民有林 

（ha） 
種別 

面積 

（ha） 

国有地 

（ha） 

公民有地 

（ha） 

槻木沢 688.0  5.320 0.570  4.260  0.460  0.030 

105 H 5.11. 2 2091 1 高瀬川 倉岡川 木戸沢 銀南木 
542.0 0.0 3.620 0.320 0.000 3.300  0.000 0.000 0.000 

542.0  3.620 0.320  3.300     
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資料 ３１ 急傾斜地崩壊危険箇所（傾斜度 30°、高さ 5ｍ以上の急傾斜地） 

県県土整備部河川砂防課 

 

ランクⅠ 保全人家 5戸以上（5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の要配

慮者利用施設のある場合を含む）･･･････････････････････････････････町内 30箇所 

     ランクⅡ 保全人家 1戸以上 4戸以下･･･････････････････････････････････････町内 34箇所 

     ランクⅢ 保全人家 0戸･･･････････････････････････････････････････････････町内 50箇所 

 

◆自然斜面（ランクⅠ） 

箇所 

番号 
箇所名 大字小字 

地形要因 

延長（m） 傾斜度 斜面高（m） 

752 蛇坂１号 蛇坂 80 48 8 

753 蛇坂２号 蛇坂 670 36 10 

754 影津内区域 影津内 220 45 6 

755 倉越１号 倉越 66 42 7 

756 倉越１号区域 倉越 290 70 12 

757 倉越２号 倉越 230 55 6 

758 上町野１号 上町野 140 68 5 

759 北口区域 上町野 540 74 7 

760 上町野２号 上町野 240 43 13 

761 上町野区域 上町野 190 40 8 

762 上町野３号 上町野 180 47 10 

763 七戸 七戸 100 60 18 

764 城内区域 七戸 400 65 13 

765 天神林３号区域 七戸 200 33 10 

766 貝ノ口１号 貝ノ口 70 46 9 

767 城の後区域 西上川原 350 53 10 

768 野続１号 野続 230 48 11 

769 野続２号 野続 720 47 10 

770 海内 海内 150 39 9 

771 和田下１号 和田下 241 56 17 

772 東槻木区域 東槻木 330 53 9 

773 天神林１号 天神林 160 40 19 

774 天神林２号 天神林 250 35 14 

775 舘野１号 舘野 180 38 16 

776 桜田１号 桜田 255 34 11 

777 馬門川原 馬門川原 160 40 16 

778 山舘 山舘 80 50 28 

779 銀南木 銀南木 70 54 29 

842 北天間舘 天間舘 北天間舘 60 60 26 

843 鉢森平 榎林 鉢森平 210 30 19 

 

 

◆自然斜面（ランクⅡ） 

箇所 

番号 
箇所名 大字小字 

地形要因 

延長（m） 傾斜度 斜面高（m） 

615 蛇坂３号 蛇坂 150 36 9 

616 倉越３号 倉越 100 60 8 

617 貝ノ口２号 貝ノ口 40 44 7 

618 鶴児平１号 鶴児平 48 50 9 

619 宇道坂１号 宇道坂 30 48 15 

620 宇道坂２号 宇道坂 120 31 15 

621 宇道坂３号 宇道坂 90 42 14 

622 桜田２号 桜田 50 52 9 
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箇所 

番号 
箇所名 大字小字 

地形要因 

延長（m） 傾斜度 斜面高（m） 

623 桜田３号 桜田 50 35 9 

624 高屋敷１号 高屋敷 40 40 15 

625 高屋敷２号 高屋敷 20 46 14 

626 太田野１号 太田野 25 50 14 

627 舘野２号 舘野 30 35 11 

628 下見町１号 下見町 180 34 10 

629 別曹 別曹 60 30 5 

672 夏間木 天間舘夏間木 120 35 11 

673 鳥谷部 天間舘鳥谷部 90 38 14 

674 内ノ沢１号 天間舘内ノ沢 80 40 10 

675 内ノ沢２号 天間舘内ノ沢 80 40 10 

676 前川原 天間舘前川原 60 30 6 

677 坪川原 天間舘坪川原 80 35 7 

678 小又 天間舘小又 60 40 9 

679 家ノ下１号 天間舘家ノ下 80 37 9 

680 家ノ下２号 天間舘家ノ下 90 45 11 

681 家ノ後 榎林家ノ後 50 42 11 

682 家ノ前 榎林家ノ前 60 40 13 

683 家ノ表 二ツ森家ノ表 130 62 15 

684 古屋敷 榎林古屋敷 120 59 8 

685 下田坪 榎林下田坪 40 40 10 

 

 

◆人工斜面（ランクⅡ） 

箇所 

番号 
箇所名 大字小字 

地形要因 

延長（m） 傾斜度 斜面高（m） 

108 鶴児平２号 鶴児平 30 35 7 

109 鶴打田 鶴打田 40 35 14 

110 舘野３号 舘野 30 37 9 

111 大林１号 大林 30 33 7 

112 野左掛 野左掛 180 33 15 

 

 

◆自然斜面（ランクⅢ） 

箇所 

番号 
箇所名 大字小字 

地形要因 

延長（m） 傾斜度 斜面高（m） 

270 古屋敷 古屋敷  100 32 8 

271 治部袋 治部袋 100 30 9 

272 荒熊内１号 荒熊内 100 30 7 

273 荒熊内２号 荒熊内 100 30 7 

274 荒熊内３号 荒熊内 100 31 7 

275 大沢 大沢 110 31 8 

276 豊間内 豊間内 120 31 8 

277 蛇坂４号 蛇坂 110 30 8 

278 蛇坂５号 蛇坂 110 31 9 

279 立野頭 立野頭 100 32 8 

280 倉越４号 倉越 120 30 8 

281 倉越５号 倉越 100 30 8 

282 貝ノ口３号 貝ノ口 210 32 8 

283 貝ノ口４号 貝ノ口 240 32 8 

284 宇道坂４号 宇道坂 100 32 14 

285 宇道坂５号 宇道坂 100 33 14 

286 宇道坂６号 宇道坂 180 32 14 

287 宇道坂７号 宇道坂 100 32 9 
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箇所 

番号 
箇所名 大字小字 

地形要因 

延長（m） 傾斜度 斜面高（m） 

288 宇道坂８号 宇道坂 130 30 8 

289 鍛冶林１号 鍛冶林 120 30 9 

290 鍛冶林２号 鍛冶林 100 30 9 

291 鍛冶林３号 鍛冶林 150 31 12 

292 鶴児平３号 鶴児平、鍛冶林 1300 30 12 

293 鶴児平４号 鶴児平 340 30 9 

294 和田下２号 和田下 230 32 9 

295 有田沢 有田沢 170 30 9 

296 高屋敷３号 高屋敷 170 31 9 

297 八ヶ田 八ヶ田 750 30 15 

298 山屋１号 山屋 100 32 9 

299 山屋２号 山屋 110 32 9 

300 都平１号 都平 100 30 9 

301 都平２号 都平 120 30 9 

302 西槻木 西槻木 100 30 9 

303 萩ノ沢 萩ノ沢、小山川原 500 32 12 

304 太田野２号 太田野 140 32 9 

305 太田野３号 太田野 100 30 9 

306 太田 太田 100 32 9 

307 舘野４号 舘野 100 30 8 

308 大林２号 大林 100 30 9 

309 大林３号 大林 110 32 9 

310 夏焼１号 夏焼 150 31 10 

311 夏焼２号 夏焼 170 31 9 

312 下見町２号 下見町 120 30 8 

313 下見町３号 下見町 110 32 9 

314 下見町４号 下見町 220 30 9 

315 下見町５号 下見町 280 32 8 

316 見町１号 見町 140 34 8 

317 見町２号 見町 140 33 9 

318 川去１号 川去 310 30 9 

319 川去２号 川去 130 32 9 
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資料 ３２ 急傾斜地崩壊危険区域指定区域 

令和２年３月31日現在 

番号 告示年月日 
告示

番号 

急傾斜地崩壊

危険区域名 
字 面積(ha) 人家戸数 公共的建物 摘要 

1 S45.12.08 840 北口 上町野 1.7170 37   

 S57.12.28 966 北口 上町野 0.5944 9   

2 S48.03.31 218 東槻木 東槻木 0.8600 30   

4 S49.02.23 105 城内 七戸 1.5410 23   

3 S51.03.18 184 東槻木２号 東槻木 0.4570 16   

5 S52.03.26 209 倉越１号 倉越 0.6040 12   

6 S54.01.23 40 城の後 西上川原 2.6400 25   

7 S62.02.21 74 上町野 上町野､七戸 1.1090 19   

8 H03.03.11 143 天神林３号 七戸、天神林、向田 1.0620 12   

 H15.11.28 753 天神林３号 七戸、天神林、向田 1.5830 11   

9 H08.02.26 129 影津内 影津内、倉越 0.8660 11   

10 H14.03.25 125 野続 貝ノ口、野続 0.7330 10   

11 H18.01.30 66 家ノ前 榎林家ノ前、地蔵堂 0.8080 6   

12 H25.03.27 252 桜田1号 鍛冶林、作田 1.9184 9   
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資料 ３３ 雪崩危険箇所（傾斜度 15°以上、高さ 10ｍ以上、H18.4.1現在） 

 

ランクⅠ 保全人家 5 戸以上（5 戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の要

配慮者利用施設のある場合を含む）･･････････････････････････････････町内 13箇所 

     ランクⅡ 保全人家 1戸以上 4戸以下････････････････････････････････････････町内 5箇所 

     ランクⅢ 保全人家 0戸････････････････････････････････････････････････････町内 7箇所 

 

◆ランクⅠ 

［七戸地区］ 

番号 箇所名 所在地 

地形 保全対象施設 

延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ 

(ｍ) 

人家 

戸数 

公共的 

建 物 
公共施設 

1 倉越 1号 倉越 100 40 11 7  町道 

2 倉越 2号 倉越 200 40 12 27  町道 

3 影津内 影津内 150 30 13 12  町道 

4 上町野 上町野 420 39 13 24 公民館 町道、私道 

5 七戸 1号 七戸 150 30 18 4 公民館 町道 

6 七戸 2号 七戸 300 37 13 24 町役場 国道、町道、私道 

7 西上川原 西上川原 220 50 10 18   

8 上ノ山 上ノ山 150 47 10 6   

9 山舘 山舘 50 50 29 1 その他 国道 

10 左組 左組 250 18 100 1 その他  

11 桜田 桜田 300 34 11 6  町道、私道 

 

［天間林地区］ 

番号 箇所名 所在地 

地形 保全対象施設 

延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ 

(ｍ) 

人家 

戸数 

公共的 

建 物 
公共施設 

12 鉢森平 鉢森平 180 30 19 5  町道 

13 北天間館 北天間館 30 43 26 1 その他 町道 
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◆ランクⅡ 

［七戸地区］ 

番号 箇所名 所在地 

地形 保全対象施設 

延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ 

(ｍ) 

人家 

戸数 

公共的 

建 物 
公共施設 

14 笊田 笊田 60 28 10 2  私道 

15 向田 天神林、向田 60 46 10 2  町道、私道 

16 下見町 下見町 100 33 10 2  私道 

 

［天間林地区］ 

番号 箇所名 所在地 

地形 保全対象施設 

延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ 

(ｍ) 

人家 

戸数 

公共的 

建 物 
公共施設 

17 原久保 原久保 250 24 25 4  私道 

18 家ノ前 家ノ前 110 40 13 3  私道、町道 

 

◆ランクⅢ 

［七戸地区］ 

番号 箇所名 所在地 

地形 保全対象施設 

延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ 

(ｍ) 

人家 

戸数 

公共的 

建 物 
公共施設 

19 鍛冶林 鍛冶林 200 31 12 0   

20 鶴児平 鶴児平、鍛冶林 1150 30 12 0   

21 八ケ田 八ケ田 850 30 15 0   

22 萩ノ沢 萩ノ沢、小山川原 550 32 12 0   

23 天神林 天神林、七戸 170 40 19 0   

24 太田 太田 100 35 11 0   

25 夏焼 夏焼 110 31 10 0   
（県土整備部河川砂防課） 

 

 

資料 ３４ 地すべり防止区域指定箇所 

県農林水産部 

平成 29年 10月１日現在 

地すべり

地域名 
位置 面積 

土地 家屋 公 共 施 設 

指定年

月日 
告示 田畑 

（ha） 

山林 

（ha） 

その他 

（ha） 

住宅 

（戸） 

そ

の

他 

道路 
橋

梁 

その

他 

山舘 字山舘 

37.16 

0.00 

0.00 

計 37.16 

37.16 

 

 

37.16 

 

 

 

0.00 

   

国道 

 200m 

林道 

1,000m 

 

防災

ダム

１ 

昭和 44

年 6 月

12日 

告示

856

号 

 

 

  



 

201 

資料 ３５ 土砂災害警戒区域等 

令和２年３月 31日現在 

上北地域県民局地域整備部管内 

番

号 

危険箇所 

番号 
公示年月日 告示番号 区域名 字 自然現象の種類 

区域内の人家 

警戒

区域 

うち特別 

警戒区域 

戸数 
有：1 

無：2 
戸数 

338 402-Ⅱ-001 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 上田沢 字山舘 土石流 0 2 - 

339 402-Ⅲ-001 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 マタギ沢 字左組 土石流 5 1 0 

340 402-Ⅲ-002 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 ガンベ沢 字左組 土石流 2 2 - 

341 409-Ⅱ-001 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 西上原子沢 上志多 土石流 2 1 0 

342 409-Ⅱ-002 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 東上原子沢 上志多 土石流 5 1 0 

343 Ⅰ-0752 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 蛇坂 1号 字蛇坂 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

344 Ⅰ-0753 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 蛇坂 2号 字蛇坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

345 Ⅰ-0754 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 影津内 字影津内 急傾斜地の崩壊 7 2 - 

346 Ⅰ-0755 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 倉越 1号 字倉越 急傾斜地の崩壊 1 1 1 

347 Ⅰ-0757 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 倉越 2号 字倉越 急傾斜地の崩壊 22 1 3 

348 Ⅰ-0758 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 上町野 1号 字上町野 急傾斜地の崩壊 3 1 1 

349 Ⅰ-0759 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 北口 字上町野 急傾斜地の崩壊 22 2 - 

350 Ⅰ-0760 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 上町野 2号 字上町野 急傾斜地の崩壊 6 1 1 

351 Ⅰ-0761 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 上町野 字上町野 急傾斜地の崩壊 15 1 1 

352 Ⅰ-0762 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 上町野 3号 字上町野 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

353 Ⅰ-0763 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 七戸 字七戸 急傾斜地の崩壊 7 1 2 

354 Ⅰ-0764 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 城内 字七戸 急傾斜地の崩壊 6 2 - 

355 Ⅰ-0765 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 天神林 3号 字七戸 急傾斜地の崩壊 10 2 - 

356 Ⅰ-0766 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 貝ノ口 1号 字貝ノ口 急傾斜地の崩壊 4 1 0 

357 Ⅰ-0767 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 城の後 

字西上川

原 
急傾斜地の崩壊 10 2 - 

358 Ⅰ-0769 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 野続 2号 字野続 急傾斜地の崩壊 4 1 0 

359 Ⅰ-0770 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 海内 字海内 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

360 Ⅰ-0771 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 和田下 1号 字和田下 急傾斜地の崩壊 2 1 0 

361 Ⅰ-0772 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 東槻木 字東槻木 急傾斜地の崩壊 17 1 1 

362 Ⅰ-0774 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 天神林 2号 字天神林 急傾斜地の崩壊 3 2 - 

363 Ⅰ-0775 平成 22年 第 876号 舘野 1号 字舘野 急傾斜地の崩壊 0 1 0 
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番

号 

危険箇所 

番号 
公示年月日 告示番号 区域名 字 自然現象の種類 

区域内の人家 

警戒

区域 

うち特別 

警戒区域 

戸数 
有：1 

無：2 
戸数 

12月 22日 

364 Ⅰ-0777 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 馬門川原 

字馬門川

原 
急傾斜地の崩壊 2 1 2 

365 Ⅰ-0778 
平成 22年

12月 22日 
第 877号 山舘 字山舘 急傾斜地の崩壊 0 2 - 

366 Ⅰ-0779 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 銀南木 字銀南木 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

367 Ⅰ-0842 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 北天間舘 北天間舘 急傾斜地の崩壊 1 1 1 

368 Ⅰ-0843 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 鉢森平 

榎林家ノ

前 
急傾斜地の崩壊 5 1 1 

369 Ⅱ-0615 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 蛇坂 3号 字蛇坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

370 Ⅱ-0616 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 倉越 3号 字倉越 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

371 Ⅱ-0617 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 貝ノ口 2号 字貝ノ口 急傾斜地の崩壊 2 1 1 

372 Ⅱ-0618 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鶴児平 1号 字鶴児平 急傾斜地の崩壊 2 1 0 

373 Ⅱ-0619 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 1号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

374 Ⅱ-0620 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 2号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

375 Ⅱ-0621 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 3号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

376 Ⅱ-0622 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 桜田 2号 字桜田 急傾斜地の崩壊 1 1 1 

377 Ⅱ-0623 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 桜田 3号 字桜田 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

378 Ⅱ-0624 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 高屋敷 1号 字高屋敷 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

379 Ⅱ-0625 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 高屋敷 2号 字高屋敷 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

380 Ⅱ-0626 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 太田野 1号 字太田野 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

381 Ⅱ-0627 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 舘野 2号 字舘野 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

382 Ⅱ-0628 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 下見町 1号 字下見町 急傾斜地の崩壊 2 1 2 

383 Ⅱ-0629 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 別曹 字別曹 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

384 Ⅱ-0672 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 夏間木 夏間木 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

385 Ⅱ-0673 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 鳥谷部 鳥谷部 急傾斜地の崩壊 2 1 0 

386 Ⅱ-0674 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 内ノ沢 1号 上平 急傾斜地の崩壊 4 1 0 

387 Ⅱ-0675 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 内ノ沢 2号 上平 急傾斜地の崩壊 3 1 0 

388 Ⅱ-0676 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 前川原 

天間舘前

川原 
急傾斜地の崩壊 1 1 0 

389 Ⅱ-0677 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 坪川原 坪川原 急傾斜地の崩壊 1 1 1 

390 Ⅱ-0678 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 小又 小又 急傾斜地の崩壊 0 1 0 



 

203 

番

号 

危険箇所 

番号 
公示年月日 告示番号 区域名 字 自然現象の種類 

区域内の人家 

警戒

区域 

うち特別 

警戒区域 

戸数 
有：1 

無：2 
戸数 

391 Ⅱ-0679 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 家ノ下 1号 舘ノ下 急傾斜地の崩壊 2 1 0 

392 Ⅱ-0680 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 家ノ下 2号 舘ノ下 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

393 Ⅱ-0681 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 家ノ後 

榎林家ノ

後 
急傾斜地の崩壊 1 1 0 

394 Ⅱ-0683 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 家ノ表 

二ツ森家

ノ表 
急傾斜地の崩壊 2 1 0 

395 Ⅱ-0684 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 古屋敷 

榎林古屋

敷 
急傾斜地の崩壊 2 1 2 

396 Ⅱ-0685 
平成 22年

12月 22日 
第 870号 下田坪 下田坪 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

397 Ⅲ-0270 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 古屋敷 字古屋敷 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

398 Ⅲ-0271 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 治部袋 字治部袋 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

399 Ⅲ-0272 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 荒熊内 1号 字荒熊内 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

400 Ⅲ-0273 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 荒熊内 2号 字荒熊内 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

401 Ⅲ-0274 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 荒熊内 3号 字荒熊内 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

402 Ⅲ-0278 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 蛇坂 5号 字蛇坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

403 Ⅲ-0279 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 立野頭 字立野頭 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

404 Ⅲ-0280 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 倉越 4号 字倉越 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

405 Ⅲ-0281 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 倉越 5号 字倉越 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

406 Ⅲ-0282 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 貝ノ口 3号 字貝ノ口 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

407 Ⅲ-0283 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 貝ノ口 4号 字貝ノ口 急傾斜地の崩壊 1 1 0 

408 Ⅲ-0284 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 4号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

409 Ⅲ-0285 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 5号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

410 Ⅲ-0286 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 6号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

411 Ⅲ-0287 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 7号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

412 Ⅲ-0288 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 宇道坂 8号 字宇道坂 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

413 Ⅲ-0289 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鍛冶林 1号 字鍛冶林 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

414 Ⅲ-0290 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鍛冶林 2号 字鍛冶林 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

415 Ⅲ-0291 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鍛冶林 3号 字鍛冶林 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

416 Ⅲ-0292 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鶴児平 3号 

字鶴児平、

字鍛冶林 
急傾斜地の崩壊 0 1 0 

417 Ⅲ-0293 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鶴児平 4号 字鶴児平 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

418 Ⅲ-0294 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 和田下 2号 字和田下 急傾斜地の崩壊 0 1 0 
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番

号 

危険箇所 

番号 
公示年月日 告示番号 区域名 字 自然現象の種類 

区域内の人家 

警戒

区域 

うち特別 

警戒区域 

戸数 
有：1 

無：2 
戸数 

419 Ⅲ-0295 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 有田沢 字有田沢 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

420 Ⅲ-0296 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 高屋敷 3号 字高屋敷 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

421 Ⅲ-0297 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 八ケ田 字八ケ田 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

422 Ⅲ-0298 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 山屋 1号 字山屋 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

423 Ⅲ-0299 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 山屋 2号 字山屋 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

424 Ⅲ-0300 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 都平 1号 字都平 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

425 Ⅲ-0301 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 都平 2号 字都平 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

426 Ⅲ-0302 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 西槻木 字西槻木 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

427 Ⅲ-0303 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 萩ノ沢 

字萩ノ沢、

字小山川

原 

急傾斜地の崩壊 0 1 0 

428 Ⅲ-0304 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 太田野 2号 字太田野 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

429 Ⅲ-0305 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 太田野 3号 字太田野 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

430 Ⅲ-0306 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 太田 字太田 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

431 Ⅲ-0307 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 舘野 4号 字舘野 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

432 Ⅲ-0308 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 大林 2号 字大林 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

433 Ⅲ-0309 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 大林 3号 字大林 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

434 Ⅲ-0310 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 夏焼 1号 字夏焼 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

435 Ⅲ-0311 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 夏焼 2号 字夏焼 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

436 Ⅲ-0312 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 下見町 2号 字下見町 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

437 Ⅲ-0313 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 下見町 3号 字下見町 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

438 Ⅲ-0314 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 下見町 4号 字下見町 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

439 Ⅲ-0315 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 下見町 5号 字下見町 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

440 Ⅲ-0316 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 見町 1号 字見町 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

441 Ⅲ-0317 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 見町 2号 字見町 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

442 Ⅲ-0318 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 川去 1号 字川去 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

443 Ⅲ-0319 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 川去 2号 字川去 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

444 人Ⅱ-0108 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鶴児平 2号 字鶴児平 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

445 人Ⅱ-0109 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 鶴打田 字鶴打田 急傾斜地の崩壊 0 1 0 

446 人Ⅱ-0110 平成 22年 第 876号 舘野 3号 字舘野 急傾斜地の崩壊 2 1 0 
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番

号 

危険箇所 

番号 
公示年月日 告示番号 区域名 字 自然現象の種類 

区域内の人家 

警戒

区域 

うち特別 

警戒区域 

戸数 
有：1 

無：2 
戸数 

12月 22日 

447 人Ⅱ-0111 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 大林 1号 字大林 急傾斜地の崩壊 1 1 1 

448 人Ⅱ-0112 
平成 22年

12月 22日 
第 876号 野左掛 字野左掛 急傾斜地の崩壊 2 1 0 

449 Ⅰ-0756 
平成30年2

月 9日 
第 94号 倉越 字倉越 急傾斜地の崩壊 26 1 3 

450 Ⅰ-0768 
平成30年2

月 9日 
第 94号 野続 1号 字野続 急傾斜地の崩壊 5 1 0 

451 Ⅰ-0773 
平成30年2

月 9日 
第 94号 天神林 1号 字天神林 急傾斜地の崩壊 3 2 - 

452 Ⅰ-0776 
平成30年2

月 9日 
第 94号 桜田 1号 字桜田 急傾斜地の崩壊 6 1 1 

453 Ⅱ-0682 
平成30年2

月 9日 
第 94号 家ノ前 

榎林家ノ

前 
急傾斜地の崩壊 5 1 1 

 

 

資料 ３６ 町内河川一覧 

 

番号 水系名 河川名 
河岸の延長(ｍ) 備 考 

左 岸 右 岸  

1 高瀬川 
高瀬川 

(小川原湖及び七戸川を含む) 

33,754.50 

小川原湖沿岸 

33,545.50 

67,418.1 
 

2  〃 赤川 8300.00 8300.00  

3  〃 坪川 25,136.30 25,863.70  

4  〃 二ッ森川 6,300.00 6,300.00  

5  〃 中野川 11,700.00 11,700.00  

6  〃 市ノ渡川 4,200.00 4,200.00  

7  〃 栗ノ木沢川 2,400.00 2,400.00  

8  〃 小坪川 2,700.00 2,700.00  

9  〃 大林川 5,500.00 5,500.00  

10  〃 作田川 10,700.00 10,700.00  

11  〃 大作田川 800.00 800.00  

12  〃 鳥谷沢川 800.00 800.00  

（県土整備部河川砂防課） 
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資料 ３７ 農業用ため池一覧 

令和２年５月現在 

番号 ため池名称 所在地 
堤高 

ｍ 

堤長 

ｍ 

貯水量 

㎥ 

灌漑面積 

Ha 

防災重点

ため池 

1445 第２鶴児平溜池 青森県上北郡七戸町字鶴児平1-15 3.3 73.0 19,800 2.0  

1446 唐松溜池 青森県上北郡七戸町字唐松12 7.2 100.0 8,600 12.0  

1447 萩ノ沢溜池 青森県上北郡七戸町字八栗平65-3 11.5 50.0 5,600 10.0 ● 

1448 第３鶴児平溜池 青森県上北郡七戸町大字鶴児平 3.3 50.0 7,900 0.0  

1449 倉岡溜池 
青森県上北郡七戸町字向平42-1,44-15,

鶴児平190-1 
2.1 90.0 2,520 2.0 

 

1450 第１鶴児平溜池 青森県上北郡七戸町字鶴子平1-130 3.0 55.0 1,320 10.0  

1451 川去溜池 青森県上北郡七戸町字川去80 4.0 27.0 2,400 2.0  

1452 荒屋溜池 青森県上北郡七戸町字荒屋 2.5 35.0 1,560 0.0  

1453 第１野佐掛溜池 
青 森 県 上 北 郡 七 戸 町 字 槻 木 沢

4-1,4-2,5-2 
2.5 100.0 1,560 10.0 

 

1454 南斗内溜池 青森県上北郡七戸町字銀南木 8.5 56.0 11,760 9.0  

1455 第２南斗内溜池 青森県上北郡七戸町字銀南木65-2 2.1 35.0 1,320 1.0  

1456 第２荒熊内溜池 青森県上北郡七戸町字荒熊内 2.2 30.0 1,320 0.0  

1457 第３野佐掛溜池 
青森県上北郡七戸町字長久保34-3,賽ノ

神84-7 
9.5 35.0 8,040 80.0 

 

1458 沼の沢溜池 青森県上北郡七戸町字沼の沢 9.0 52.0 5,400 2.0  

1459 別曽溜池 青森県上北郡七戸町字別曽25-1 1.8 46.0 1,174 3.0  

1460 見町溜池 青森県上北郡七戸町字見町56-95 3.4 14.0 1,406 2.0  

1461 第２野佐掛溜池 青森県上北郡七戸町字槻木沢35-2 0.6 35.0 140 0.2  

1462 ナカムラ（藤）溜池 青森県上北郡七戸町字鉢森平571 1.5 75.0 2,700 1.0  

1463 中嶋（信）溜池 青森県上北郡七戸町字中野 0.0 0.0 24,000 0.0  

1464 野崎用水組合溜池 青森県上北郡七戸町字野崎狐久保102 1.8 203.0 29,100 20.0  

1465 後平谷地水路組合溜池 青森県上北郡七戸町字後平134-28 3.0 65.0 5,400 9.0  

1466 仲間溜池 青森県上北郡七戸町字尾山頭101-5 4.0 75.0 3,960 20.0  

1467 坪浅溜池 青森県上北郡七戸町字菩提木116-1 2.0 31.0 2,400 0.0  

1468 十枝内友溜池 青森県上北郡七戸町字十枝内9-28 2.0 41.0 2,400 4.0  

1469 李沢第二溜池 青森県上北郡七戸町字李沢家ノ前 4.2 72.0 7,200 3.0 ● 

1470 長下部落養魚所溜池 青森県上北郡七戸町字道ノ上54-2 3.2 41.0 6,720 0.0  

1471 附田豊溜池 青森県上北郡七戸町字塚長根28-1 2.3 45.0 2,760 2.0  

1472 原久保溜池 青森県上北郡七戸町字原久保86 1.8 73.0 2,160 3.0  

1473 諏訪（富）溜池 青森県上北郡七戸町字原久保95-74 2.5 56.0 10,560 2.0  

1474 上野清溜池 青森県上北郡七戸町字尾山頭 3.5 61.0 3,000 3.0  

1475 上原子（長）沼 青森県上北郡七戸町字志茂川原305 2.0 120.0 1,200 0.0  

1476 二ノ沢溜池 青森県上北郡七戸町字栗ノ木沢99-4 2.0 67.0 1,200 3.0  

1477 田嶋（留）溜池 青森県上北郡七戸町字後平134-26 2.5 30.0 1,800 0.0  

1478 工藤（啓）溜池 青森県上北郡七戸町字天間舘 2.2 48.0 3,960 0.0  

1479 中村（藤）溜池 青森県上北郡七戸町字鉢森平184-1 3.0 85.0 7,800 4.0  

1480 哘（清）溜池 青森県上北郡七戸町字天間舘倉越96-24 4.8 21.0 3,000 2.0  

1481 哘（義）溜池 青森県上北郡七戸町字天間舘倉越13-1 1.0 100.0 720 0.0  

1482 基助溜池 青森県上北郡七戸町字鉢森平181-85 4.0 30.0 2,400 5.0  

1483 花松（徳）溜池 青森県上北郡七戸町字野崎狐久保13-4 2.2 33.0 2,160 0.0  

1484 一ノ沢溜池 青森県上北郡七戸町東天間舘1-2 4.7 60.0 5,640 6.0  

1485 上野（中）溜池 青森県上北郡七戸町字柳平 2.8 45.0 4,536 5.0  

1486 兎内（貞）溜池 青森県上北郡七戸町字哘88 4.0 45.0 3,888 4.0  

1487 上野（政）溜池 青森県上北郡七戸町字菩提木55-56 1.2 18.0 605 0.0  

1488 上野（政）溜池 青森県上北郡七戸町字卒古沢139-4 1.9 24.0 1,656 1.5  

1489 前川原（義）溜池 青森県上北郡七戸町字後平484 2.8 40.0 1,075 1.0  

1490 十枝内（操）溜池 青森県上北郡七戸町字哘24-1 0.0 0.0 0 0.0  

1491 寺沢前共有地溜池 青森県上北郡七戸町字寺沢前15-19 1.4 32.0 1,152 0.1  

1492 沢尾（勝）溜池 青森県上北郡七戸町字野崎狐久保 1.5 28.0 1,512 3.0  

1493 田嶋（義）溜池 青森県上北郡七戸町字中岫東道添 1.5 45.0 5,928 1.2 ● 

1494 長沢（勉）溜池 青森県上北郡七戸町字中岫長沢下41-1 1.9 42.0 529 0.0  

1495 鳥谷部溜池 青森県上北郡七戸町字野崎狐久保168-5 2.2 24.0 1,814 1.5  

1496 上野（貞）溜池 青森県上北郡七戸町字菩提木37 3.4 21.0 1.5 0.0  
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資料 ３８ 図－山腹崩壊危険地区／崩壊土砂流出危険地区 
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資料 ３９ 図－小規模山地崩壊危険地区／地すべり危険地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

171 

資料 ４０ 図－土石流危険渓流／砂防指定地 
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資料 ４１ 図－急傾斜地崩壊危険箇所 
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資料 ４２ 図－雪崩危険箇所 
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資料 ４３ 道路の状況 

 

一般国道（指定区間外） 

［七戸地区］ 

施設管理

番号 
路線名 所在地 

距離票 

（自㎞） 
危険内容 

延長 

(ｍ) 
迂回路 

総合評

価 
備考 

01-048 国道 394 号 七戸町八幡岳 4 号 62.2 落石崩壊 20 無  規制  

01-049 国道 394 号 七戸町八幡岳 5 号 62.5 〃 40 〃  〃  

01-050 国道 394 号 七戸町八幡岳 6 号 62.8 〃 40 〃 1 〃  

01-051 国道 394 号 七戸町八幡岳 7 号 63.5 〃 120 〃  〃  

01-052 国道 394 号 七戸町八幡岳 8 号 63.5 〃 60 〃 1 〃  

01-053 国道 394 号 七戸町八幡岳 9 号 63.8 〃 60 〃  〃  

06-002 国道 394 号 七戸町山舘 10 号 64.4 盛土 50 〃  〃  

05-004 国道 394 号 七戸町山舘 10 号 64.4 土石流 14 〃  〃  

01-054 国道 394 号 七戸町山舘 11 号 64.4 落石崩壊 20 〃 1 〃  

01-055 国道 394 号 七戸町山舘 12 号 64.5 〃 60 〃    

01-056 国道 394 号 七戸町山舘 13 号 65.3 〃 60 〃 1   

01-057 国道 394 号 七戸町山舘 14 号 65.4 〃 60 〃 1   

05-005 国道 394 号 七戸町山舘 14 号 65.4 土石流 60 〃    

01-058 国道 394 号 七戸町山舘 15 号 65.5 落石崩壊 160 〃 1   

01-059 国道 394 号 七戸町山舘 16 号 65.9 〃 120 〃 1   

01-060 国道 394 号 七戸町山舘 17 号 67.6 〃 50 〃 1   

01-061 国道 394 号 七戸町山舘 18 号 68.8 〃 100 〃    

01-062 国道 394 号 七戸町山舘 19 号 69.0 〃 100 〃    

01-063 国道 394 号 七戸町山舘 20 号 69.3 〃 80 〃    

01-064 国道 394 号 七戸町山舘 21 号 69.6 〃 50 〃    

［天間林地区］ 

施設管理

番号 
路線名 所在地 

距離票 

（自㎞） 
点検対象項目 

延長 

(ｍ) 
迂回路 

総合評

価 
備考 

5394H030 国道394号 附田向川目 24.10 
橋梁基礎の洗

掘 
63.5 有 1 バス  

 

主要地方道 

［天間林地区］ 

施設管理

番号 
路線名 所在地 

距離票 

（自㎞） 
危険内容 

延長 

(ｍ) 
迂回路 

総合評

価 
備考 

5008F010 八戸野辺地線 榎林 40.70 盛土 200 有 1 バス  

 

一般県道 

［七戸地区］ 

施設管理

番号 
路線名 所在地 

距離票 

（自㎞） 
危険内容 

延長 

(ｍ) 
迂回路 

総合評

価 
備考 

01-116 
七戸・十和田

湖線 
七戸町夏焼1号 3.2 落石崩落 60 無 1 バス  

［天間林地区］ 

施設管理

番号 
路線名 所在地 

距離票 

（自㎞） 
危険内容 

延長 

(ｍ) 
迂回路 

総合評

価 
備考 

5242A020 後平青森線 北天間舘国有林 7.40 落石崩落 1000 無 1 バス  

5242A030 後平青森線 北天間舘国有林 8.60 落石崩落 820 無 1 バス  

5242A040 後平青森線 北天間舘国有林 9.40 落石崩落 440 無 1 バス  

5242A050 後平青森線 北天間舘国有林 9.90 落石崩落 440 無 1 バス  

5242A060 後平青森線 北天間舘国有林 10.60 落石崩落 440 無 1 バス  

5242F020 後平青森線 後平 0.30 盛土 140 無 1 バス  

5242G030 後平青森線 柳平 9.90 擁壁 30 無 0 バス  
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資料 ４４ 町所有車両 

 

管理課 車  名 車 両 番 号 用  途 台数 

総務課 

トヨタ・ノア（交通指導車） 八戸 500 め 5222 小型乗用 1 

ﾐﾂﾋﾞｼ・ｷｬﾝﾀｰ（天１分団） 八戸 800 さ   71 消防 

14 

ﾐﾂﾋﾞｼ（天２分団） 八戸 88 さ 5796 消防 

ﾋﾉ・ﾃﾞｭﾄﾛ（天３分団） 八戸 830 す  103 消防 

ﾋﾉ・ﾃﾞｭﾄﾛ（天４分団） 八戸 830 に   4 消防 

ﾋﾉ・ﾃﾞｭﾄﾛ（天５分団） 八戸 830 さ  105 消防 

ﾐﾂﾋﾞｼ（天６分団） 八戸 88 さ 4307 消防 

ﾐﾂﾋﾞｼ（天７分団） 八戸 88 さ 4961 消防 

ｲｽｽﾞ（七１分団） 八戸 800 さ 6237 消防 

ﾐﾂﾋﾞｼ・ｷｬﾝﾀｰ（七２分団） 八戸 88 さ 4438 消防 

ヒノ・デュトロ（七３分団） 八戸 800 の    3 消防 

イスズ・エルフ（七４分団） 八戸 830 な    4 消防 

ﾐﾂﾋﾞｼ（七５分団） 八戸 800 さ 1544 消防 

ﾐﾂﾋﾞｼ（七６分団） 八戸 88 さ 6018 消防 

トヨタ・ランクルプラド（消防指導車） 八戸 800 さ 4020 消防 

議会事務局 ニッサン・エルグランド（議会公用車） 八戸 312 む 0007 普通乗用 1 

企画調整課 

ヒノ・コミュニティ（ピンク） 八戸 200 は  325 自家用乗合 

6 

ヒノ・コミュニティ（ライトピンク） 八戸 200 は  251 自家用乗合 

ニッサン・コミュニティ（レールバス） 八戸 200 さ 985 自家用乗合 

ヒノ・コミュニティ（黄） 八戸 200 は 281 自家用乗合 

ヒノ・コミュニティ（青） 八戸 200 は 313 自家用乗合 

ミツビシ・コミュニティ（白） 八戸 200 さ 1199 自家用乗合 

財政課 

トヨタ・クラウンロイヤル 八戸 309 や 0007 普通乗用 

3 トヨタ・プリウス(白） 八戸 300 て 6959 普通乗用 

ニッサン・リーフ 八戸 300 と 3453 普通乗用 

ホンダ・インサイト 八戸 500 の 4386 小型乗用 1 

ミツビシ・ミニキャブミーブ 八戸 480 え 4672 小型貨物 1 

スズキ・キャリー 八戸 40 そ 1624 四輪貨物 1 

中型バス 八戸 200 は  107 自家用乗合 

4 
マイクロバス 八戸 200 さ  400 自家用乗合 

スポーツ車 八戸 200 は  299 自家用乗合 

トヨタ・ハイエース 八戸 200 さ  263 自家用乗合 

保健福祉課 

ニッサン・セレナ（博愛号） 八戸 500 ゆ 9253 小型乗用 1 

ニッサン・１ｔトラック 八戸 400 せ 3837 小型貨物 1 

ニッサン・セレナ 八戸 500 ふ 3291 小型乗用 1 

ホンダ・バモス 八戸 580 す 2892 四輪乗用 1 

介護高齢課 

ホンダ・バモス 八戸 580 す 2893 四輪乗用 

4 
スズキ・アルトラパン 八戸 580 て 6825 四輪乗用 

スズキ・アルトラパン 八戸 580 て 6826 四輪乗用 

スズキ・アルトラパン 八戸 580 て 6827 四輪乗用 

税務課 スズキ・ハスラー 八戸 580 ち 64 四輪乗用 1 

農林課 

スズキ・ジムニー 八戸 580 た 8995 四輪乗用 

3 スズキ・ハスラー 八戸 580 わ 1403 四輪乗用 

トヨタ・ライズ 八戸 500 ゆ 9492 四輪乗用 

クボタ・トラクター 七戸町 こ 3525 その他大型特殊 1 

農林課 

（石倉山） 
ホンダ エイプ 七戸町 に 970 小型二輪 1 

農業委員会 スズキ・ハスラー 八戸 580 な 2534 四輪乗用 1 

商工観光課 
ニッサン・セレナ 八戸 500 ぬ 3238 小型乗用 1 

スズキ・キャリー 八戸 480 え 9279 小型貨物 1 
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日産クリッパー 八戸 480 き 3148 四輪貨物 1 

コマツ ミニホイールローダ 七戸町 こ 1856 その他小型特殊 1 

圧雪車   その他特殊 1 

建設課 

ホンダ・クロスロード 八戸 300 つ 5714 普通乗用 
2 

トヨタ・ランクルプラド 八戸 800 さ 4267 普通乗用 

ミツビシ・除雪トラック（7t) 八戸 11 や 4052 普通貨物 

3 イスズ・除雪トラック（7t） 八戸 11 や 2485 普通貨物 

ＵＤ・ジョセツトラック（7ｔ） 八戸 100 は 1888 普通貨物 

キャタピラー・グレーダー（3.1m） 八戸 00 る 1261 その他大型特殊 

15 

キャタピラー・グレーダー（4.0m） 八戸 000 る  208 その他大型特殊 

コマツ・グレーダ（4.0ｍ） 八戸 900 る  208 その他大型特殊 

コマツ・除雪ドーザ（11t） 八戸 000 る  136 その他大型特殊 

ＴＣＭ・除雪ドーザ（13t） 八戸 000 る  491 その他大型特殊 

カワサキ・除雪ドーザ（16t） 八戸 000 る  881 その他大型特殊 

ヒタチ・除雪ドーザ（11t） 八戸 000 る 836 その他大型特殊 

コマツ・除雪ドーザ（8ｔ） 八戸 000 る 1676 その他大型特殊 

コマツ・除雪ドーザ（11t） 八戸 900 る  100 その他大型特殊 

除雪ドーザ（8ｔ） 八戸 000 る 1384 その他大型特殊 

除雪ドーザ（5ｔ） 八戸 000 る 1669 その他大型特殊 

除雪ドーザ（5ｔ） 八戸 000 る 1670 その他大型特殊 

ロータリー除雪車 八戸 900 る  263 その他大型特殊 

除雪ロータリー 八戸 900 る  160 その他大型特殊 

ロータリー除雪車（中型） 八戸 900 る 217 その他大型特殊 

ヒノ・2ｔダンプトラック 八戸 800 さ 7936 その他特殊 
2 

凍結防止剤散布車 八戸 800 は  490 その他特殊 

開発工建・小型ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 七戸町 こ 2124 その他小型特殊 

4 
小型ロータリー 七戸町 こ 2551 その他小型特殊 

小型ロータリー 七戸町 こ 2552 その他小型特殊 

小型ロータリー 七戸町 こ 2553 その他小型特殊 

上下水道課 

スバル・サンバー 八戸 480 あ 4322 四輪貨物 1 

トヨタ・ハイラックス 八戸 800 さ 8953 その他特殊 
2 

ミツビシ・パジェロ 八戸 800 さ 6851 その他特殊 

学務課 

スポーツトラクター（ジョンディア） 
なし（公道走らない

ため） 
  1 

スクールバス（17号車） 八戸 200 は  129 自家用乗合 

7 

ｽｸｰﾙ５号車（ｲｽｽﾞｶﾞｰﾗﾐｵ） 八戸 200 や  334 自家用乗合 

七中ｽｸｰﾙ 八戸 200 は  209 自家用乗合 

ｽｸｰﾙ１号車（ｲｽｽﾞｶﾞｰﾗﾐｵ） 八戸 200 は  274 自家用乗合 

ｽｸｰﾙ２号車（ｲｽｽﾞｶﾞｰﾗﾐｵ） 八戸 200 は  275 自家用乗合 

ｽｸｰﾙ３号車（ﾐﾂﾋﾞｼﾛｰｻﾞ） 八戸 200 さ 1045 自家用乗合 

ｽｸｰﾙ４号車（ﾐﾂﾋﾞｼﾛｰｻﾞ） 八戸 200 さ 1046 自家用乗合 

生涯学習課 

ホンダ・ＣＲＶ 八戸 300 さ 2107 普通乗用 1 

ニッサン・セレナ 八戸 500 ふ 3292 小型乗用 1 

スズキ・キャリー 八戸 480 き 6332 四輪貨物 

3 ホンダ・アクティトラック 八戸 40 す 1898 四輪貨物 

スズキ・キャリー 八戸 40 ち 7044 四輪貨物 

ニッサン・ＡＤバン（母子車） 八戸 44 つ  828 小型貨物 1 

ホンダ・スーパーカブ 天間林村 ほ -833   1 

シバウラタイガー 七戸町 こ 11-55   1 

地域おこし

総合戦略課 
ダイハツ・ムーブ 八戸 580 な 2973 四輪乗用 1 

世界遺産対

策室 

ホンダ・アクティトラック 八戸 40 せ 2861 四輪貨物 1 

ホンダ Ｎバン 八戸 480 く 5685 小型貨物 1 
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支所庶務課 

トヨタプリウスＧ 八戸 300 つ 4711 普通乗用 

4 
トヨタ・プリウス（シルバー） 八戸 300 て 6958 普通乗用 

ニッサン・E-NV200 八戸 300 ね 4492 普通乗用 

ホンダ・ＣＲＶ 八戸 300 た 7357 普通乗用 
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